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２   月   定   例   会  

◎  会  期   ４ 日 間  

 

議 事 日 程 

日 次  月  日  曜  議   事   要   項  

１  ２ 月 1 7日  火  

午 前 10時 開 会 、 会 期 の 決 定 、 諸 報 告 、 提 出 議 案 付 議 、 提 案 理 由

説 明 、 議 案 に 対 す る 質 疑 、 広 域 連 合 一 般 に 対 す る 質 問 、 議 案 の

委 員 会 付託 、 散会  

２  ２ 月 1 8日  水  （ 常 任 委員 会 ）  

３  ２ 月 1 9日  木  休    会  

４  ２ 月 2 0日  金  

（ 議 会 運営 委 員会 ）  

午 前 10時 開 議 、 委 員 長 報 告 、 質 疑 、 討 論 、 採 決 、 会 議 録 署 名 議

員 の 指 名、 閉 会  
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◎  ２ 月定 例 会付 議 事件  

 

 △ 広 域連 合 長提 出 議案  

  第 １号 議 案   平成 27年 度佐 賀 中部 広 域連 合 一 般会 計 予算  

  第 ２号 議 案   平成 27年 度佐 賀 中部 広 域連 合 介 護保 険 特別 会 計予 算  

  第 ３号 議 案   平成 27年 度佐 賀 中部 広 域連 合 消 防特 別 会計 予 算  

  第 ４号 議 案   平成 26年 度佐 賀 中部 広 域連 合 一 般会 計 補正 予 算（ 第 ３ 号）  

  第 ５号 議 案   平成 26年 度佐 賀 中部 広 域連 合 介 護保 険 特別 会 計補 正 予 算（ 第 ２号 ）  

  第 ６号 議 案   平成 26年 度佐 賀 中部 広 域連 合 消 防特 別 会計 補 正予 算 （ 第２ 号 ）  

  第 ７号 議 案   佐賀 中 部 広域 連 合包 括 的支 援 事 業の 実 施に 関 する 基 準 を定 め る条 例  

  第 ８号 議 案   佐賀 中 部 広域 連 合指 定 介護 予 防 支援 の 事業 者 の指 定 及 び事 業 に関 す る

基 準 を 定め る 条例  

  第 ９号 議 案   佐賀 中 部 広域 連 合職 員 の給 与 に 関す る 条例 の 一部 を 改 正す る 条例  

  第 10号 議 案   佐賀 中 部 広域 連 合介 護 保険 及 び 障が い 支援 区 分認 定 審 査会 条 例の 一 部

を 改 正 する 条 例  

  第 11号 議 案   佐賀 県 市 町総 合 事務 組 合を 組 織 する 地 方公 共 団体 の 数 の増 加 及び 同 組

合 規 約 の変 更 につ い て  

  第 12号 議 案   佐賀 広 域 消防 局 南部 消 防署 改 築 （建 築 ）工 事 請負 契 約 の締 結 につ いて  

 

 △ 報 告書 等  

  議 決事 件 の字 句 及び 数 字 等の 整 理に つ いて  

  介 護・ 広 域委 員 会審 査 報 告書  

  消 防委 員 会審 査 報告 書  

  第 １号 報 告   専決 処 分 の報 告 につ い て  
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平成27年２月17日（火）   午前10時01分 開会 

 

出  席  議  員 

 

１．平 間  智 治 

４．松 尾  義 幸 

７．伊 東  健 吾 

10．松 永  憲 明 

13．池 田  正 弘 

16．山 口  弘 展 

19．堤    正 之 

２．飯 守  康 洋 

５．野 副  芳 昭 

８．馬 場    茂 

11．山 田  誠一郎 

14．川 崎  直 幸 

17．山 本  義 昭 

20．中 山  重 俊 

３．堤    克 彦 

６．白 石  昌 利 

９．宮 﨑    健 

12．白 倉  和 子 

15．重 松    徹 

18．武 藤  恭 博 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方自治法第121条による出席者 

 

広 域 連 合 長  秀 島  敏 行 

副 広 域 連 合 長  江里口  秀 次 

副 広 域 連 合 長  多 良  正 裕 

監 査 委 員  久 保  英 継 

事 務 局 長  松 尾  安 朋 

副局長兼総務課長兼業務課長  廣 重  和 也 

消防副局長兼消防課長  野 田  登美男 

予 防 課 長  永 石    理 

佐 賀 消 防 署 長  大 島  勝 政 

副 広 域 連 合 長  横 尾  俊 彦 

副 広 域 連 合 長  松 本  茂 幸 

副 広 域 連 合 長  御 厨  安 守 

会 計 管 理 者  田 﨑  大 善 

消 防 局 長  吉 岡  孝 之 

消防副局長兼総務課長  田 原  和 典 

認定審査課長兼給付課長  深 町  治 応 

通 信 指 令 課 長  鷲 崎  徳 春 

 

 



佐賀中部広域連合 平成27年２月定例会 ２月17日（火） 

 

 

- 8 - 

◎ 開  会 

○山本義昭議長 

 おはようございます。ただいまから佐賀中部広

域連合議会定例会を開会いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 議事に入る前に、秀島広域連合長から介護保険

料の賦課更正等について発言の申し出があります

ので、これを許可します。 

○秀島敏行広域連合長 

 昨年12月でございますが、本広域連合の介護保

険料の賦課事務において、佐賀市から提供を受け

ている所得データの誤りがあり、一部の住民の

方々の介護保険料の額に誤りが生じることとなり

ました。その結果、住民の皆様に不信、不安を抱

かせることになり、また、該当する被保険者の

方々に追加の御納付をお願いすることとなってお

ります。これについては、住民の方々、関係機関

だけではなく、事務の執行を信頼して任せていた

だいている議会議員の皆様に御迷惑をおかけしま

したことを深くおわび申し上げます。 

 また、佐賀市長でもある私といたしましても、

合併前とはいえ、本市がつくり上げたシステムに

より誤った数値により資料を広域連合に送付した

ことにより住民の皆様に御迷惑をかける原因を

作ったこと、本広域連合やその関係市町に影響を

及ぼしたことにお詫びを申し上げるとともに、こ

れからの事務執行において、決して、このような

事案が発生しないよう、適正な職務執行を行って

いく所存でございます。誠に申し訳ございません

でした。 

◎ 会期の決定 

○山本義昭議長 

 これより議事に入ります。 

 日程により、会期の決定の件を議題といたしま

す。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日か

ら２月20日までの４日間といたしたいと思います

が、御異議ございませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。よって、本定例会の会期

は４日間と決定いたしました。 

◎ 議事日程 

○山本義昭議長 

 次に、会期中の議事日程は、お手元に配付いた

しております日程表のとおり定めることに御異議

ございませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。よって、会期中の議事日

程はお手元に配付いたしております日程表のとお

り決定いたしました。 

◎ 諸 報 告 

○山本義昭議長 

 次に、日程により、諸報告をいたします。 

 報告の内容につきましては、配付いたしており

ます報告第１号のとおりです。 

 

報告第１号 

諸  報  告 

○例月出納検査の報告について 

 平成26年８月６日から平成27年２月16日までに、

監査委員より例月出納検査の結果について下記の

とおり報告された。 

 その内容は、それぞれ議員各位にその（写）を

送付したとおりである。 

記 

 ８月25日 例月出納検査結果報告について 

      （一般会計・特別会計等の平成25年

      度６月分） 

      （一般会計・特別会計等の平成26年

      度６月分） 

 ９月26日 例月出納検査結果報告について 

      （一般会計・特別会計等の平成26年

      度７月分） 

 10月28日 例月出納検査結果報告について 

      （一般会計・特別会計等の平成26年

      度８月分） 

 11月28日 例月出納検査結果報告について 

      （一般会計・特別会計等の平成26年

      度９月分） 

 12月25日 例月出納検査結果報告について 

      （一般会計・特別会計等の平成26年

      度10月分） 
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 １月29日 例月出納検査結果報告について 

      （一般会計・特別会計等の平成26年

      度11月分） 

 

◎ 議案付議 

○山本義昭議長 

 次に、日程により、第１号から第12号議案、以

上の諸議案を一括して議題といたします。 

 なお、専決処分の報告についてが第１号報告と

して提出されておりますので、申し添えます。 

◎ 提案理由説明 

○山本義昭議長 

 広域連合長から提案理由の説明を求めます。 

○秀島敏行広域連合長 

 本日、ここに佐賀中部広域連合議会定例会を招

集し、平成27年度の予算案をはじめとする諸議案

の御審議をお願いするに当たり、その概要を御説

明申し上げますが、これに先立ちまして、新年度

に向けての私の所信を申し述べさせていただきま

す。 

 本広域連合は、平成11年２月に設立され、現在、

介護保険事務、消防事務及び広域行政に係る事務

の３事務の運営を行っております。 

 現在、社会情勢は、社会保障に関わる費用の急

速な増大に伴う改革、東日本大震災の関連被害か

らの復興など大きな課題を抱えています。このよ

うな中、国は、地方創生というかたちでいろいろ

な施策を打ち出し、それに併せて、地方は地方で、

創意工夫を行っていくことが必要な状況となって

います。 

 本広域連合は、高齢者をはじめとした住民の生

活を、より安全に、より暮らしやすくしていくこ

とが、その役割であり、こういった状況下におい

ても、その実現に向けて、目的をしっかりと捉え、

効果的な施策を実施していくことが必要だと考え

ています。 

 これには、議員各位をはじめとして、市町や関

係機関との連携を密にし、また、住民の皆様と協

働していくことが必要となりますので、これまで

どおり、そして、また一層のご協力を賜りますよ

うお願い申し上げます。 

 それでは、各事務における施策の方針について

申し述べさせていただきます。 

 まず、介護保険事務につきましては、平成27年

度から第６期介護保険事業計画の期間を迎えるこ

ととなり、制度の持続可能性を維持しながら、高

齢者が可能な限り住み慣れた地域で、その有する

能力に応じた生活を、営むことを可能とすること

が求められることとなります。 

 高齢者の方々が、住みなれた地域での生活を安

心して行うためには、介護保険制度におけるサー

ビスだけでなく、いろいろな分野と協働した地域

包括ケアシステムの構築が必要となります。 

 市町の福祉施策と協力・連携していくこと、医

療や福祉の分野と連携していくことが重要であり、

また、地域住民の皆様方と高齢者の生活を支えて

いく仕組みは欠かせないものであると考えており

ます。 

 こういった地域社会が実現できるよう努力して

まいります。 

 このためには、高齢者の総合相談窓口である地

域包括支援センターの役割が重要であり、介護予

防事業をはじめとした地域支援事業のさらなる推

進を行います。 

 また、介護保険給付は、要介護認定者の増加や

サービス利用頻度の上昇が進んでいることなどに

より、制度が始まってから年々利用者及び給付費

ともども増加を続けております。 

 このため、適正な介護サービスの提供を図って

まいります。 

 まず、適正な認定調査等を行い、公平・公正な

要介護認定を推進いたします。 

 また、適正・適切な介護サービスの提供のため

に、まず、より質の高い介護サービス事業者の指

定、その指導・育成を行い、適正なサービス提供

の体制づくりを推進していきます。 

 これらを給付適正化事業として取り組んでまい

ります。 

 そして、介護保険財政の財源となる介護保険料

ですが、住民の皆様それぞれに応じた、公平・公

正な収納対策を行い、保険財政の安定運営に努め

ます。 
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 新しく第１号被保険者となる方、また、保険料

の未納がある方に対して、個々の状況に応じた適

切な納付につながる体制を構築していきます。 

 以上、介護保険事務に係る重点施策を申し述べ

ましたが、次に、消防事務について、申し述べさ

せていただきます。 

 昨年は、広島市で発生した土石流災害や、御嶽

山の噴火災害など、多くの生命を奪う大規模な自

然災害が発生いたしました。 

 さらに、台風や豪雨災害など、住民の安全を脅

かす災害は後を絶たず、益々、複雑、多様化また

大規模化する傾向にあります。 

 そのような中、各種の災害から住民の生命、身

体、財産を保護するために、日々の訓練はもちろ

んのこと、各種研修会や大規模災害を想定した合

同訓練などに参加することにより、災害対応能力

のさらなる向上を目指します。 

 また、庁舎をはじめとした消防施設の充実に努

めるなど消防力の強化を図り、住民サービスの向

上、運営の効率化と基盤の強化を目指します。 

 さて、災害対応についてですが、火災発生ゼロ

を目指し火災予防活動に取り組んでおりますが、

いまだに尊い人命と財産が失われております。 

 今後も、住宅用火災警報器の全世帯設置を目指

し、奏功事例の周知など積極的な働きかけを行い

たいと考えています。 

 また、不特定多数の方々が利用される施設や社

会福祉施設等の防火管理体制及び安全対策につい

ても指導を徹底して参ります。 

 次に、救急需要への対応は特に重要な課題と

なっております。 

 より高度な救命処置体制を構築するため、引き

続き救急救命士の養成や救急研修等を行い、救急

隊員の更なるレベルアップに努めます。 

 さらに、ＡＥＤの操作を含めた救命講習の実施、

応急手当の普及啓発を推進するなど、救命率の向

上を目指します。 

 これらの施策により、消防の使命であります、

住民の安全・安心を守るという目的を達成するた

め、日々業務に邁進する所存でございます。 

 それでは、諸議案の概要について御説明申し上

げます。 

 まず、予算関係議案につきまして御説明申し上

げます。 

 予算編成については、厳しい財政状況の中、職

員の適正配置、事務の見直し等に努め、経費の節

減等を図っております。 

 第１号議案「一般会計予算」は、介護保険事務、

広域行政に係る事務などに関する経費となってお

り、その予算総額は、約８億 2,731万円となって

おります。 

 平成26年度当初予算と比較しますと、介護保険

事務関係では、歳入歳出同額で計上しておりまし

た地域密着型施設等整備事業に係る経費を除きま

して、約10.2パーセントの増となっております。 

 以下、歳出予算の主な内容について御説明申し

上げます。 

 第６期の介護保険事業計画における方向性を

可能とする事務のために、必要な体制を構築い

たします。 

 また、円滑な事務の実施を確保するために、 

 介護保険システムにつきまして、介護保険制

度の改革、介護報酬の改定などに伴うシステム

の改修を計画しており、平成26年度から引き続

き、事業費を措置しております。 

 次に、第２号議案「介護保険特別会計予算」は、

予算総額約279億4,714万円となっており、平成26

年度当初予算額に対し、約2.3パーセントの減と

なっております。 

 歳出予算につきましては、各年度のサービスの

需要の見込みや、それを確保するための施策など

を定める第６期介護保険事業計画を３月に策定い

たしますが、この推計に基づいた、必要な額を措

置しております。 

 また、第３号議案「消防特別会計」は、予算総

額約50億3,962万円となっており、平成 26年度当

初予算額に対し約 1.5パーセントの増となってお

ります。 

 以下、歳出予算の主な内容について御説明申し

上げます。 

 現在の南部消防署は、老朽化が進んでいるこ

とから、防災活動拠点としての機能強化を図る
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ため、新庁舎の建築を行っています。 

 これについては、平成26年度から平成28年度

までの継続事業となっております。 

 次に、平成26年度２月補正予算につきまして御

説明申し上げます。 

 第４号議案「一般会計補正予算（第３号）」は、

補正額約1,241万円の減で、補正後の額は約８億

6,406万円となっております。 

 その主な内容といたしましては、地域密着型施

設等整備事業に係る減額のほか、介護保険処理シ

ステムの改修に係る経費を措置しております。 

 そのほか、決算見込みに伴う措置及び財務会計

システムの更新に伴う債務負担行為の設定を行っ

ております。 

 次に、第５号議案「介護保険特別会計補正予算

（第２号）」は、決算見込みによる保険給付費及

び地域支援事業費の減額並びに保険給付費に係る

再確定に伴う措置を行っております。 

 第６号議案「消防特別会計補正予算（第２

号）」は、補正額1,760万円の減で、補正後の額

は約50億3,507万円となっております。 

 その主なものは、決算見込みに係る減額に伴う

措置となっております。 

 以上で予算関係議案の説明を終わりますが、細

部につきましては、予算に関する説明書等により

御検討をいただきたいと存じます。 

 次に条例等の議案につきまして、御説明申し上

げます。 

 第７号議案「佐賀中部広域連合包括的支援事業

の実施に関する基準を定める条例」及び第８号議

案「佐賀中部広域連合指定介護予防支援の事業者

の指定及び事業に関する基準を定める条例」は、

第３次地方分権一括法によって、介護保険者にお

いて条例で定めるべきとされた基準について、必

要な事項を定めるものであります。 

 第10号議案「佐賀中部広域連合介護保険及び障

がい支援区分認定審査会条例の一部を改正する条

例」は、第６期介護保険事業計画の策定に必要な

介護保険料率の改定及び地域支援事業の経過措置

について、所要の改正を行うものであります。 

 その他の議案については、それぞれ議案の末尾

に提案理由を略記いたしておりますので、それに

より御承知していただきたいと思います。 

 以上、御審議をよろしくお願い申し上げます。 

○山本義昭議長 

 以上で提案理由の説明は終わりました。 

◎ 議案に対する質疑 

○山本義昭議長 

 次に、日程により、議案に対する質疑に入りま

す。 

 質疑の通告がありますので、順次、発言を許可

いたします。 

○川崎直幸議員 

 おはようございます。第10号議案 佐賀中部広

域連合介護保険及び障がい支援区分認定審査会条

例の一部を改正する条例について議案質疑をいた

します。 

 第６期介護保険料の段階設定についてというこ

とで通告をしておりましたが、この案については、

残念ながら私は傍聴に行けなかったのですが、平

成27年１月27日に介護保険事業計画策定委員会が

開催され、保険料段階の案を含めて計画の案が決

定されたようです。私は昨年の２月議会において、

今回の介護保険制度の改正案では費用負担の見直

しということが大きく取り上げてあり、被保険者

の負担、特に介護保険料に対する影響などはどの

ように考えているのかという質問を行っておりま

す。その中で、第１号被保険者に及ぼす影響はい

ろいろありますが、そういった内容も含めて、第

６期の介護保険料は第５期より上昇することにな

るのかという質問を行っております。また、給付

費が増加すると介護保険料の上昇はやむを得ない

ことは明らかであるが、しかし、できるだけ保険

料の上昇幅が小さくなってほしい、その抑制策は

どうなっているのかという質問を行い、住民が負

担する部分はできるだけ小さくなってほしい、第

６期においても適正な額になるよう十分検討して

ほしいということを意見として述べております。 

 その昨年の質問や、その以前、３年前にも行っ

た同様の質問においても、給付量によって給付費

が決まり、それにより保険料が決定する現在の仕

組みでは保険料は大体上がっていくという答弁を
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いただいております。そういった中で、今回、基

準額が据え置きとなったことについて、その理由

は多様にあると思いますけれども、その主な要因

を制度的なもの、施策的なものとして何があるの

かをお尋ねして、１回目の質疑といたします。 

○廣重和也副局長兼総務課長兼業務課長 

 おはようございます。議員の質問にお答えいた

します。 

 まず、介護保険料の算定の根拠となる保険給付

の量ですが、これは高齢化に伴い、認定者及び受

給者が増加し、自然増加をいたします。第６期に

ついても、給付量は増加いたします。 

 この給付量から介護保険給付費を積算しますが、

今回の介護保険制度改正において、主要項目であ

る費用負担の公平化という観点から、一つの主軸

であります給付費を算定する際に、一定以上の所

得のある方の利用者負担の見直し、補足給付の要

件に資産勘案などを盛り込むこととされておりま

す。これが給付費を積算する際に大きな減額要因

となりました。 

 また、給付費の算定をする際に大きな要因とな

る介護報酬の額も、第４期、第５期と連続してプ

ラス改定であったものが、第６期についてはマイ

ナス改定となっております。 

 これらにより、給付費は大きく想定を下回るも

のとなりました。 

 また、介護保険給付費の財源といたしまして、

保険料が50％を占めております。第１号被保険者

と第２号被保険者の比率が大きく影響をいたしま

す。第１号被保険者の比率は第１期から継続して

上昇しており、今回、22％になりました。また、

第４期、第５期と比較すると、第４期は処遇改善

臨時特例交付金、第５期は財政安定化基金の取り

崩しがありましたが、今期はそのような投入財源

はなくなっております。 

 これらから算定された施策実施前の基準額は約

5,600円となりました。しかし、本広域連合の施

策的な減額要因といたしまして、高所得者の所得

区分の設定により１人当たり月額47円の減、また、

給付費基金９億5,400万円の取り崩しにより１人

当たり月額294円の減となっております。 

 この結果、第６期の介護保険料基準額は、制度

的な要因と施策的な要因を加味し、第５期の基準

額と同額の5,270円に設定したところでございま

す。 

○川崎直幸議員 

 いろいろな要因があり、十分に検討されている

と思いますけれども、そういったことはわかりま

すけれども、今回提出された条例案、また、その

資料等を見ますと、確かに基準額は変更がないわ

けですね。しかし、それぞれの段階で、全11段階

を見ますと、決して全部が同様にはなっていない

わけです。基準額より低い段階、主に低所得者と

言われる方々が大半でありますけれども、それら

の方々の負担感は、基準額が据え置きになったと

しても、やはり大きいものと考えております。 

 その基準額より下の段階でも下がっている段階

があるようですけれども、総じて低所得者に対す

る考え方はどうなっているのかをお尋ねしたいと

思います。 

○廣重和也副局長兼総務課長兼業務課長 

 先に低所得者への対応を含む国の考え方を申し

上げます。 

 介護保険料の算定に必要な所得水準を定める段

階設定は、介護保険法施行令に規定されておりま

す。第６期における介護保険料を算定するに当た

り、国において所得水準に応じてきめ細かな保険

料設定を行うため、また、第４期から臨時的な経

過措置として行われていた特例第４段階を吸収す

るため、標準の段階設定を６段階から９段階に変

更する旨の介護保険法施行令の改正がなされてお

ります。 

 この改正に伴いまして、本広域連合の保険料段

階で特例第４段階及び第５段階として設定してい

た部分が新しい国の標準９段階に組み込まれてお

ります。 

 また、第５期から臨時的な経過措置として行わ

れていた特例第３段階を含む現行の第１段階から

第３段階までの軽減措置として、消費税を財源と

する公費負担による保険料の軽減措置を実施する

こととされております。負担能力に応じた保険料

軽減を行い、措置分を公費により補塡するもので
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あります。公費負担割合は、国が２分の１、県が

４分の１、市町は４分の１となっております。 

 国においては、今回の介護保険制度改正で、こ

れらの２つの施策を実施する予定となっておりま

した。しかし、第６期につきましては、消費税

10％への改定による財源を充てられていたため、

消費税10％増税後の平成29年４月に第１段階から

第３段階までに軽減策の実施が予定されておりま

す。 

 平成27年度につきましては、第１段階、現行の

保険料基準額に対する割合0.5から0.45に５％軽

減が実施される予定であります。 

 本広域連合においては、特例第３段階の率を国

が定めた臨時的経過措置により0.66と定めていた

ために、臨時的経過措置がなくなった結果、特例

第３段階の方は保険料額が上昇をしております。 

 平成29年度からは新たな公費投入による軽減措

置により、その保険料は下がりますが、平成27年

度及び28年度は第５期から増加する結果となって

おります。 

 特例措置がなくなり、別制度による保険料軽減

が行われるとはいえ、その時期が２年間ずれるこ

とについては、本広域連合としても残念だと感じ

ております。 

○川崎直幸議員 

 わかりました。 

 次に、基準額より上の段階の方々、資料でいく

と、本人が課税されている方々は基準額が変わら

ない中で、その額が上昇しておるわけですよね。

その基準額に対する割合が上昇しているので、そ

の額が上がることは当然だと思いますけれども、

その割合に対する考え方を含め、その理由をお尋

ねしたい。 

 住民全体の負担が下がるのが望ましいとは思っ

ていますけれども、制度的なものは仕方がない部

分がありますので、それを含めて十分な検討が必

要だと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○廣重和也副局長兼総務課長兼業務課長 

 第６期における介護保険料を算定するに当たり、

その考え方は、国の方針にのっとり法令等に準拠

した算出を行うことになるため、国の標準９段階

に基づき、本広域連合の保険料段階の所得区分額

を設定しております。 

 所得額が400万円以上の被保険者は第５期から

の継続施策として、本人課税で所得が400万円以

上600万円未満の方を第10段階、保険料基準額の

1.9倍とし、600万円以上の方を第11段階、保険料

基準額の2.1倍に設定することによって、１人当

たり保険料月額を47円引き下げております。 

 国の標準段階は、特例第４段階及び第５段階を

吸収しているため、第６段階以降の課税所得者層

に負担を求め、基準額を下げる考えであります。

本広域連合も国の考え方に従い、課税所得に応じ

た負担を求めております。 

 その上で、第５期からの高所得者層の段階区分

を継続し、所得に応じた段階区分としております。

基準額は据え置きましたが、逆に課税所得者層は

上がっていることを含めまして、第１号被保険者

が負担しているものが単純に負担増とならないよ

う、その財源をもとにする給付が適正に行われる

よう努力していきたいと考えております。 

○松尾義幸議員 

 小城市の松尾義幸です。第12号議案 佐賀広域

消防局南部消防署改築（建築）工事請負契約の締

結について質疑をいたします。 

 佐賀市川副町にある南部消防署の改築について、

昨年12月19日10時から条件つき一般競争入札が行

われ、これに６者が応札をし、佐賀市今宿町にあ

る株式会社上瀧建設が１回目で、落札率 88.28％

で落札をいたしました。 

 唐津市発注の公共事業をめぐる不正入札事件で、

株式会社上瀧建設の副社長が市幹部への贈賄容疑

で１月14日に逮捕をされています。つまり不正入

札問題で逮捕者を出した建設業者との請負契約が

今議会に提案をされているわけです。住民の感情

としては、納得がいかないという声が広がってい

ます。 

 入札の公告はいつされ、入札に参加する者に必

要な資格、入札参加をする上で必要となる提出書

類、書類の提出方法など、さまざまな手続がかか

わってくるわけですけれども、今回の契約を締結

する相手方、株式会社上瀧建設はこれらの条件を
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満たしているのか、質疑いたします。 

○田原和典消防副局長兼総務課長 

 議員の御質問にお答えします。 

 入札公告には、当該入札に関する必要な手続や

条件などについて記載されています。主なものと

しましては、工事名、場所など入札に付する工事

の概要、入札に参加する者に必要な資格、提出書

類、期限など入札手続の概要、開札の日時など開

札事務の概要、最低制限価格に関する説明、入札

が無効になる場合について、仮契約についての概

要、これは議会での議決を受けた後に本契約とな

る旨の記載です。これらのことが記載されており

ます。 

 また、入札公告には、入札に参加する者に必要

な資格の一つとして、「公告の日から、開札のと

きまでの間に、佐賀市、多久市、小城市、神埼市

又は吉野ヶ里町からの指名停止措置を受けていな

い者」という要件がございますが、今回の入札日

程につきましては、公告日が平成26年11月26日、

開札日が平成26年12月19日となっております。 

 当該契約の相手方である上瀧建設に対し、佐賀

中部広域連合の構成市町のうちで最も早く指名停

止措置を行った佐賀市は平成27年１月17日から措

置をしていることから、公告に定める当該規定に

上瀧建設は該当せず、入札手続上の問題はないと

ころでございます。 

 また、契約の相手方である上瀧建設を初め、当

該入札の参加者は入札公告に定めている入札参加

資格を満たすとともに、適正な手続を経てきてお

り、今回の入札は適正に終了しております。 

○松尾義幸議員 

 ただいま副局長から、入札が公正に、あるいは

公告に基づいて行われているという報告をいただ

きました。 

 私も改めて条件つき一般競争入札の公告、佐賀

中部広域連合公告第14号を読んだわけですけれど

も、先ほど言われましたように、指名停止の期間

については、確かに公告をし、開札をするという

時点では指名停止処分になっていないと。その後

なっているということはよく承知をしております。 

 日本共産党佐賀県委員会が２月２日に山口県知

事に対して、相次ぐ不正事件の対応についての要

望書を提出しています。その中で、これは県に出

していますので、県で読みますけれども、佐賀県

が受注業者と交わす請負契約や委託契約の中で違

法、不正な行為を行った場合は継続中の契約で

あっても解除することができる条項を加えること

を求めているわけです。 

 そこで、次の３点について質疑をさせていただ

きます。私は小城市におりますので、小城市の例

を挙げながら質疑をさせていただきます。 

 １点目は、建設工事の入札を行う際、公告の中

で本工事の特記仕様書、関係図面、切り抜き設計

書及び契約書等の閲覧の方法が記載されておりま

すが、今回の公告はどのようになっていますか。 

 ２点目は、小城市では建設工事請負・委託契約

に係る指名停止等の措置要領を定めています。こ

の取り扱いではどのようになっておりますか。 

 ３点目は、工事費内訳明細書の積算価格と入札

金額との差が１万円以上あるものは入札が無効と

なっています。この点は、この公告の４ページに

あるわけですけれども、このチェックは行われて

いますか。 

 以上、３点質疑いたします。 

○田原和典消防副局長兼総務課長 

 お答えいたします。 

 南部消防署改築工事に係る公告につきましては、

佐賀中部広域連合公告第14号として、平成26年11

月26日に公告しております。議員御質問である設

計図書等の交付に関する事項につきましても、当

該公告において定めるところであります。 

 資料の内容としましては、本工事の仕様書、図

面、現場説明書、金抜設計書、質疑回答用紙など

となっており、佐賀市役所の建築住宅課において

交付しました。 

 次に、交付の方法としましては、業者が窓口に

持参したＣＤ－Ｒに電子情報として記録したもの

を交付したところでございます。 

 最後に、設計図書等の交付につきましては、入

札公告日である平成26年11月26日から入札参加申

請書の提出期限である平成26年12月17日までの午

前９時から午後５時までとしております。また、
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当該入札資料に関する質問につきましては、入札

参加申請書提出期限の１週間前である平成26年12

月10日までとしていたところでございます。 

 もう１点の契約の相手方である上瀧建設が工事

費内訳明細書の積算書と入札書の金額との差が１

万円以上であるのは、これが適正に行われたかと

いうことでございますけれども、これにつきまし

ても、上瀧建設におきましても当該要件を満たし

たところでございます。 

 それと、もう１点の指名停止措置に関する要領

ですけれども、これについても中部広域連合のほ

うでもこの内容については定めをしているところ

でございます。 

○松尾義幸議員 

 先ほど副局長から答弁をいただきましたけれど

も、指名停止に関する要領については、これは佐

賀市の例ではなくて、改めて佐賀中部広域連合で

定めているというふうに受けとめてよろしいです

か。質疑します。──済みません。失礼しました。

議案質疑は３回までとなっておりますので、もう

１点加えさせていただきます。失礼しました。 

 南部署建築工事の今回の入札では、最低制限価

格が税引きで３億1,303万5,430円です。これは入

札が終わった後、公表するわけですので、公表を

されていない金額ですね。これに対して、落札を

した株式会社上瀧建設の入札額は３億 1,304万

8,000円、その差はわずかに１万2,570円です。つ

まり３億円を超える請負契約の入札で、わずかに

１万2,570円なんです。また、２番目の中野建設

の入札額との差は、これまたわずかに 2,000円で

す。２月８日付、佐賀新聞では、唐津市発注の公

共工事をめぐる不正入札、不正事件の報道で、こ

こに持ってきておりますけれども、次のように報

じております。唐津市発注の公共工事をめぐる不

正入札の報道で、「入札は「最低価格当て」 １

億円工事2000円差に４社」と、唐津市の漁港工事

の入札結果をグラフで示して、再発防止の手だて

はあるかと報じているわけです。 

 今回の請負契約では、仮契約を済ませて、ここ

に議案が出されています。不正入札事件にかか

わった業者との契約は問題があるわけです。今後、

中部広域連合で行う契約案件で、唐津市のような

不正入札事件が起こらないように、公正な入札を

どのように担保することを考えているのか。また、

仮契約の時点で今回のような関係者の逮捕の場合、

契約をしない旨など、新しく条項を設けるべきで

はないか。 

 以上、３回目の質疑といたします。 

○田原和典消防副局長兼総務課長 

 議員の言われるとおり、佐賀市の要領に準じた

取り扱いでございます。指名停止要領は定めてお

りません。市町や他団体における指名停止は、入

札の要件に反するとともに、指名停止を本広域連

合で行う場合は、その都度判断することとなりま

す。 

 それと、もう１点ですけれども、唐津市発注の

公共工事の入札をめぐる一連の事件では、業者が

落札せんがために最低制限価格に関する情報を得

ようとしたことが事件の発生を招いた要因の一つ

ではないかと考えられます。佐賀中部広域連合で

発注する入札におきましては、佐賀県や佐賀市に

準じて最低制限価格の算出方法を入札公告におい

て公表していることから、不正を招く土壌はない

ものと考えているところです。 

 また、入札に関する事務を行うに当たり、入札

の透明性や公正性を確保するための取り組みとし

まして、落札業者決定後に工事の積算内訳書、最

低制限価格、予定価格の公表を行うほか、職員の

法令遵守意識を高めるための研修なども行ってお

ります。 

 今後も公正な入札を維持するために、これらの

取り組みを継続してまいりたいと考えております。 

 受注業者の不正が発生した場合、継続中の工事

であっても契約を解除できないかということにつ

きましては、そのような仕組みが標準的な手法と

なるには、まず、法律等の改正によるものが必要

だと考えております。これを一自治体で行うとす

れば、さまざまな課題が生じることが懸念されま

す。また、市町から構成されます広域連合とすれ

ば、市町との事務調整など、慎重な検討が必要に

なると考えております。 

○山本義昭議長 
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 以上で通告による質疑は終わりました。 

 これをもって議案に対する質疑は終結いたしま

す。 

◎ 広域連合一般に対する質問 

○山本義昭議長 

 次に、日程により、広域連合一般に対する質問

を開始いたします。 

 質問の通告がありますので、順次発言を許可い

たします。 

○川崎直幸議員 

 １点目は、救急搬送におけるたらいまわしにつ

いてでございます。 

 救急搬送が必要な人を乗せた救急車から病院へ

連絡するたびに受け入れを拒まれるたらいまわし

が全国で相次いでおり、大きな社会問題となって

おります。平成25年１月には、埼玉県で119番通

報した高齢男性、75歳が県内外の25病院から計36

回、救急受け入れを断られ、約３時間後に到着し

た県外の病院で死亡されるという痛ましい事案が

発生しております。高齢化が進む中、突然の体調

不良など、救急搬送を必要とする人々の数も増え

ており、近年は救急出動件数や搬送患者が増加し

ているにもかかわらず、さまざまな問題や課題が

相まって、病院に収容されるまでの時間が増加し

ているのが現実でございます。 

 そこで、佐賀広域消防局管内においての過去３

年間の救急出動状況及び平成26年度中の構成市町

の救急出動状況の割合について、また、そのうち

５回以上の病院連絡で搬送病院が決定した数と昨

年中の最多連絡回数及び平均で 119番の入電から

病院到着までの時間についても、まずもってお聞

きいたします。 

 ２点目は、平成26年２月定例会でも質問いたし

ました有明海沿岸等における水難事故についてで

すが、海上で事故が発生し、海上保安部の潜水士

が現場に到着し救助に至るまで相当な時間がかか

りますし、時間の経過によって被害も大きなもの

になることが予想されております。 

 今回も私が漁業共済組合で調べたところ、平成

13年以降に漁船死亡事故が５件発生しております。

平成13年12月７日、ノリ作業中に転落、死亡。平

成14年９月10日、竹立て作業中に転落、死亡。平

成16年７月19日、シャコ網操業中にローラーが足

に絡み、水中に引きずり込まれて死亡。平成18年

３月６日、広江組合の漁船が東与賀組合の漁船に

乗り上げ、スクリューで両足を切断して出血によ

る死亡。平成18年４月７日にはエビ網操業中に転

落、死亡されております。 

 また、平成24年４月10日に有明海で漁船が転覆

し、乗組員３名のうち２名が海上に投げ出され、

近くの漁船に救助されましたが、船長１名が船内

に閉じ込められるという海難事故が発生しており

ます。幸いに船内に閉じ込められた船長も海上保

安部の潜水士により救助され、一命は取りとめら

れておりますけれども、通報から救助されるまで

１時間以上もかかったと聞き及んでおります。 

 そこで、このような海上災害の被害を最小限に

とどめる上でも、海上保安部や漁協などと連携を

密にとって早い対応をお願いしたいところですが、

佐賀広域消防局は関係機関とどのような連携強化

を図られたのか。また、南部消防署の水難救助に

対する初動態勢の強化についてお伺いしたいと思

います。 

 以上をもって総括といたします。 

○野田登美男消防副局長兼消防課長 

 まず、第１点目の議員の御質問にお答えいたし

ます。 

 佐賀広域消防局で過去３年間に出場いたしまし

た救急件数につきましては、平成24年中には１万

4,414件、平成25年中には１万4,838件、また、平

成26年中には１万4,762件出場しております。 

 ここ数年は年々増加傾向にありましたが、昨年

は平成25年中と比較いたしますと76件減少し、減

少率は0.5％となっております。 

 平成26年中の構成市町の出場割合は、佐賀市が

１万188件で69％、多久市が 922件で6.2％、小城

市が1,692件で11.5％、神埼市が1,300件で8.8％、

吉野ヶ里町が637件で4.3％、管轄外23件で0.2％

となっております。 

 過去３年間の５回以上行った受け入れ病院連絡

回数は、平成24年中は208件で２％、平成25年中

は286件で３％、平成26年中は319件で３％となっ
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ており、過去３年間の平均につきましては、全体

の２％となっております。 

 また、昨年中の最多連絡回数につきましては、

13回となっております。 

 なお、病院収容所要時間は平均で38分となって

おります。 

 次に、第２点目の議員の御質問にお答えします。 

 昨年２月の定例会において議員の指摘を受けま

した関係機関との連携につきましては、昨年５月

に佐賀県有明海漁業協同組合と連絡体制の見直し

を行っております。 

 南部消防署の水難救助能力強化についてですが、

迅速で的確な災害対応を行うため、人員の配置と

しまして、高度救助隊、特別救助隊の勤務経験者

及び潜水士資格取得者を配置しております。 

 また、救助資機材等の整備につきましても順次

実施しており、ウエットスーツ等のほかに、昨年、

新たに即時性を持つ救助用ボートも配備し、初動

態勢の充実を図っております。 

 なお、北部消防署に配備しております水難救助

車を本年１月に更新したことで、管内全域におけ

る機動力、初期対応能力を向上させております。 

○川崎直幸議員 

 それでは、救急搬送におけるたらいまわしにつ

いてお聞きしたいと思います。一問一答に入りま

す。 

 先ほどの答弁で、佐賀広域消防局管内において

過去３年間の病院連絡が５回以上で決定した数は

平均２％という答弁がありました。平成26年度中

の最多病院連絡回数13回、病院収容時間について

は平均38分で回答をもらいましたけれども、救急

搬送の増加に伴い、病院へ搬送したくても受け入

れ可能な医療機関がなかなか見つからないことが

社会問題となっていますけれども、この間、私も

テレビでたまたま見たところが、佐賀広域消防の

救急車に対してのタブレットを活用しているのを

見ました。 

 その関係で、導入の経緯、また、どのような活

用をされているのかをまずもってお伺いしたいと

思います。 

○野田登美男消防副局長兼消防課長 

 導入経緯と活用状況についてお答えいたします。 

 佐賀県内の救急隊による病院との連絡手段は電

話で行っており、ベッド満床や当直医師が専門外

であるなどの理由で受け入れを断られる場合もあ

りました。 

 このような背景から、搬送先選定の迅速化を目

的として、平成23年４月から佐賀県の事業として、

タブレット端末を使用した99さがネットが運用開

始されております。 

 タブレット端末の配備状況といたしましては、

当時の佐賀県内７消防本部の各救急車へ無償配備

されております。佐賀広域消防局につきましても、

全ての救急車に配備しております。 

 次に、本局救急隊による99さがネットの活用状

況ですが、救急隊が搬送先を検索する際、搬送先

医療機関の重複や受け入れ不可能医療機関への再

連絡を避ける場合等に活用しております。 

○川崎直幸議員 

 佐賀県の事業として、搬送先選定の迅速化を目

的として平成23年４月よりタブレット型端末を使

用した99さがネットを運用開始されたということ

ですが、救急出動において、搬送先の病院を決定

するに当たり、時間の短縮はあったんでしょうか

ね。 

 それとまた、タブレット型端末にも多分メリッ

ト、デメリットがあると思うんですけれども、そ

の点があったらお伺いしたいと思います。 

○野田登美男消防副局長兼消防課長 

 まず、搬送先病院決定の時間短縮についてお答

えいたします。 

 入電から現場出発までの時間状況を御説明いた

しますと、佐賀広域消防局におきましては、タブ

レット導入時の平成23年４月から26年までの現場

滞在の平均時間は、平成23年が14分40秒、平成24

年が15分10秒、平成25年が15分20秒、平成26年が

15分50秒となっており、タブレットを活用するこ

とによって時間の短縮には結びつかないのが現状

でございます。 

 次に、タブレット端末活用のメリット及びデメ

リットについてお答えします。 

 メリットとしましては、救急隊はタブレットの
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機能を使い、搬送先医療機関の重複や受け入れ不

可能な医療機関への再連絡を避けることが可能と

なっております。 

 デメリットといたしましては、タブレットの救

急受け入れ情報が更新されていない場合があり、

検索結果と異なるため、受け入れを断られる事案

が多いことです。このことが検索機能の使用低下

の原因とも考えられます。 

 しかしながら、本局管内は救急医療体制が大変

恵まれた環境にあり、救急告示医療機関が24施設、

うち救命救急センターのある佐賀大学医学部附属

病院と佐賀県医療センター好生館の２病院もあり

ます。このため、傷病者に適した直近の医療機関

へ直接電話連絡をして、全体で約９割の事案が１

回から２回の電話連絡で搬送先が決定しておりま

す。 

○川崎直幸議員 

 確かにうちの広域、４市１町は医療機関、好生

館と医大関係があるもんですから、ある程度の対

応ができているだろうと思うわけですよね。 

 メリット、デメリットについてもお伺いしまし

たけれども、救急現場においてタブレット端末を

使用し、救急医療と情報を共有するわけですけれ

ども、救急現場において病院連絡を行う際の問題

点があると思うんですけど、あったら教えてくだ

さい。 

○野田登美男消防副局長兼消防課長 

 救急現場において病院連絡を行う際の問題点に

ついてお答えします。 

 タブレットの搬送先検索機能を使用するに当た

り、医療機関にはリアルタイムに受け入れができ

るかできないかの情報を入力していただくことが

大前提でありますが、最新の情報でないため、救

急隊が積極受け入れや医療機関への連絡をしても

専門外やベッド満床で受け入れを断られる場合が

あります。 

 その他の問題点として、重篤患者等に対応する

場合は応急処置を行うことで、タブレット端末を

操作するような時間的余裕がない状況もあります。 

○川崎直幸議員 

 タブレット端末を活用するに当たり、さまざま

な問題点があるようですけれども、この問題解決

のために、佐賀広域消防局としてどのような対応

をされているのかをお伺いしたいと思います。 

○野田登美男消防副局長兼消防課長 

 タブレット端末活用の問題解決の対応について

お答えします。 

 平成25年９月10日から99さがネットに関する会

議が開催されております。これまでに５回の会議

が開催され、佐賀大学医学部附属病院及び佐賀県

医療センター好生館の両救命センター長、佐賀県

医務課、消防防災課、佐賀県内各消防本部の関係

機関が集まり、99さがネットの問題点、改善点を

検討し、救急隊の負担軽減につながるよう、99さ

がネットの機能強化について協議がなされており

ます。 

 また、佐賀県医務課において、救急現場が必要

としている情報や改良点について現場の救急隊へ

のヒアリングが実施されています。 

 本局としましては、今後も救急現場の意見とし

て、タブレット端末の改良点等について佐賀県に

要望を行い、救急隊が使用しやすいタブレットと

なり、地域住民の安全・安心につながるように働

きかけていきたいと思います。 

○川崎直幸議員 

 今後とも、この99さがネットとは広域連合とも

密接に連携をとりながら頑張っていってもらいた

いと思います。 

 ちょっとこれは私の経験ですけれども、私も

ちょうど５～６年前ですか、救急車に乗りました。

それは寒い２月の月やったでしょうか、物すごく

寒かったですもんね。その中で、救急車に乗って、

そして病院に行った。その病院も寒かったわけで

すよね。その中で、その対応、救急車に乗るに

至っては、例えば、南部消防署からうちの家のほ

うに来るに至っては数分、やっぱり暖房がきかな

いわけです。きかないうちに乗るということで、

とても寒かったという思いと同時に、暖房がきい

ても、全体的に患者を乗せるに至っては物すごく

外の寒気が入ってくるもんですから、ちょっと寒

い思いをしたわけですよね。 

 私からいえば、何とかこの一件に関しては、ど
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うしても暖房対策をする必要があろうというふう

に感じますけど、どうでしょうか。 

○野田登美男消防副局長兼消防課長 

 救急搬送時の寒さ対策についてお答えします。 

 救急車における寒さ対策としましては、エアコ

ンで対応しているところが現状です。 

 出場場所によっては、室内が暖まらないうちに

現場到着することもあると思われます。また、暖

まっていても、救急活動上、外気が入り、室温が

下がってしまう場合もあります。 

 また、傷病者の方に対しましては毛布等を使用

し、保温を行っております。 

 対応としましては、家庭内において傷病者の方

が使用された毛布等があれば、その毛布を借用す

るなど、なるべく暖かい状況で搬送するように心

がけております。 

 今後とも、救急活動におきましては、傷病者の

状態を的確に観察し応急処置を行い、安全に搬送

することに努めてまいります。 

○川崎直幸議員 

 これは私からの提案ですけど、いろんな対応で、

患者の毛布関係とかいろいろ対応されていると思

います。救急車内には電気セットがあると思いま

すけれども、私からいえば、何とか電気毛布を

セットしたらどうかなというような感じもします

けど、その点はどうでしょうか。 

○野田登美男消防副局長兼消防課長 

 電気毛布の使用についてお答えします。 

 議員が提案されております電気毛布の使用につ

きましても、高齢化社会を迎えるに当たり、有効

な手段と考えられますが、症状により対応が異な

りますので、今後、課題について検証が必要であ

ると考えます。 

○川崎直幸議員 

 議長、許可をお願いしたいと思いますけど、パ

ネルを出したいと思います。次の質問に行きたい

と思いますけど、いいでしょうか。 

○山本義昭議長 

 はい、どうぞ。 

○川崎直幸議員 

 （パネルを示す）それでは次に、水難事故に関

してですけど、これは首長たちも、佐賀市もです

けれども、松本市長も神埼漁業協同組合があり、

江里口市長も芦刈関係。そういう中で、この一件

はこの間も質問してきましたけれども、平成24年

４月10日に有明海で転覆事故の関係は私も言いま

した。船内に閉じ込められた船長が１時間以上か

かってようやく救助されましたけれども、何とか

早く対応できないものかということで私が26年２

月の定例会で質問したわけです。 

 その中で、総括の回答で、佐賀広域消防局と佐

賀県有明海漁業協同組合において取り組みをされ

たということが、この間、いろいろとヒアリング

する中でもお聞きしました。その中で、一番大事

なのが、こちらが旧の海難事故等の体制です。そ

して、こちらが新体制になっておるわけです。そ

れで、ちょっと私もこういうふうにセットをしま

したけれども、まずもってこの内容を説明しても

らいたいと思います。 

○野田登美男消防副局長兼消防課長 

 連絡体制の改正点についてお答えします。 

 昨年２月の定例会におきまして議員からの御指

摘を受け、従来の連絡体制の見直しを佐賀県有明

海漁業協同組合に対し申し入れ、昨年５月に新し

い連絡・協力体制を整備しております。 

 また、議員からの質問の契機となっております

漁船転覆事故を教訓といたしまして、第７管区海

上保安部等の関係機関に対し、航空機等の出動を

含め、早期に救助体制の構築ができるよう協議を

進めているところでございます。 

 議員が御掲示のパネルのとおり、従来、事故発

生の連絡は、南部消防署に伝えられ、南部消防署

から有明海漁協組合長に連絡するという体制でご

ざいました。今回の主な改正点といたしまして、

連絡体制を見直し、本局側の窓口を本局通信指令

課に、漁協側の窓口を漁協本所総務課に一本化し

ております。このことで、本局と漁協との間の事

故情報等の共有が迅速となり、早期に救助体制を

構築できるものと考えております。 

 また、各支所長及び本所総務課職員の個人連絡

先を漁協から提出いただいており、休日、夜間等

の対応も可能となっております。 
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 なお、連絡体制においての役割を明示したこと

で、関係機関への連絡が迅速、確実に実施される

こともメリットであると考えております。 

○川崎直幸議員 

 要はこの海上事故、船内に閉じ込められた船長

ともいろいろ話したんですけど、三池海上保安部

に連絡して、大牟田から現場に来るに至っては、

計算しても約40分以上かかるですね。連絡しても、

職員関係が船に乗る。乗ってからエンジンをかけ

る。ディーゼルエンジン関係は、10分から15分ぐ

らい暖めんと全速力をかけられないわけですよね。

その中で、こちらの佐賀のほうに来るには40分か

かる。その40分以内で死亡したらいけないという

段階で、私もこの間の質問の中で、できるだけ早

急に、アクアラング隊も設置しながらも強化して、

そして、漁協と緊密に連絡をとって、その40分以

内でもできるだけ広域連合としても対策して命を

救うという形をとってもらいたいということで、

こういうふうな形がとられたということで、私自

身もいい結果だろうと思うわけです。 

 いろいろと答弁を聞いてみますと、漁業組合と

の連携、特に、やっぱりその対応策をして、アク

アラング隊も強化しているということですので、

私も評価したいと思います。 

 そこで、お伺いしますけれども、海上災害の被

害を最小限にとどめるためにも、関係機関との連

携強化が重要だと思いますけれども、新たに取り

決められた連絡体制に伴い、関係機関と新たに取

り組みをなされたのか。また、漁協との連携、そ

この点をしっかりとした答弁をお願いしたいと思

います。 

○野田登美男消防副局長兼消防課長 

 新たな取り組みについてお答えします。 

 平成24年から海上保安庁、福岡航空基地機動救

難隊等と合同で実施しております有明海域での訓

練をより実践的なものに変更しております。 

 この訓練において、有明海特有の海中視界不良、

激しい海流等に応じた救助方法の研修を機動救難

隊等と合同で実施することで、潜水救助技術の向

上を図るとともに、関係機関との緊密な体制構築

を図っております。 

 また、今後は水難事故等の発生状況なども踏ま

え、有明海漁協との連絡、通報訓練を含めた関係

機関との合同訓練も検討していきたいと考えてお

ります。 

○川崎直幸議員 

 いかに通報、要は 119番、また海上保安庁もい

いでしょう。しかし、有明海に対しては、いろん

な諸問題がある中で、やっぱり漁民とのつながり

を密接にするのが一番大事だろうと思うわけです。

例えば、飛行機事故で海上に落ちたときには、広

域連合体も船はとても出し切らんわけですよね。

そこに対しては、やっぱり有明海漁業協同組合と

の話し合いを十分密接にして対応していってもら

いたいと、こういうふうに思っております。 

 その中で、ちょうど平成26年９月９日９時30分

ごろ、水難事故が起きました。これは場所は佐賀

市川副町大字犬井道早津江川で船上事故、結局、

船の上で、要はちょうど去年９月、ノリ時期のと

きに、鎖のついた──鎖も物すごく大きいわけで

すよ。６メートル干満差で、約11メートルぐらい

あるですもんね。そのいかりを着用するブイが約

２トンぐらいのコンクリートです。それを移動す

るに当たって、干潮時に鎖を全部船に乗せて、そ

して、枕のほうで鎖をきびって、船である程度馬

力かけて２トンのいかりを移動させるわけです。

移動させた途端に、その鎖のひもを切ったわけで

す。そうしたところが、私の同僚ですけれども、

その鎖が一、二の三でどんと下に落ちて足を巻き

込んでということで、本人から話も聞いたんです

けれども、相当なる事故があったということであ

ります。 

 その広域消防局に対しての出動要請、それに対

してはどのような対応をされたんでしょうか。 

○野田登美男消防副局長兼消防課長 

 水難事故についてお答えします。 

 この水難事故は、地元漁業関係者からの協力を

受け、救助活動が円滑に進んだ事例でございます。 

 船上におきましてブイをおろす作業中に誤って、

いかりと鎖でつながったブイに右足を挟まれた事

故でありまして、有明海漁協からの事故発生の通

報を受け、南部消防署救急隊が出動途上にドク
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ターカーを要請しております。 

 現場が浮き桟橋から10メートルほど離れた海上

であったため、付近で作業中の地元漁業者が自身

の船を用いて救急隊、医師及び救助隊を要救助者

の船まで搬送していただいております。このこと

により早い時期に医師が船上において応急処置を

実施することができ、処置後に南部署救助隊が鎖

を切断し、救出しております。 

 なお、救助完了後に有明海漁協に事故の状況等

の連絡を実施しております。 

○川崎直幸議員 

 最後に、今まで言ったとおり、119通報、118、

海上保安庁に連絡してから相当なる時間がかかる

もんですから、それに対して今後のですね、さき

にもパネルを見せたんですけど、海難事故におけ

る海上保安部の早期導入に関して広域消防局との、

要は今後の対応をどうしていかれるのかをお伺い

したいと思います。 

○野田登美男消防副局長兼消防課長 

 水難救助における海上保安部の早期導入につい

てお答えいたします。 

 有明海沿岸部分以外の海域における水難事故の

対応については、本局の体制及び事故対応能力を

超えており、第一義的には海上保安部の範疇であ

ります。 

 当該海域における水難事故の対応にあっては、

早期に海上保安部への状況報告、救援依頼が重要

であることから、従来、事故現場を管轄する海上

保安部から要請されていた航空機等の出動を第７

管区海上保安部へ本局から直接要請ができるよう

協議しているところでございます。 

 なお、海上保安部や地元漁協の皆様と連携訓練

を実施するなど、連携の強化及び迅速かつ的確な

救助活動に努めてまいりたいと考えております。 

○川崎直幸議員 

 ４市１町の首長さんたちにお願いしたいことが

あります。というのは、この第７管区海上保安部、

大牟田にあるですね。あそこに何であるかなとい

うような感じがするわけですよ。九州の有明海の

ど真ん中は、やっぱり福岡、佐賀が中心なわけで

すよね。その中で、今、荒尾とかあの辺はノリ業

界もほとんど漁民は少なくなっているわけです。

一番主になるのは、佐賀県、福岡県、ノリ業者。

減っているんですけど、一番船を出しているのが

佐賀県。何であそこに国の管轄があるかなという

感じがするわけですね。 

 そういう意味で、審議をしてもらって、よかれ

ば佐賀県に、第７管区じゃなくて、次の第８管区

をつくってもらいたいと、設置をしてもらいたい

というふうに感じます。そういう意味で、今後、

いろんな海上事故があると思いますけれども、早

急に対応のほど、また、その件を国に対して、い

ろいろ御意見も聞きながら、その点を対応して

いってもらいたいと思います。 

 これで終わります。 

○白石昌利議員 

 改めまして、こんにちは。神埼の白石でござい

ます。それでは、消防行政について質問をさせて

いただきます。 

 広域化に伴う懸案事項の改善と今後ということ

で、平成12年に佐賀市、多久市、佐賀郡、小城地

区で佐賀広域消防局が発足、そして、平成25年に

神埼地区が統合され、職員定数 425人の消防職員

と６消防署、３分署、４出張所を要し、ことし神

埼消防署吉野ヶ里出張所が完成し、組織の拡大強

化がなされています。 

 消防組織の広域化による職員の異動が広範囲に

なることに伴い、地理、災害発生場所の特定や水

利、消火活動に必要な水源が正確に把握できない

などの消防、救急活動の迅速な対応に課題がこの

広域化によってあったと思いますが、また、各消

防署の地域住民からも同じような活動への不利益

が生じないかとの声が聞かれております。 

 そこで、現在の状況と今後の職員配置の方針、

対策などを伺います。 

 ２番目は、佐賀広域消防局昇任試験（平成26年

12月実施）をめぐる経過と対応ということで、新

聞などの報道では、佐賀広域消防局が昨年末に

行った職員の昇任試験をめぐり、同３月まで試験

の問題作成などにかかわっていた男性幹部職員が

一部の職員に模擬問題を提供していたことが発覚

し、再試験を行うとありました。ありましたが、
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昇任試験の問題作成と男性幹部の接触はなく、流

出の事実もなかったというような記事もありまし

た。 

 職員への再試験などの対応の根拠、また、今回

の事案を受け、今後の昇任制度の見直し、検討が

必要だと私は考えますが、そういった取り組みを

伺います。 

 以上、登壇での質問とさせていただきます。 

○田原和典消防副局長兼総務課長 

 議員からは２点の御質問です。まず、１点目の

広域化に伴う懸案事項の改善と今後についてお答

えいたします。 

 一般的に広域再編後の消防本部では、職員の人

事異動がより広域的に行われるため、消防署に配

置された職員が地元の地理等に疎くなり、住民の

皆様が消防活動に不安を生じると言われています。 

 こうしたことを踏まえ、神埼地区消防組合との

統合発足時は神埼消防署に可能な限り旧神埼消防

職員を配置し、不安の解消に努めたところでござ

います。 

 本局における職員の配置につきましては、地域

住民の生命、財産を守るという使命を達成するた

め、佐賀広域消防局消防活動基本規定に基づく部

隊運用を円滑に遂行するために、職員の職歴、勤

務実績、免許、資格等を考慮し、消防力を最大限

発揮するための職員配置に努めているところでご

ざいます。 

 人事異動に当たっては、一度に大人数の異動を

避け、当該消防署の地理等、実情に精通している

職員を徐々に増やしていくよう配慮しているとこ

ろでございます。 

 また、地元住民の方々や消防団、その他さまざ

まな関係団体との連携強化を図るため、各消防署

におきましては、地元出身の幹部職員、もしくは

ベテラン職員を一部配置するなど、地域に密着し

た消防活動を展開しているところでございます。 

 次に、佐賀広域消防局昇任試験をめぐる経過と

対応についてお答えいたします。 

 まず、消防吏員の階級の必要性について御説明

します。 

 消防活動は、災害の規模により部隊を編成し、

災害の防御に当たっております。消防の現場活動

は災害の拡大防止や隊員の安全管理を図るため、

厳正な指揮命令のもと、活動を行わなければなら

ないことから、部隊をつかさどる規模により階級

を定めております。 

 佐賀広域消防局には消防正監、消防監、消防司

令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副

士長及び消防士の８階級があり、上位階級者の退

職によりその階級に欠員が生じることから、昇任

試験を毎年12月に実施しているところでございま

す。 

 今回、再試験の対象となった消防司令試験につ

いては、昨年12月７日に第１次試験の学科試験を

実施し、12月18日に２次試験である口述試験を実

施しました。そして、年末に合否を判定し、年明

けの平成27年１月８日に合格発表を予定していた

ところ、昇任試験に対する匿名の投書が佐賀中部

広域連合長、消防局長及び総務課長宛てに送付を

されました。そこで、一旦合格発表については保

留にし、事実確認のため調査を行いましたところ、

前年度まで昇任試験問題の作成を担当していた幹

部職員が所属部署の受験対象者に対し模擬問題を

提供し、また、事前テストや口述試験指導を実施

していたことが判明しました。 

 本局といたしましては、前年度まで試験作成担

当者であった職員が模擬試験の問題を作成し、口

述試験指導等を行ったことは試験の公平性に疑義

を生じたものと判断し、模擬問題等を受領してい

ない合格内定者については合格として取り扱い、

模擬試験等を受領した者及び不合格者全員を対象

に再試験を実施することとしました。 

○白石昌利議員 

 それでは、一問一答で再質問をさせていただき

ます。 

 まず、１番目の広域化に伴う懸案事項の改善と

今後ということで御答弁をいただきました。私、

登壇で、地域住民からもこういった広域化によっ

て不利益が生じないかというような声が聞かれる

ということを述べさせていただきましたが、これ

はちょっと余談になりますが、私個人的には、実

は昨年、私の身内が急に倒れまして、そして、救
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急車のお世話になりました。その体験から申しま

すと、神埼消防署の救急隊がすぐ駆けつけていた

だきまして、患者の対応、搬送先の病院の確認、

また、心配をしている周りの家族等への配慮、こ

ういったものの救急車に乗った各職員が連携を密

にされ、すばらしいコンビネーションで対応され、

本当に私自身、そばにいて安心し、一市民として、

住民として本当にいい救急隊、そういった人材が

育っているなというふうに思ったところです。 

 そういったことで、今、答弁の中でも、地元職

員の配置等についても局のほうは十分考慮されて

いると私は思って聞いておりました。例えば、職

員が初めて勤務する署、そういったときに、災害

の出動、こういったものでどうしても地理的不安

というのは発生するかと思います。そういった職

員に対して、局はどのようなことを人材教育とい

いますか、されているのか、まずお聞きいたしま

す。 

○野田登美男消防副局長兼消防課長 

 議員の御質問にお答えします。 

 議員の御指摘のとおり、初めて勤務する署所へ

異動となった職員につきましては、少なからず不

安を抱いているものと理解しております。本局と

しましては、その不安を払拭し、災害活動が迅速

となるよう、毎年度、人事異動直後の４月から６

月にかけ、各消防署におきまして消防活動上必要

な地理及び水利の調査を重点的に行い、道路事情、

水利位置の把握に努めております。 

 また、各消防車両等には通信指令室で管理する

車両動態管理システムの端末を搭載しており、そ

のナビゲーションの利用及び通信指令員の誘導等

を活用して、迅速、確実に現場へ到着するよう努

めております。 

○白石昌利議員 

 今の答弁のように、しっかり人材育成について

は努めていただきまして、こういった職員が安心

して勤務できる職場環境をつくっていただきたい

とまずは思います。 

 次に、広域化により消防団や各地域コミュニ

ティー、この連携がやっぱり弱くならないか。ま

た、地元職員がいるだけで、住民の対応、また、

こういった消防団との連携がスムーズに運ぶとい

う利点も地元の職員がいるということはあるかと

思うんですが、やっぱり地元の職員配置というこ

とについて、局は今後どのような考えを持ってい

るのか、お伺いいたします。 

○田原和典消防副局長兼総務課長 

 お答えいたします。 

 各消防署では、地域住民や消防職員とのふれあ

いの場として、防火フェスタや救急の日のイベン

トなどを毎年、消防署単位で実施しております。 

 また、自治会や町内会、その他各団体から要請

がありましたら積極的に出向きまして、防火や防

災の普及啓発活動を行っているところでございま

す。 

 さらに、地域防災力の強化を推進していくため

に、地元の消防団との連携はもとより、相互協力

体制を構築することが重要であると考えておりま

す。 

 従来行っております小隊訓練やポンプ操法の訓

練指導に加え、実際の災害を想定した合同訓練を

実施するなどして、これまで以上に顔の見える関

係を構築し、地域住民の皆様や消防団と一体と

なった地域防災に努めてまいりたいと考えており

ます。 

○白石昌利議員 

 それでは次に、昇任試験について一問一答で質

問をさせていただきたいと思います。 

 これにつきましては、私どもの神埼署のほうで

のことになってくるわけなんですが、報道等を見

ますと、いかにも何か不正があったかに見れるよ

うな報道が見出しで出ているわけなんですよね。

ただ、いろいろ中の記事等を見ていきますと、不

正というか、何もなかったような形になっている

し、一体何が問題になったのか、問題だったのか、

そこがやはり私自身わかりませんし、また、いろ

んな方からもそういうお声を聞きます、何が問題

やったとねと。あれだけ報道され、いろんな形で

なっているのに、この処分というか、対応がわか

らないと。 

 そういうことであって、私自身も消防職員、ま

た、そういったいろんな関係の方にリサーチ、話
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も聞くんですが、聞けば聞くほど、ちょっと納得

がいかないようなことがありまして、今回、この

一般質問で局の考えをというか、どういったこと

で判断されたのか、再度確認をしたいということ

で質問しております。 

 まず１点目は、これは報道でもきちっと書かれ

ているんですが、試験問題の作成及び保管は厳重

な管理下において漏えいの事実はないと明確に書

かれております。 

 再度お聞きしたいと思うんですが、昇任試験の

試験問題ですね、これは間違いなく漏えいなく、

不正はなかったのか、まずその点をお聞きいたし

ます。 

○吉岡孝之消防局長 

 今回の昇任試験につきましては、学科試験や口

述試験の問題が漏えいした事実もなく、また、受

験者がカンニング行為などを行うなどの不正な行

為は一切なく、適正に実施されております。 

 しかしながら、公平かつ公正を期すべき昇任試

験で、当該試験に直近まで携わった幹部職員が部

下である受験者に手厚い指導を行ったことで、こ

れらの指導を受けた受験者の結果が有利に働いた

との疑念を払拭できなかったことから、最終試験

合格しなかった職員とともに再試験を実施するこ

ととしました。 

○白石昌利議員 

 まず、今、局長のほうから漏えいがなかったと、

不正がなかったと明確に答弁いただきましたので、

まずもって安心をしたところです。 

 あと、ちょっと何点かあるんですが、ずっと今

回の新聞報道、また、テレビの報道、また、局長

名での再試験についてということの文書、こう

いった中の事案等の記述についてのことで数点、

ちょっと私も疑念というか、納得いかないという

か、わからない点がありますので、お聞きします。 

 まず、神埼署で模擬問題をつくったということ

で、新聞報道でも局長名での事案についても模擬

問題を作成しということになっているかと思うん

ですが、私の考えと、ちょっと皆さんはまたいろ

いろあるかと思うんですが、この模擬問題となる

と、あくまで僕は出題を想定したものだと思うん

ですよね。よく私どもも試験を受けた場合に、模

擬問題をつくった人は出題されることを想定され

てつくられているものというような解釈をやって

いたんですが、これも私はほかの方に聞いても私

と大体同じような考えで、模擬というのはそうい

うもんだよと。ただ、神埼署で作成されたものに

つきましては、問題集や過去の問題を抜粋して、

それをコピーして渡されたと。ですから、過去の

問題ですので、出題の想定とかはされていないわ

けなんですよね。そのようなものがどうして模擬

問題になってしまったのか。過去問題とか言えば

わかるんだけど、模擬問題というのは、ちょっと

表現が僕は違うんじゃないかなと。 

 それと、この試験についてもそうですよね。書

かれているんですが、これも模擬試験じゃないと

思うんですよね。過去問題をやられて、過去問題

の中から抜粋して部下にこれを勉強しなさいとや

られたものが模擬試験と。何かいかにも問題が漏

れたような表現になってしまったのは、局長の事

案の文書でもそうですし、報道機関での説明にも

どうして模擬問題、模擬試験という表現になった

のか、まずお聞かせください。 

○吉岡孝之消防局長 

 先ほども申しましたけど、前年の３月まで試験

を担当する職員で、試験内容とかも熟知しておっ

た者で作成しているもんで、模擬問題というよう

なとり方とさせていただきました。 

○白石昌利議員 

 昨年度までいたから、その人がしたものは模擬、

じゃ、その人がしていないのは過去問という表現

は私はちょっと納得いきません。 

 次に行きますが、これも報道で書かれているん

ですが、試験で３問、同じ問題があったと。これ

は３問出たのは、過去にも同じ問題が出ているわ

けなんですよね、過去問ですから。 

 この過去問集の情報を渡されたものは、 130問

ぐらいつくられたと私は聞いています。 130問ぐ

らい渡されたと。そのうちの３問に似たようなも

のが出たと。これは今までもこの昇任試験で過去

問から出されているんであれば、これまでの過去

問集を130──これは幹部以外の方、今まで試験
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を受けた方も当然持っているかと思うんですが、

当然それから過去問が出るわけですから、今回、

この３問が出たということは全然おかしくないと

思うんですよね。ごく自然、普通の状態だと思う

んですが、なぜ今回だけ、この報道にもあります

ように、３問出たというように強調されて報道に

伝わったのかなと。これの御理解は局長はどのよ

うにされていますでしょうか。 

○吉岡孝之消防局長 

 何度も言いますけど、この幹部職員が３月まで

おって、試験内容とかを熟知していたもんで、そ

の辺で指導を受けた受験者に有利に働いたかと思

う疑念を払拭できなかったために、再試験をする

ことにいたしました。 

○白石昌利議員 

 おったからという形じゃ、ちょっと私は理由に

ならないかなと。 

 これまで試験問題を総務課で作成されていたの

で、例えば、去年３月まで総務課にいた人間が今

回こういうことで関与されたということで今局長

も言われて、いろんな問題提起をされているわけ

なんですが、ただ、聞いたところによりますと、

今回の試験問題の作成については、今までと違っ

たやり方をされたと聞いたんですよね。消防課や

予防課、そういった各課に問題を作成させ、そし

て、それを集めたものをまた総務課のほうで試験

問題をつくったと。ですから、今までと違ったや

り方をされているわけですから、試験傾向も変

わっていると思うんですよ。誰が考えてもわかる

と思うんですよね。じゃ、昨年３月までおったか

らといって、そう同じような問題が出るとは限ら

ない。また、過去問の情報を出しているだけです

から、これはどこが問題視──何度も言うようで

すが、試験傾向も変わっているのに問題視された

のかなと。これは局長、どういうお考えですか。 

○吉岡孝之消防局長 

 試験の問題は変わったといいますけど、その幹

部職員が出した問題集の中から今回も３題出てい

たということで、再試験をさせていただく結果と

なっております。 

○白石昌利議員 

 いや、いいですか、出たのは過去問から出てい

るんですよね。その幹部職員が自分で想定して問

題をつくって、こういう問題ですよとしたやつが

出ているんじゃないんですよ。過去問なんですよ。

だから、この過去問というのは誰もが持っている。

今まで受けた職員は誰もが持っていることであっ

て、そう局長が言うほど問題視するべきものかな

と私は思います。 

 ある意味、今までの広域でおられた佐賀、小城、

多久、こういった職員、今まで昇任試験を受けた

方は当然持っておられますよね、ずっと受けてい

ますから。ただ、神埼署の人間は平成25年に統合

されていますから、今回、この昇任試験は今まで

の佐賀広域のルールに従ってやられていますので、

こういった過去問とかを持っていない。だから、

ある意味、神埼署の人間が公平性を欠いているよ

うな状態で試験があっているわけなんですよね。

ですから、今回、神埼署に見えられた幹部職員が、

じゃ、そういう今までの過去問を持っていないん

であれば、こういった過去問がありますよという

ように、誰もが持っている過去問を渡しているわ

けですので──済みません、何度でも申しわけご

ざいません。何でかなと。 

 口述試験のことも、局長、事案で書かれていま

すよね。口述試験の指導を行いとあるんですが、

これもちょっと私が聞いた話なんですが、こう

いった口述、面接の練習、これはどこの署でも署

長や副署長が行っていると。じかに聞いたんです

よね。やっていますよと。どこでもやっているの

を──これをやっていなければ別ですよ。私も

やっていないと聞いていたら、これは問題にしま

せん。ただし、私が聞いた範囲では、署長も副署

長もやっていますと。ですから、なぜかなと。 

 また、これは勤務中にも行ったということが問

題視されているみたいなんですけれども、これも

ですね、こういった場になりますからはっきり申

し上げますが、勤務中でもこういったものは神埼

署だけじゃなく、ほかの署でも行っていたという

のを私は実際聞いております。 

 だから、何で今回、この神埼署だけ──投書が

あったからそうなんでしょうが、でも、どこでも
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やられていることを神埼署だけを問題視して、神

埼署の人間だけ再試験というようなことは僕は整

合性がとれないんじゃないかと。ある意味、じゃ、

もう一回全部やり直しというならまだわかるんだ

けど。 

 だから、この整合性について、よそもやってい

るのに神埼署だけ問題になった、この整合性は局

長どうお考えですか。 

○吉岡孝之消防局長 

 整合性についてですけど、神埼署においては組

織ぐるみ、署長、副署長、うちの昇任試験の要領

どおりに行っております。ほかの署もやっている

じゃないかと議員は言われていますけど、ほかの

署については、そのようにやっているところもあ

るかわかりませんが、組織を挙げてやっていると

ころはないので、今回は、やはり神埼署について

は疑義が生じたもので、再試験の結果となってお

ります。 

○白石昌利議員 

 局長、よかですか。よそでも行っている、ただ、

神埼署は組織ぐるみでやる。これはどんな違うん

ですかね。同じ署長、副署長がやっているわけで

しょう、どこの署も。組織ぐるみてどういうこと

ですか。僕、今の答弁はちょっと意味がわからな

かったですね。 

 ちょっと余りこれしますと、時間もありますの

で、先に行きますが、ちょっと聞きますね。こう

いったことに対して、どう言ったらいいですかね、

問題の漏えいもなく、試験対策、さっき言いまし

たように、過去問の問題集、そういったこともや

られているわけですよね。過去問題の作成、さっ

き言ったように、面接指導もやられていると僕は

言いましたよね。神埼署だけ今回、試験の公平性

に疑義が生じたと言われましたよね。今、言いま

したように、どこの署でも過去問の指導、面接指

導は行われているわけですよね。情報提供もやら

れているわけですよね。なのに、神埼署だけ公平

性に疑義が生じたというのはどういったことです

か。 

○吉岡孝之消防局長 

 神埼署以外は、署長、副署長が率先して模擬問

題の提供とか口述試験の要領とかはしていません

で、当直をしていますので、17時以降とか、先輩

が例年こういう面接試験があったというのは、簡

単な要領ではやっていますけど、今回、神埼署の

ような組織というか、署長、副署長が昇任試験ど

おりにやっているところはないと思っていますけ

ど。 

○白石昌利議員 

 局長、組織的、組織的と、今、神埼署は署長、

副署長がやられた。でも、よその署も署長、副署

長がやられているじゃないですか、聞いた話では。

ちょっと答弁にはっきりした答えが私は見出せな

いんですよね。 

 じゃ、はっきり申し上げます。今回、不正がな

いと言われましたよね、不正がないと。ただ、指

導の有無での公平性を欠いた、また、疑念を払拭

できなかった、公平性に疑義が生じたということ

で再試験と言われていますが、この昇任試験は佐

賀中部広域連合消防職員の採用昇任及び昇格に関

する基準第４条第１項及び同条第３項の規定によ

り行われていると思うんですが、不正がないと、

不正がない状態で再試験というのは、どういった

条文から出されてやられているのか。そういった

根拠があってやられたのか、お答えください。 

○吉岡孝之消防局長 

 根拠というか、やはり疑念を払拭できなかった

もんで、受けた人とかの疑念を晴らすために、今

回は再試験をさせていただきました。 

○白石昌利議員 

 よろしいですか、全て何の物事にしても、決ま

り、基準、そういったものに沿って行われている

わけなんですよね。だから、この昇任試験もこう

いった基準、先ほど言いましたように、何条の何

項という形でやられているのに、この再試験は疑

念を払拭できなかった、疑念があった、そういっ

たことで簡単にやってよかとですか。一生懸命職

員は勉強して、何もそういった不正もなくやられ

ているのにもかかわらず、再試験と、こう言われ

た当の職員は大変な思いをしていますよ。また、

こういった報道でも、いかにも不正があったよう

な、「昇任試験をめぐり幹部を処分」とか「部下
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に模擬問題を提供」とか、これですね、一生懸命

やった職員のことも考えてください。やるんであ

れば、きちっとした根拠、どういった条文で、こ

れはこういうことに抵触するからやったんだよと、

こういうことを局長がはっきりと申していただけ

れば、ある意味、不満を持っている職員も、ああ、

こういった条文でやられたのかとわかると思うん

ですが、ただ払拭できなかったと、投書がありま

したと。 

 ちょっとお聞きしますが、この匿名の投書と言

われましたよね。匿名の投書で、こういった対応

をされるんですか。私はもし不満、不平があるん

であれば、名前、そういったものをきちっと挙げ

て、どういったことが納得いかないといった要は

問題提起であれば納得いくんですが、匿名で、た

だ公平性を欠きましたよ、こういう状態ですよと

いうのだけをとられたというのは、局長、消防局

は今後も匿名の投書に全て対応されるんですか。 

○吉岡孝之消防局長 

 内部告発や公益通報の取り扱いについては、内

容、事実確認を行う必要があり、その調査内容に

基づいて適切に対応すべきであると考えておりま

す。 

○白石昌利議員 

 今、局長言われましたよね、投書については匿

名であっても適切に対応していくと。今、これに

ちゃんと残っておりますので。私の聞くところに

よりますと、こういった投書はこれ以外の件でも

多く来ているかと聞き及んでおります。そういっ

たものについても対応をきちっとやっていただき

たいと思います。 

 そして、今回、この件に関して、当の職員さん

たちの聞き取り、また弁明の機会、こういったも

のが一切やられていないんですよね。私が局長に

一回聞いたときには、署長には聞きましたと。た

だ、署長から職員に聞いてもらうようにしました

と。でも、これはおかしいんじゃないですか。署

長と職員は当事者なんですよね。当事者同士で聞

き取りをやらせるんですか。聞き取りをして、き

ちっと弁明の機会を聞くんであれば、局長ないし

副局長、また、総務課の職員がきちっとした形で

やるべきじゃなかったんですか。これもやっぱり

そういった処分を──処分というか、再試験を受

けなければならなかった職員さん方の不満はこう

いったところにもあると思うんですよ。なぜ意見

を聞いてくれなかったのかと、局長が聞いてくれ

なかったのかと。そういったところはいかが考え

でやられたんですか。 

○吉岡孝之消防局長 

 署長も副署長も管理職ということで、職員から

の聞き取りの報告を受けましたので、私としては

それで事足りたかなと判断しまして、職員の聞き

取りは行っておりません。 

○白石昌利議員 

 それは気配りを欠いているのじゃないですかね。

幾ら管理職だからといって、処分を、再試験を受

けなければならなかったのは職員さん方なんです

よね。ですから、職員の方にもしっかり聞くべき

じゃなかったのかと。これはある意味、神埼署だ

けの問題で終わっていないかもわからないんです

よね。当然、佐賀署、小城署、多久署、全体に広

がっている可能性もあったんですよ。だからこそ、

きちっと聞き取りをやって、そして判断して、今

回の再試験という形に臨めば、まだ説明もつくん

ですが、そういったものもやっていないと。何で

そんなに急ぐ必要があったのかと私は思うところ

です。 

 この試験、こういうことで大変混乱してしまっ

ていますよね。報道にもこれだけ載ってしまって。

私はある意味、これですね、昨年、総務課におら

れた幹部職員という方は、今回、神埼署のほうに

来られているわけなんですが、先ほども僕は言い

ましたように、神埼署は平成25年に統合して、ま

だまだ職員は佐賀広域になじまないでいる。だか

らこそ、一生懸命上司として部下に指導をされて

いると思うんですよ。頑張れと、負けるなと。こ

れは当然だと思うんですよね。もし過去にいたか

らといって問題視をするんであれば、そういう方

をそこに配置する自体が問題じゃなかったんです

か。わかるでしょう、本局の総務課にいた人が署

に行けば、当然、部下は指導を仰ぎますよ、いろ

んなことを教えてくださいと。そしたら、そのノ
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ウハウを持った上司は当然、部下に指導はすると

思うんですよ、いろんな意味で後輩にですね。そ

れを、いや、私はここにいたけんされませんと、

これがもし内規で決まっていれば私は言いません。

内規でもし決まっていたと。 

 じゃ、ちょっとお聞きしますが、そこに勤めた

職員がよその部署に行ったときに、機密、しゃ

べったらいけません、言ったらいけません、例え

ば、こういったこともそうなんですが、こういっ

た内規はどういった条文で定めてあるか、局長、

お聞かせください。 

○吉岡孝之消防局長 

 今、内規というか、それは決めておりません。

今後の課題かなと思っています。 

○白石昌利議員 

 そしたら、最後です。とにかく私は納得いかな

いところがあります。要は今後ですよね。今回、

こういうことになってしまって、どうしようもあ

りません。ですから、やはり今後が大事です。そ

れを今後また同じようなことが起きないようにす

るというのがやはり管理者の務めであるかと私は

思いますので、局長、今後、昇任試験のあり方、

私、ちょっとほかのところを調べたんですが、い

ろんなやり方をされているところがあります。消

防学校のほうに試験問題を委託するとか、全然

違った機関に委託するとか、要はこういった疑義

が生じないような方策をいろいろとられておりま

す。 

 今回、こういうことが起きてしまったですよね。

今後、局として、この昇任試験をどのようにやる

のか、考えているのか、お聞かせください。 

○吉岡孝之消防局長 

 地方公務員法第15条には任用の根本基準が定め

られており、職員の採用や昇任などについては、

受験成績、勤務成績その他の能力の実証に基づい

て行うこととされています。 

 佐賀広域消防局の昇任試験につきましても、学

科試験及び口述試験の受験結果や日ごろの勤務状

況及び勤続年数などを総合的に判断し、合否を決

定しているところであります。 

 しかしながら、今回のような再試験に至った経

緯を踏まえまして、先進地や同規模消防本部の昇

任試験の実施状況や実施内容などを調査研究いた

しまして、昇任試験制度の公正及び公平さの確保

に努めてまいりたいと考えております。 

○白石昌利議員 

 最後です。職員は消防に──これは消防以外で

もそうなんですが、公務員の方々は本当に一生懸

命市民、住民のため頑張っておられます。当然、

上司は部下に適切な指導もしなければならないし、

部下も上司の指導には従っていかなければならな

い。そして、市民、住民の負託に応えていく。大

事なことです。こういった職員の思い、そういっ

たものをこういったことで欠かないように、気持

ちがめげないような形にしていただきたい。頑

張っているんです。先ほども言いましたように、

救急隊、すばらしい連携でやっています。こう

いったことでその連携が崩れたら、市民、住民に

不利益が生じてくるんですよ。 

 ぜひ汗をかいて頑張っている職員のために、管

理職の皆さん方もしっかりと対応をしていただき、

今後、この消防につきましてはどんどん発展、活

性化することを私は期待して、質問を終わります。

どうもありがとうございました。 

○山本義昭議長 

 これより休憩いたしますが、本会議は午後１時

に予鈴いたします。 

 しばらく休憩いたします。 

          午後０時６分 休 憩   
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○山本義昭議長 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 広域連合一般に対する質問を続行いたします。 

○白倉和子議員 

 佐賀市の白倉です。私からは介護保険について

質問させていただきます。 

 まずもって、平成27年度からの介護保険制度に

おいて厚労省が提案する市町村が行う事業の大き

なものとして、要支援者に対する訪問介護と通所

介護、これは市町村が地域の実情に応じ、住民主

体の取り組みを含めた多様な、また柔軟な取り組

みにより効果的、効率的なサービスを提供できる

ようにということとなっております。すなわち要

支援者の方の事業が移行するわけですが、事業主

体はあくまで中部広域連合でございます。 

 そういった市町村の事務負担等も踏まえて、２

年間の経過措置の後、平成29年度末までに全ての

新事業、総合事業と申しますが、移行することと

あります。一口にこうは言っても、現場において

は並大抵のことではなく、全国の自治体、これは

連合体を含んだ事業体ですが、平成27年度から移

行するのは約７％のみで、多くの事業体が準備不

足と言われています。昨年末の総選挙の影響もあ

り、国からの財源もはっきりとは示されていな

かったのですから、当然のことでもあります。佐

賀県においては、27年度から新制度への移行はゼ

ロ事業体となっています。 

 我が広域連合の構成自治体でもこれまで質問な

どがあっていると思われますが、中部広域連合で

の事業計画ができてからという理由により答弁が

はっきりとはなされていない状況であり、それは

いたし方ありませんが、一方、単独自治体での介

護保険事業では既にその地域の福祉事業と連携し

ながら事業を組みつつあるところもあります。私

たち広域連合はそういった単独自治体での介護保

険事業とは違いますので、それぞれの自治体に

とっては、準備できない悩ましさもまた同時にあ

ります。 

 そこで、質問ですが、介護保険制度の改正にお

いて、要支援者に対する中部広域連合と構成各自

治体での事業のすみ分けについてどう考えておら

れるのか。２年間の経過措置とは言いつつ、事業

に入る、その準備をする、この１年間の間に十分

な準備がなされなければならないと私は考えてお

ります。そういった意味でも、構成自治体での事

業とのすみ分けをどう考えておられるのか、お伺

いいたします。 

 また、制度改正に伴って、要支援者に対し、構

成自治体市町の格差が出ないようにするため、１

つの連合体ですので、不公平感をもたらさないよ

うに、そういった意味でも、広域連合の役割をど

う捉えておられるのかの答弁を総括で求めたいと

思います。 

○深町治応認定審査課長兼給付課長 

 議員の御質問にお答えいたします。 

 今回の介護保険法改正では、2025年の地域包括

ケアシステムの構築に向けて、地域支援事業の大

幅な見直しが行われました。その中の一つに、新

しい介護予防・日常生活支援総合事業の創設があ

ります。これは全国一律の予防給付のうち、介護

予防訪問介護と介護予防通所介護を総合事業へ移

行し、総合事業の中の介護予防・生活支援サービ

ス事業において要支援者等に必要な支援を行うも

のです。 

 そして、この介護予防・生活支援サービス事業

は４つの事業で構成されております。１つ目が要

支援者等の居宅において清掃、洗濯等の日常生活

上の支援を行う訪問型サービス、２つ目が施設等

において日常生活上の支援、または機能訓練を行

う通所型サービス、３つ目がその他の生活支援

サービス、４つ目が総合事業によるサービス等が

適切に提供できるようケアマネジメントを行う介

護予防ケアマネジメントであります。 

 また、事業の実施方法につきましては、現行の

地域支援事業における直接実施や委託による実施

だけでなく、介護保険給付と同様に、指定事業者

制度や国保連合会の審査支払いの枠組みも設けら

れております。そして、具体的なサービス内容に

応じて、指定事業者によるサービス提供、委託に

よる実施、直接実施など、実施方法が異なること

も可能とされております。 

 なお、介護予防ケアマネジメントは、介護予防
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支援と同様に、原則、地域包括支援センターが実

施することとなります。 

 このような枠組みの中で、それぞれの介護保険

者が地域の実情に応じたサービスを取捨選択し、

事業を構築する必要があります。 

 総合事業は平成27年４月１日から行うこととさ

れておりますが、法の規定により準備期間が認め

られております。これらを踏まえて、介護保険事

業計画策定委員会では十分な検討を行うために経

過措置を活用するということで御審議をいただき

ました。 

 第６期の経過措置期間中は第５期までの介護予

防事業の枠組みの中で介護予防を推進し、また、

要支援者に対する介護予防訪問介護及び介護予防

通所介護は保険給付で行うこととなります。それ

と同時に、平成27年度から総合事業の実施に係る

仕組みづくりなど、構成市町と協議、検討を行い、

事業実施に向けた体制を整備していきたいと考え

ております。 

 事業の実施体制につきましては、本広域連合と

構成市町がこれまで担ってきた事務事業等も踏ま

えながら、広域的に統一したサービスや構成市町

の地域の実情に応じたサービスなど、具体的な

サービスのあり方を検討していくことになります。

そして、構成市町との役割分担等もこれからの具

体的な事業検討の中で協議していきたいと考えて

おります。 

 また、域内の高齢者の皆様に不公平感や不利益

が生じることがないよう協議、検討を行い、さら

に学識経験者、保健医療関係者、福祉関係者、被

保険者代表などで組織いたします介護保険運営協

議会に総合事業に係る方針等を諮りながら事業を

構築していきたいと考えております。 

○白倉和子議員 

 先ほども申しましたように、２年間の経過措置、

全国の自治体、事業体を見てみますと、28年度か

ら取り組むとか２年後に取り組むとか、先ほど申

しました27年度の７％以外のところでは28年度、

29年度といろいろとあるようですけれども、実質

的にこの中部広域連合ではこの１年においてしっ

かりと議論しておかないと、それぞれの市町の中

でどういった要支援者、いわゆる総合事業ができ

るかというのは非常に大事なところだと思ってい

ます。 

 思い返しまして、平成12年に介護保険事業が始

まりましたときに、今でいう要支援者というのは

介護予備軍と呼ばれまして、それぞれの市町が福

祉事業としていろいろ横出しサービスをしていた

という経過があるんですよね。それが平成18年の

介護保険制度改定により、要支援者１、２という

名称のもとに介護保険制度に包括されて、それと

同時に、それぞれ各市町で行っていた福祉、いわ

ゆるその当時は横出しサービスなんていう言い方

をしておりましたが、それがある程度集約された

といった経過をこの介護保険に関してはたどって

まいりました。 

 ですから、いま一度、この新制度に伴って、従

来の市町の福祉制度の部分をきちっと構築すると

いうのは、これはやはり時間がかかることだと私

は思っておりますので、先ほど答弁でありました

ように、介護保険運営協議会、これは今までは第

６期の介護保険を策定していただいた組織ですけ

れども、じゃ、実際に構築する上で、例えば、認

知症の方の問題とか施設の方からの御意見とか、

いろんな御意見が出ていたと思うんですね。私も

できる限り傍聴させていただきましたが、そう

いった意見を踏まえながら、介護保険運営協議会、

それを必要に応じて、従来の原則年２回ではなく

て、この１年は特に地域の実情を持ってきていた

だくような会議として熟成していただくようにお

願い申し上げます。 

 それで、一問一答に入らせていただきますが、

第５期を進めてまいりましたときにも、いわゆる

何の計画でもそうですけれども、計画をした上で

の検証、そして、課題というのはぜひ必要なこと

でありまして、また、第６期においては大きな制

度改正というものがあるわけですから、要支援者

の、いわゆる通所介護、訪問介護、総合事業を進

める上で、広域連合自体、あと各市町がするにし

ても事業主体は広域連合ですので、広域連合が把

握されている課題、それはどういったものがある

のか、どう把握されているのか、検証の結果をお
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示しください。 

○深町治応認定審査課長兼給付課長 

 議員の御質問にお答えいたします。 

 国は介護保険者が円滑に新しい総合事業を実施

できるよう、介護予防・日常生活支援総合事業の

ガイドライン案を示しております。このガイドラ

イン案では、参考としてサービスの典型例が示さ

れております。しかし、これはあくまでも参考例

であり、一定の枠組みの中で取捨選択し、本広域

連合の実情に応じたサービスのあり方等について

検討をする必要があります。 

 また、本広域連合では、地域支援事業の実施に

つきましては、基本的には構成市町に委託して各

種事業を実施しております。これは地域支援事業

が構成市町の高齢者福祉政策と大きく関連する部

分があるためであり、構成市町ではそれぞれの地

域の特性に応じた事業を展開しております。 

 本広域連合では、これから総合事業の具体的な

事業検討を行ってまいりますが、それぞれの市町

の特色も生かしつつ、新たな枠組みの中で本広域

連合に適したサービスのあり方などを検討してい

くことが今後の課題であると考えております。 

○白倉和子議員 

 特に、今度の新事業においては、地域住民があ

くまで主体、いわゆる主人公になって進める事業

ですので、そこのところ、できれば本当に現場の

細かい声をしっかりと、今、おたっしゃ本舗とい

う包括支援センターがあるわけですから、そう

いったところを核として構成市町にもそれぞれあ

るわけです。また柔軟に追加したり、減らしたり

しながら、なるべく地域事情に応じたプランニン

グができるように、公平性と同時に、よろしくお

願いしておきたいと思います。 

 公平性の中で、私がずっと構成市町を見ていま

したら、ここの自治体は福祉の面でいいなと思う

部分もございます。そういったところはぜひ伸ば

していただいて、他の自治体がそれを──何とい

いますか、後ろについていくような、また、お互

いにそれぞれが持っていた福祉の部分を切磋琢磨

しながらアイデアを構築されて、少なくとも今の

部分からは下がらないようによろしくお願いいた

します。うなずいていただきましたので、これは

答弁を求めませんが。 

 それと、国のガイドラインというのを先ほども

おっしゃいましたけれども、厚労省の参事の方と

お話しする機会がございました。広域連合でやっ

ている事業体ですね、この新制度、いわゆる医療

と介護の連携とか、いろんなうたい文句があるん

ですが、広域連合体というものを余り想定してい

なかったなとはっきり言われた経緯がございまし

た。その後、有識者の方といろいろと話をする機

会も設けまして、今回の制度の中に一自治体一介

護保険事業でやっているところは割と27年度以降、

メニューを後々追加していく分とも国のいわゆる

おいしい部分ですね、予防事業の３％以上という

部分も使いながらしやすいんですが、広域連合に

ついてはどうでしょうかねと有識者の方ともよく

話をしました。ところが、やはりその辺の視点が

私は国には欠けているように思います。そういっ

たことも現場のほうからどんどん声を上げていた

だいて、また後で申しますが、県とも協議してい

ただくようによろしくお願いいたします。 

 それで、県が作成する介護保険事業支援計画と

いうのがあるんですね。これは制度改正の27年度

は特に重要な内容を盛り込むようにされておりま

す。 

 今、中部広域連合が把握されている佐賀県の介

護保険事業支援計画はどのようなものがあるのか、

お示しいただきたいと思います。 

○深町治応認定審査課長兼給付課長 

 議員の御質問にお答えいたします。 

 佐賀県におきましては、佐賀県介護保険事業支

援計画として、第６期さがゴールドプラン21を策

定中であります。 

 ここでは、国が示しております介護保険事業に

係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本

的な指針により、都道府県介護保険支援事業計画

の概略について御説明をいたします。 

 介護保険事業支援計画は、介護保険法第 118条

の規定に基づき、３年間を１期として策定される

ものです。 

 この事業支援計画の主な内容を御説明いたしま
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す。 

 まず、基本的事項は、基本理念や2025年の推計

及び第６期の目標、老人福祉圏域の設定等に関す

る事項です。 

 次に、基本的記載事項は、各年度における介護

給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み、市

町村介護保険事業計画との整合性の確保等に関す

る事項です。 

 なお、介護給付等対象サービス量の見込みは、

介護保険者が策定する介護保険事業計画との整合

性を確保しなければならないとされております。 

 そして、任意記載事項といたしましては、地域

包括ケアシステム構築のための支援に関する事項、

施設における生活環境の改善に関する事項、人材

の確保及び資質の向上に関する事項、介護サービ

ス情報の公表に関する事項、介護給付等に要する

費用の適正化に関する事項となっております。 

 このように、都道府県の事業支援計画では老人

福祉圏域を定め、その圏域ごとに介護老人福祉施

設や介護老人保健施設など介護保険施設の必要入

所定員総数が設定されます。 

 介護保険者は、都道府県が定める必要入所定員

総数に基づき、介護保険施設のサービス量を見込

むことになります。 

 また、介護給付等に要する費用の適正化に関す

る事項では、都道府県の介護保険給付適正化計画

の策定や介護保険者に対する支援内容等が盛り込

まれます。 

 ほかにも、地域包括ケアシステムの実現のため、

保険者が重点的に取り組む事業に関して、広域的

な立場から保険者への後方支援等、都道府県とし

ての取り組みを計画に盛り込むこととされており

ます。 

○白倉和子議員 

 県の介護保険事業支援計画と中部広域とのかか

わりについては、また後ほど質問させていただき

ますが、先にですね、総合事業が始まっていく

わけですけれども、地域にはさまざまなＮＰＯ

などのマンパワーがあります。今回、そういった

ＮＰＯとかいろんな団体、福祉団体なんかも含め

て、介護保険を受ける、担う事業者として登録し

ていいと、介護保険事業の予算の中で賄えるとい

うことになりましたけれども、一方では、通所、

また訪問なんていう大事な──通所されている方

とか訪問介護を受けておられる方には若干、認知

症というふうな部分がかいま見られるような例も

多いわけですから、非常に大事な事業なんであり

ます。そういったところに、財源的な関係もあり、

いわゆる専門家というのを一旦外してＮＰＯとか

ほかの部分も使うというのは、これはけしからん

じゃないかという意見もあるんですが、しかしな

がら、今、厚労省が打ち出したそういった項目も

出ていますので、従来のものとまた同時に、ＮＰ

Ｏとかマンパワー、それぞれ認知症に関するいろ

んな会とか、それとか今までサロン的なことをし

ていただいていた方とか、ある程度経験を積まれ

て、いろんなＮＰＯを立ち上げられているグルー

プもございます。 

 そういった方の力、マンパワーをよりよい事業

に発展させていくことも考えますけれども、広域

連合のこのあたりに対する見解を示していただけ

ますでしょうか。その事業自体は、あるＮＰＯが

あるとすれば、このＮＰＯは介護保険事業を担う

団体として契約しますよという、その権限は広域

連合が持っているのか、それとも、今後、各自治

体の市町が持つのか、その辺もあわせてお伺いい

たします。 

○深町治応認定審査課長兼給付課長 

 議員の御質問にお答えいたします。 

 総合事業におけるサービス提供者につきまして

は、既存の介護事業所のみならず、ＮＰＯやボラ

ンティアなど、多様な担い手によるサービス提供

ができるものとなっております。 

 ただし、さきに申し上げましたとおり、これか

ら事業検討を行う段階であり、サービス提供者に

つきましても現時点では未定の状態であります。 

 総合事業の実施は、これまで全国一律であった

介護予防訪問介護及び介護予防通所介護を保険給

付から事業へ移行するものです。そして、これは

介護保険制度の枠組みの中での移行であり、移行

後も社会保障制度としてサービスを提供すること

に変わりはありません。 
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 総合事業の実施主体は、確実かつ安定的にサー

ビスを提供できる体制が整っていると認められる

サービス提供者で、かつ具体的なサービス内容に

応じたサービス提供者を取捨選択すべきであると

考えております。 

 また、サービス提供者を検討する際には、域内

における地域間格差が発生しないように慎重に検

討したいと考えております。 

 続きまして、総合事業における現行の介護予防

訪問介護や介護予防通所介護に相当する専門的な

サービスの提供を決定した場合、サービスの提供

は指定事業者が行うことになり、その事業所の指

定に関しましては本広域連合が行うことになりま

す。また、それ以外の訪問・通所サービスを行う

ことと決定した場合、本広域連合がサービス提供

者を選択し委託するのか、または構成市町がサー

ビス提供者を選択し委託するのかは、選択する場

合の要件等も含めて、今後、事業検討の中で構成

市町と協議していくことになります。 

○白倉和子議員 

 そういった意味で、ボランティアとかＮＰＯと

か民間団体、社会福祉法人とか、いろんな部分が

ありますので、特徴ある団体と市町がそれぞれで

接しておられるということも大いにありますので、

今度の27年度からの介護保険制度は、言い方を変

えれば、新たなる公共事業という言い方もされて

おります。そういった部分でも十分構成市町と早

急に、かつ慎重に議論していただくように、それ

ぞれ市町の準備もありますので、よろしくお願い

しておきます。 

 それと、県との関係においてですけれども、県

も介護保険事業支援計画というのを３年に一回つ

くっているわけですけれども、実は県の事業体へ

の介護保険事業支援計画の具体的な支援、もちろ

ん施設数を考えるとか利用者数を推計するとか、

いろんな部分でのやりとりは、県の権限もありま

すから、いろんな部分があるんでしょうけれども、

事業体に対しての具体的な支援が私には余り見え

てきておりません。 

 これは厚労省の資料なんですけれども、都道府

県による市町村への支援としまして、読み上げて

みます。都道府県においても、市町村が総合事業

を円滑に実施することができるよう、その地域の

実情に応じて、例えば、以下のような市町村支援

の取り組みを実施しなさいよということなんです

ね。１つは、総合事業の検討状況の把握や必要な

支援についての調査等の現状把握、それと２つ目

に、相談への助言、支援や好事例、進んだ取り組

みなどの収集とか情報提供をしなさいよ。３つ目

は、総合事業において中核を担う市町村職員や地

域包括支援センターの職員、地域支援コーディ

ネーターなどに対する研修、保健師やリハビリ専

門職等の広域派遣調整等の人材育成、人材確保を

してくださいと。それと、４つ目が市町村間や各

自治体、組織との連絡調整、ネットワーク化の広

域調整などというのをしっかりと第６期、今回の

計画には特に強調して盛り込むこととされており

ます。 

 ただ、私が先ほど申しましたように、従来、私

には余り見えてこないんですが、市町村の支援を

しっかり行いなさいよということが今回うたわれ

ております。県の計画策定に伴って連携を密にと

るべきだと考えますが、広域連合の見解をお伺い

いたします。 

○深町治応認定審査課長兼給付課長 

 県との連携についてお答えいたします。 

 本広域連合では、これまでも介護サービス事業

所に対する集団指導や事業所向けの研修会等、県

と連携して実施をしております。また、「介護の

日」記念イベントの共同開催や地域ケア会議に関

する意見交換など、地域支援事業におきましても

連携を図っております。 

 第６期におきましては、総合事業のみならず、

在宅医療・介護連携推進事業、生活支援体制整備

事業及び認知症総合支援事業が新たに地域支援事

業の包括的支援事業に位置づけられました。そし

て、2025年の地域包括ケアシステム構築に向けて、

地域支援事業の再構築を行う必要があります。 

 新たな事業のうち、医療介護の連携に関しまし

ては、取り組みを推進する上で、県の広域的な後

方支援は欠くことができないものであると考えて

おります。また、生活支援コーディネーターの養
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成等、県は市町村の取り組みを支援するものとさ

れております。 

 そして、認知症施策に関しましては、認知症疾

患医療センターなど、県が主体となって取り組む

事業との連携は必要不可欠であります。 

 さきに申し上げましたとおり、県の支援事業計

画には、地域包括ケアシステム構築のための支援

に関する事項が新たに盛り込まれております。 

 本広域連合といたしましては、第６期に地域支

援事業を再構築する上で、県とのさらなる連携は

必要不可欠であると考えております。また、事業

を円滑に推進するためには、県が主導的に進める

ところは進めていただきたいと考えております。 

○白倉和子議員 

 答弁で出ましたように、認知症対策、これは

しっかりと県も支援計画の中に位置づけるように

うたわれておりますので、今回、私はこの質問に

は触れておりませんが、そういった意味で、今後、

連携をとっていただくものと思います。 

 それと、これは一般論でありますが、介護保険

制度の施行後、介護職員数は増加して、10年間で

倍以上となっているわけです。もう10年過ぎてい

ますので、10年間で倍以上となっていますが、ま

た、今回の制度改正に伴い、地域包括支援が構築

する2025年には介護職員数は今よりかさらに 1.5

倍以上必要とされておりますが、人材の確保をど

う考えておられるのか。この辺も県の役目も深い

と思いますが、広域連合の答弁をお願いいたしま

す。 

○深町治応認定審査課長兼給付課長 

 議員の御質問にお答えいたします。 

 本広域連合におきましては、現状として介護職

員は足りていると考えております。しかしながら、

今後、地域包括ケアシステムの構築に向け、介護

職員の安定的な確保を図ることは重要な課題であ

ると認識いたしております。 

 介護人材の確保につきましては、今回の制度改

正におけるポイントの一つです。2025年の介護人

材等の必要量を推計し、あわせて、その結果、必

要となる介護人材の確保、育成のための取り組み

を推進することとなっており、これは都道府県の

事業となっております。 

 また、今回の制度改正により、国と都道府県の

負担による財政支援制度として、地域医療介護総

合確保基金の創設が行われております。この基金

により、地域医療や介護施設の整備、医療・介護

の従事者の確保を推進することとなっており、佐

賀県でもこの基金に関する地域医療介護総合確保

基金事業検討会が開催されているところです。 

 国の制度改正に伴う佐賀県の事業推進が現時点

では具体的にはどのような取り組みを行うのか、

また、本広域連合がどのくらい協力できるのかは

明確ではありません。 

 本広域連合といたしましても、介護従事者の人

材確保は重要な課題であると認識いたしておりま

す。したがいまして、県の人材確保に関する取り

組みには、介護保険者として協力できるところは

積極的に協力し、連携すべきところは連携を密に

していきたいと考えております。 

○白倉和子議員 

 基金の話が出ましたけれども、これは国が３分

の２、都道府県が３分の１で、消費税等々も財源

としながら積み上げている基金だと思いますが、

例えば、神奈川県なんかだったら、そのために積

み上げた基金の中の90億円を今度の制度改正に伴

う各運営自治体に対して意見交換をしながら使っ

ていくというのを打ち出したり、鳥取県もそうで

すね。割と県によっては、本来、佐賀県でもここ

１年以上前にはもっとこういったことが基金の利

用なんかの部分も具体的に話されて、私はよかっ

たと思うんですね。しかしながら、選挙という関

係もございましたので、今後の話し合いになりま

すが、先ほどから申しますように、ＮＰＯや民間

団体、介護保険事業を担っていく団体を各市町が

委託するにしても、またそういった団体を育てて

いかなければならないというふうな一つの側面が

あります。 

 そして、一自治体一事業でやっている東京の世

田谷とか新潟の長岡でもそうですね。全国幾つか

の事例の中で、やはり早くに福祉の部分を考えて

やっていて、それは先ほどから述べましたように、

一自治体一事業だからやりやすいんですよね。そ
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ういった意味でも、２年後の中部広域連合が決し

て利用者に不便をかけないようにという意味で、

ここには各市町の長もおられますので、県の介護

保険事業支援計画、この基金を将来に向けての人

材確保、マンパワー、これもこのために使いなさ

いよということできっちりうたわれておりますの

で、そういった計画のもとで進めていただきたい

と思います。 

 制度改正に伴うよりよい事業推進に向けて、例

えば、市長会でも基金の有効活用についてどんど

ん御意見を出していただいて、中部広域連合がこ

こ１年の間に市町と連携しながら、29年度、いい

事業移行を迎えられますように御尽力いただきま

すようにお願いしたいと思いますが、その答弁を

お願いいたします。 

○深町治応認定審査課長兼給付課長 

 29年度の総合事業の実施に向けまして、先ほど

から申し上げておりますように、市町と十分な連

携をとりながら事業の検討を進めて、住民に対し

まして不利益、不公平がないように確実に進めて

いくように頑張ってまいります。 

○松尾義幸議員 

 小城市の松尾です。私は２問質問をいたしてお

りまして、最初に総括でまず質問をさせていただ

いて、その後、一問一答に入らせていただきます。 

 １問目は、火災の危険性がある空き家対策につ

いてです。 

 佐賀中部広域消防局として、木造建物について

空き家調査を２年に１回実施されておると思いま

すが、どのような結果になっているのか。 

 平成21年度、23年度、25年度の佐賀中部広域管

内の空き家の調査の結果について質問いたします。 

 ２問目は、認知症対策についてです。 

 ６期の介護保険事業計画に向けて、高齢者等要

望実態調査が行われました。その概要報告書を見

ますと、改めて認知症について強い視点を持つ必

要があることを感じています。第６期介護保険事

業計画における佐賀中部広域連合の認知症対策に

ついて質問いたします。 

○永石 理予防課長 

 議員の御質問にお答えいたします。 

 空き家の調査は、放火防止対策の一環として、

佐賀中部広域連合火災予防条例第24条第２項に定

める空き家等の適正管理について、構成市町ごと

のデータ並びに消防団の情報をもとに、２年に１

回、実態把握を行っております。 

 この調査は、木造建物の空き家に対して、施錠

がされているか、空き家の周囲にごみが放置され

ていないか、ガス、電気が遮断されているか、倒

壊及び瓦等の落下する危険がないかなどを調査し

ております。 

 平成21年は、佐賀市、多久市、小城市の合計で

1,658件、平成23年は1,846件です。平成25年は、

統合いたしました神埼市、吉野ヶ里町を含めまし

て2,834件の調査を実施いたしました。 

○深町治応認定審査課長兼給付課長 

 認知症施策の推進についてお答えいたします。 

 高齢者が要介護状態等になっても、安心して、

その人らしく尊厳を持って暮らしていくためには、

今後急増することが予想される認知症高齢者等へ

の対応が急務となっております。 

 本広域連合では、第５期の認知症施策における

取り組みを第６期事業計画に継承するものとして

おります。 

 その概要は、健康な高齢者を含めた全ての高齢

者や地域住民等を対象とした認知症に関する知識

や理解の普及啓発、相談体制の充実に努めること、

そして、地域にあって認知症高齢者やその家族を

見守る人材育成を推進し、地域の認知症理解の促

進を図ることを掲げております。 

 その事業実施につきましては、基本的には構成

市町に委託しており、必要に応じて広域連合が直

接実施いたしております。 

 例えば、介護予防として、認知症予防事業を行

う場合、市町における普及啓発は市町で行ってい

ただきますが、そのパンフレット等の作成は本広

域連合で統一したものを作成いたしております。 

 また、介護予防講演会などの取り組みも、市町

で行うものや本広域連合で実施するものなど、ス

ケールメリットが出やすいもの、地域の特性が出

やすいものなど、場合によって実施主体を変えて

おります。 
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 第６期の制度改正では、認知症総合支援事業が

新たに包括的支援事業に位置づけられました。こ

れは今まで地域支援事業で取り組んでいたものを

再構築して、より強力に推進するために、新たな

事業として取り組むものです。 

 その主な取り組みは、認知症初期集中支援の推

進や認知症地域推進員の設置などになります。 

 その概略を申し上げますと、まず、認知症初期

集中支援の推進は、認知症の人やその家族に早期

にかかわる認知症初期集中支援チームを配置し、

早期診断、早期対応に向けた支援体制を構築する

ことを目的といたしております。 

 認知症初期集中支援チームは、訪問支援対象者

を把握し、必要に応じて、医療サービスの利用に

至るまでの支援や、介護サービスの利用等の勧奨、

誘導等の支援を行うものです。 

 次に、認知症地域推進員の設置は、認知症疾患

医療センターを含む医療機関や介護サービス等と

の連携を図るための支援や、認知症の人やその家

族を支援する相談業務等を行う認知症地域支援推

進員を配置するものです。 

 推進員を中心として、医療と介護の連携強化や

地域における支援体制の構築を図ることを目的と

いたしております。 

 この事業は平成27年４月１日から行うこととさ

れておりますが、法の規定により準備期間が認め

られております。 

 これらを踏まえて、介護保険事業計画策定委員

会では、十分な検討を行うために、経過措置を活

用するということで御審議をいただきました。 

 第６期の経過措置期間中は、第５期における認

知症施策の推進に係る事業を継続いたします。そ

して、本広域連合で実施してきた事業の有効な部

分については、それを継続し、認知症総合支援事

業に再構築する必要があります。 

 これらを踏まえて、具体的な計画を定めていき

たいと考えております。 

○松尾義幸議員 

 ただいま空き家の調査結果について並びに認知

症についてのこれからの対応について答弁をいた

だきました。 

 区別するために、空き家についての一問一答に

入らせていただきます。よろしいでしょうか。 

 ただいま木造建物の空き家調査の結果が、先ほ

ど21年、23年、25年と報告をいただいたわけです

けれども、消防管内は幾らか複雑になっておりま

すので、市町別の木造建物の空き家調査の結果は

どうなっているのか、この21年、23年、25年別に

結果をお知らせください。 

○永石 理予防課長 

 議員の御質問にお答えいたします。 

 市町別の調査結果についてお尋ねです。 

 市町別では、まずは、佐賀市は平成 21年1,176

件、平成23年1,320件、平成25年1,478件です。多

久市については、平成21年189件、平成23年161件、

平成25年270件です。小城市については、平成 21

年293件、平成23年365件、平成25年480件であり

ます。神埼市、吉野ヶ里町は平成25年の調査結果

となりますが、神埼市470件、吉野ヶ里町136件で

あります。 

 調査のたびに空き家件数は増加している状況に

あります。 

○松尾義幸議員 

 ただいま佐賀中部広域連合管内の市町村別の空

き家状況について、結果に基づいて報告をいただ

きました。 

 先ほどの報告にもありましたように、平成25年

度で最新の結果でいきますと、合計をして 2,834

件ということで、かなりの件数があると思うわけ

です。 

 きょう私は消防の観点から質問をいたしており

ますので、平成25年度の結果で結構です。項目別

に、例えば、１、２、３、４、５、６、７という

空き家の調査項目があるわけですけど、その１番

に火災予防条例第24条第２項に適合するように管

理されていると、先ほど課長が答弁された分です

けれども、その中部広域連合全体の件数と割合は

どのようになっておりますか、質問いたします。 

○永石 理予防課長 

 項目の中にあります火災予防条例に適合し管理

されているものについての件数のお尋ねでござい

ます。 
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 これにつきましては、平成25年は調査件数2,834

件のうち、条例適合1,431件となります。これに

ついては、全体の50.4％の割合となります。 

 以上でございます。 

○松尾義幸議員 

 調査結果はわかりました。 

 そうしますと、つまり火災予防条例第24条第２

項に適合する、つまりきちんと管理をされている

というのは半分になると。あとの半分については、

それぞれの項目があるわけですけれども、それな

りの理由があって、適正に管理されていないとい

うふうに私は思うわけです。 

 そこで、調査項目の３に、次のような項目がご

ざいます。家屋の周囲に第一着火物となりやすい

可燃物が放置されている件数について、平成25年

度だけで結構です。結果を報告してください。 

○永石 理予防課長 

 調査項目にございます第一着火物になりやすい

可燃物についてのお尋ねでございます。 

 初めに、第一着火物となりやすい可燃物とは、

枯れ草等、これは枯れた草でありまして、青草は

含みません。それから、段ボール箱等の紙製品、

可燃性の不要物、それから廃材等、木くず、紙く

ず、繊維くず等、容易に着火するおそれのある物

件などでございます。 

 御質問の家屋の周囲に第一着火物となりやすい

可燃物が放置されているものにつきましては、広

域管内全体で 271件となり、空き家総数の約 10％

に当たります。 

○松尾義幸議員 

 今、答弁いただきましたように、約１割が第一

着火物に火がつきやすいと、そういう状況が放置

されているということがわかりました。 

 調査項目での最後の質問ですけれども、７項目

めにその他火災の危険性があるというものがある

わけですけれども、その件数は平成25年度、総数

で幾らになりますか。 

○永石 理予防課長 

 調査項目の最後のほうにあります、その他火災

の危険性があるということについての御質問でご

ざいます。 

 このその他火災の危険性があるとは、灯油など

の危険物やプロパンガスボンベが放置されていた

り、周囲に雑草が茂っているものなどが挙げられ

ます。 

 件数につきましては、広域管内全体で 502件で

ありまして、これも増加傾向にあります。 

○松尾義幸議員 

 増加傾向にあるということですけれども、

ちょっと複雑になって申しわけないですけれども、

私は小城市に住んでおりますので、小城市の場合、

それがどうかという点、私は昨年12月の小城市議

会でもこの件を質問しておりますので、私からこ

れは申し上げたいと思います。 

 その他火災の危険性がある平成21年度の小城市

の件数は24件でした。それが、23年度になります

と46件に増え、さらに平成25年度の調査では100

件ということで、この小城市だけをとってみます

と約４倍増えていると、そういう認識を消防局は

お持ちでしょうか、質問します。 

○永石 理予防課長 

 小城市についての増加の認識ということでござ

います。 

 25年にはその他火災危険がある物件が 100件と

いうことで、21年、23年より倍数的にも増えてお

るという認識をしております。 

○松尾義幸議員 

 佐賀中部広域連合のホームページを見ますと、

年度ごとの火災発生件数等が報じられているわけ

ですけれども、その中で私は管内の警戒出動件数

が年々増加しているということについて、なぜだ

ろうかと、これに空き家が関連しているものもあ

るだろうかというふうに思ったわけですけど、そ

の警戒出動件数、ここ３年ほどの件数を紹介いた

だいて、私が申し上げております空き家に関する

ものもあるかどうか、質問いたします。 

○永石 理予防課長 

 ホームページであらわしております警戒出動件

数についての御質問でございます。 

 この中で空き家に関する出動があるかというこ

とでございますけれども、平成26年中の警戒出動

件数は2,108件となっております。前年と比較い
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たしますと29％の増加となります。 

 この警戒出動件数には、火災報知機の発報、油

漏えいの処理、たき火等焼却行為が延焼拡大する

おそれがあるもの、これに救急支援活動も含まれ

るわけです。 

 御質問の、この警戒出動の中で空き家に関する

出動についてはあっておりません。 

○松尾義幸議員 

 調査の結果はわかりました。 

 続けて質問をさせていただきます。 

 昨年11月中旬、つまり総選挙の直前に、空家等

対策の推進に関する特別措置法が衆議院、参議院

とも全会一致で可決をされて、この法案ができて

います。 

 その法律について、消防局として、特に空き家

に関することですので、防火、あるいは倒壊のお

それがある場合に、瓦が落下するとか、通行して

いた人たちに危険を及ぼすとか、そういう点も含

めてどのような対応を考えられておりますか、質

問いたします。 

○永石 理予防課長 

 空家等対策の推進に関する特別措置法について

のお尋ねです。 

 この空家等対策の推進に関する特別措置法は、

適切な管理が行われていない空き家等が防災、衛

生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を

及ぼしており、地域住民の生命、身体、財産の保

護、生活環境の保全、空き家等の活用のための対

応が必要なことから定められたものでございます。 

 この法律の中で、基本指針の策定がうたわれて

おりまして、現在、関係省庁で作成中と聞いてお

ります。 

 基本指針が示されましたら、空き家対策の推進

となり、消防といたしましても、空き家への火災

予防の観点から改善が見込まれると期待をしてお

ります。 

○松尾義幸議員 

 今、申し上げました空家等対策の推進に関する

特別措置法の中で、特定空き家というものがかな

り重視をされているわけですけれども、この特定

空き家について説明をお願いします。 

○永石 理予防課長 

 空家等対策の推進に関する特別措置法で定義さ

れております特定空き家とは、まず１つ目、倒壊

等著しく保安上危険となるおそれのある状態、２

つ目、著しく衛生上有害となるおそれのある状態、

３つ目、適切な管理が行われていないことにより

著しく景観を損なっている状態、４つ目、その他、

周辺の生活環境の保全を図るために、放置するこ

とが不適切である状態にある空き家等と、以上の

４項目が記載をされておるところです。 

○松尾義幸議員 

 特定空き家について、私が改めて申し上げたの

は、最初に申し上げられました特定空き家の定義

の中で、倒壊、あるいは著しく保安上危険となる

おそれがあるということなんですけれども、先ほ

ども申し上げましたけれども、倒壊することに

よって通行中の人に危害が及ぶとか、あるいは瓦

の落下によって通行人にけがをさせるとか、そう

いう視点から、つまり救急車が出動せざるを得な

いという事態にもつながっていくのではないかと

いうふうに考えておりますので、その点でどのよ

うに捉えられてあるのか、質問いたします。 

○永石 理予防課長 

 先ほども申し上げましたけれども、現在、関係

省庁で基本指針が作成中ということでございます。

基本指針が示されましたら、この基本指針の消防

に関する事項につきましては対応をしていきたい

と思っております。 

○松尾義幸議員 

 これまで木造建物の空き家調査の結果を聞いて

きたわけですけれども、佐賀中部広域連合の消防

局としては、各市町を通じて調査をされていると

思うんです。どのような手順で調査をされ、その

結果を自治体のどの部署に報告をされているのか、

質問いたします。 

○永石 理予防課長 

 空き家調査の手順と結果の報告についてのお尋

ねです。 

 空き家調査につきましては、各市町が持ってお

られますデータをいただく、または地元消防団の

情報をいただくというデータを寄せながら、そし
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て、消防職員の足、地元の区長さんたちのお手伝

いもいただきながら実施をしておるところでござ

います。 

 結果については、市町ごとにさまざまな部署が

担当をされておりますので、報告はしております。 

 小城市につきましては、環境課のほうに報告を

しておるところでございます。 

○松尾義幸議員 

 小城市の場合は環境課に報告をしているという

ことであるわけですけれども、ほかの自治体と違

うところもあると思いますけれども、環境課は景

観に関して一定の取り組みをしているわけですけ

れども、火災ということになりますと、小城市の

場合は総務課にあります消防交通係、ここが担当

しているわけです。４月からは防災対策課という

のが新たに設置されることになっているわけです

けれども、やはり私は環境課だけではなくて、消

防の立場からしますと、自治体で違うとは思いま

すけれども、消防を担当する部署へもこのデータ

は報告をして、そして、火災予防に役立てると、

そういう対応が必要ではないかと思うんです。そ

の点で質問します。 

○永石 理予防課長 

 これまでも関係機関と空き家調査の結果を共有

するため、市町の担当部局に報告をしてきたとこ

ろでございます。 

 火災予防だけではなく、防災という広い観点で

連携を図るために、今後も空き家調査の結果を報

告してまいりたいと思います。 

 議員がおっしゃられます防災対策課についても、

これは各市町に電子データで送りますので、共有

をしていただくようにお願いをしていきたいとい

うふうに思っております。 

○松尾義幸議員 

 ただいま答弁されましたように、環境の部門だ

けではなく、火災と私は申し上げましたけれども、

防災の点も含めて、その担当課にも伝わるように

電子データで報告をお願いします。 

 この質問の最後になってまいりますけれども、

私は以前、消防局の通信指令システムについて、

議会で説明をいただく機会がありました。そのと

きに、佐賀市の画面を出していただきまして、こ

こは緊急通報システムを設置しているとか、そう

いう表示があったわけですけれども、最近、空き

家が非常に増えて、火災上も十分な認識をしてお

かなければならないというふうになっている状況

のもとで、空き家の情報をこれだけ佐賀中部広域

圏内で2,834棟という戸数が出ているわけですけ

れども、この空き家を全てといいますか、あるい

は網羅している、そういう通信指令システムの

データの中に即時に空き家が出てくるという情報

になっていますか、質問いたします。 

○永石 理予防課長 

 空き家の情報についての御質問でございます。 

 消防が把握している空き家情報につきましては、

災害時の必要な支援情報の一つとしております。

指令システムの地図上にピンポイントで表示され

ることになっております。 

 したがいまして、消防車両動態管理システムの

ナビゲーションには、どこが空き家であるかは確

認できるようになっております。 

○松尾義幸議員 

 わかりました。そうしますと、私は小城市牛津

町柿樋瀬に住んでいるわけですけれども、私の近

所にも長年空き家になっているところが現実に存

在をいたします。その空き家について、空き家表

示がされておりますでしょうか、質問します。 

○永石 理予防課長 

 先ほども申し上げましたとおり、全ての管内の

空き家情報につきましては消防車両動態管理シス

テムにおいて表示をされております。松尾議員の

御自宅付近の空き家情報についても表示をされて

おります。 

○松尾義幸議員 

 わかりました。今、空き家調査の結果は消防司

令システムで確実に反映をされ、動いているとい

うことが私の近所の例でわかりましたので、この

質問をこれで終わって、次の質問に移らせていた

だきます。よろしいでしょうか。 

○山本義昭議長 

 はい、どうぞ。 

○松尾義幸議員 
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 ２問目の質問の一問一答は、認知症対策につい

てです。 

 認知症については、私、以前にも申し上げたこ

とがあると思うんですけれども、第６期事業計画

における高齢者等要望実態調査の調査時期や調査

方法について質問をいたします。 

○深町治応認定審査課長兼給付課長 

 議員の御質問にお答えいたします。 

 高齢者要望等実態調査につきましては、介護保

険事業計画を策定する際に、要介護者等の実態を

把握するために調査を行っているものです。 

 課題の抽出調査及びデータの分析手法等につき

ましては、国のモデル事業による調査結果を基本

にして、第６期介護保険事業計画に係る基礎情報

を得ることを目的として、本広域連合下において

統一内容で実施いたしました。 

 調査の実施に係る概要を申し上げます。 

 調査地域は、本広域連合を構成する４市１町で

す。 

 調査対象者は、要支援、要介護認定者を含む65

歳以上の高齢者で、調査票の配布数は１万 5,132

人です。 

 調査の基準日は平成25年10月１日で、10月１日

から同年11月30日までを調査期間といたしました。 

 調査方法は一般高齢者は郵送による配布、回収

を行い、在宅の要支援者は地域包括支援センター

職員が訪問調査を、そして、在宅の要介護者は介

護支援専門員が訪問による調査を行いました。ま

た、施設入所者は施設の職員が訪問調査を行って

おります。 

 回収結果ですけれども、１万 5,132人へ調査票

を配布し、有効回答数は9,978人で、有効回答率

は65.9％となっております。 

○松尾義幸議員 

 ただいまこの高齢者要望等実態調査概要報告書、

これについて質問をしたわけですけれども、この

中で、この第６期佐賀中部広域連合介護保険事業

計画の案のところにもその結果は出ているわけで

すけれども、介護、介助が必要になった原因は何

かという問いがなされています。これについて、

4,705人の方が回答されているわけですけど、そ

の原因となったものについて質問をいたします。 

○深町治応認定審査課長兼給付課長 

 お答えいたします。 

 介護が必要となった状態の方は 4,705人という

ことで御質問がありましたけれども、主な原因と

いたしましては、全体で見ますと、認知症が33.3％

で最も多く、続いて骨折、転倒が25.9％、脳卒中

が21.4％の順になっております。 

 性別では、男性が脳卒中、女性が認知症が最も

多くなっております。 

○松尾義幸議員 

 私が手元にしております事業計画案の、これは

第６期の第６回策定委員会の資料として私もいた

だきまして、見ているわけですけれども、16ペー

ジに介護、介助が必要になった原因の 4,705人の

データがここに述べられています。 

 先ほど深町課長から答弁いただきましたように、

私もこのデータを見て、実は驚いたんです。介護、

介助が必要になった原因の１番目に、認知症が数

字的には1,566人、33.3％と。その次が骨折、転

倒25.9％、脳卒中21.4％と、先ほど答弁の繰り返

しになりましたけれども、こういうことになって

いるわけですね。 

 認知症が、介護、介助が必要になった主な原因

の中で、女性の方は35.7％と最も高くなっている

わけです。 

 そうした点から、冒頭申し上げましたように、

介護を考えていく場合に、認知症のことについて

もっともっと認識を深めなければいけないのでは

ないかということで私は考えまして、この場に質

問に立っているわけです。 

 そうしますと、この実態調査では認知症につい

てどのように捉えられておりますか。調査結果に

基づいて説明をお願いします。 

○深町治応認定審査課長兼給付課長 

 お答えいたします。 

 認知に関する調査分析は、基本チェックリスト

の項目を利用し、評価を行っております。 

 該当者割合を性別で見ますと、男性が52.7％、

女性が60.4％となっております。 

 また、認定状況別では、要介護者が89.9％と最



佐賀中部広域連合 平成27年２月定例会 ２月17日（火） 

 

 

- 42 - 

も高く、次いで要支援者が61.5％、二次予防対象

者が46％、一般高齢者が24.4％と認定状況に応じ

た割合となっております。 

○松尾義幸議員 

 先ほど第６期に向けて認知症対策の対応につい

て報告があっておりました。 

 つまり認知症初期集中支援チームの設置、認知

症地域支援推進委員の設置、ここにはその他、認

知症施策の推進に係る事業と、こういうふうにあ

るわけですけれども、これをこの第６期の計画で

いきますと、第６期は準備期間として、つまり平

成27年度から29年度までですね。それから第７期

になって、平成30年度から事業を実施するという

ふうな計画書になっているわけですけれども、そ

こで、この認知機能障がい程度、ＣＰＳについて、

レベルが１から６まであるわけですけれども、こ

のことについてどのようになっているのか、質問

をいたします。 

○深町治応認定審査課長兼給付課長 

 お答えいたします。 

 認知症の程度をはかる基準には、いろいろな指

標があります。介護保険制度では、要介護認定時

における日常生活自立度がありますが、認知症機

能障がい程度というものは、オレンジプラン等に

も出てくる指標の一つになっております。 

 認知症機能障がい程度は、理解力、判断力、計

算力、見当識などの認知機能に、どの程度の障が

いが見られるかを判断するものです。 

 「５分前のことを思い出せますか」や「食事を

する、衣類を選ぶなど、その日の活動を自分で判

断できるか」など、日常生活や社会活動などに関

する設問に回答してもらい、障がいなしの０レベ

ルから最重度の障がいがある６レベルまでの７段

階で評価されます。 

○松尾義幸議員 

 今、答弁をいただいたわけですけれども、認知

機能障がい程度、ＣＰＳについて、このことで調

査がされているわけですけれども、包括支援セン

ターが22の地域に設置をされています。 

 その圏域内で、認定、いわゆる認知症の程度が

高いというふうな状況になっている地域を説明し

てください。 

○深町治応認定審査課長兼給付課長 

 認知症機能障がい程度の調査評価を域内22の圏

域別で見ますと、該当者割合が最も高い圏域は金

泉で50.4％、次いで川副と小城南が50.1％となっ

ております。 

○松尾義幸議員 

 先ほども申し上げましたように、私は小城市牛

津町に住んでおります。包括支援センターの地域

でいいますと小城南ということになるわけですけ

れども、先ほどの答弁でいきますと、金泉50.4％、

川副50.1％、同じく小城南50.1％ということで、

22圏内の中でも認知の度合いが高いという地域の

一つに入る地域に私は住んでいるわけです。 

 そういう点からも、改めてこの認知症について

認識を改めなければいけないというふうに私はこ

の第１回の策定委員会のとき、この資料を送って

きまして、かなり詳しく見てみました。そこで私

自身、少しショックだったわけです。 

 そういう点からしますと、小城北はどういう数

値になっていますか。 

○深町治応認定審査課長兼給付課長 

 小城北の該当者割合は45.3％となっております。 

○松尾義幸議員 

 やはり同じ市の中でも一定数値は違うというふ

うに思うわけですけれども、そこで、次の質問で

すが、認知症になりにくくする、あるいはなりに

くい対策について、どのような取り組みを考えら

れておりますか。 

 私は以前の質問の際、マージャン教室を佐賀市

の一部の地域でされているということを申し上げ

ました。それから、別の例で、施設においてト

レーニングをすることによって認知症対策に結び

つくんではないかということで、一つの施設の例

を申し上げたことがあるわけですけれども、どう

いう対策を考えておられるか、質問いたします。 

○深町治応認定審査課長兼給付課長 

 議員御質問のとおり、認知症は高齢者が要介護

状態となる原因疾患として高い割合を示しており

ます。そして、認知症は、運動や食事など毎日の

生活習慣に気を配ることで発症や進行をおくらせ
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ることが期待されております。また、軽度の段階

での早期受診、早期診断、早期治療が重要となり

ます。 

 このことから、本広域連合では、各構成市町の

介護予防事業におきまして、認知症予防教室や物

忘れ相談室、認知症サポーター養成講座などを実

施いたしております。 

 また、認知症予防のための生活習慣に関するパ

ンフレットの配布や、介護予防講演会において認

知症をテーマとした講演などを実施し、高齢者は

もとより、広く地域住民の方へ認知症に関する知

識や理解の普及啓発に努めております。 

○松尾義幸議員 

 具体的な点で質問をいたします。 

 小城市では見守りキーホルダー事業に取り組ん

でいます。キーホルダーというのは、私は現物は

持ってきておりませんけど、自分の車の鍵ですけ

れども、ここにデータが入っておりまして、ここ

に冊子がございます。こういうものです。キーホ

ルダーに、これは例ですから、「０００」と番号

が打ってありますけれども、これに「００１」と

打ちますと、そこに情報が入るわけです。私はた

またま「００１」の若年認知症の方の情報の第一

通報者といいますか、そういうものになっている

わけですよ。 

 そこで、小城市では北部包括支援センターでこ

の取り組みが始まったわけですけれども、少しず

つ進み始めています。そこで、私はこの見守り

キーホルダーについて、改めてこの取り組みを中

部広域連合管内にも進めたらどうかというふうに

思っております。 

 小城市の例ですと、約２年ほど前からやってい

ると思いますけれども、92人が北部包括支援セン

ターのほうで登録をしておるという状況です。 

 以上、質問いたします。 

○深町治応認定審査課長兼給付課長 

 小城市で実施されております見守りキーホル

ダーについて広域連合構成市町に広められたらい

かがかというお尋ねですけれども、このことにつ

きましては、構成市町におきましては、それぞれ

の市町が地域の特性に応じました、地域の実情に

応じました認知症の予防事業を実施されておりま

す。一律に連合構成市町のほうにお勧めしていく

ことについては、なかなか難しいのではないかと

思っております。 

 しかしながら、この小城市のキーホルダー事業

の取り組みにつきましては、構成市町のほうに事

例として御紹介をさせていただきたいと思います。 

○松尾義幸議員 

 私はこのキーホルダーについて、自分がその登

録に関係したからこれを進めたがいいというふう

な視点で言っているわけじゃないわけです。 

 やはり今は認知症の方が出歩いても、みんなで

支えられるようなまちづくりというのが求められ

ているわけですけれども、その一つになりはせん

かというふうに思うわけです。 

 私は以前に、愛知県の豊橋市に行きまして、そ

のときにこの見守りキーホルダーについて関心が

ありましたので、お聞きしたところ、ここにネッ

クレスを持ってきておりますけれども、地域包括

支援センターケアコープ豊橋というところが、こ

のネックレスを使っていたと。議長の許可を得ず

に出して申しわけございません。ここに入れとっ

たもので、よろしくお願いします。 

 そういうことで、そういう方法もあるわけです

ね。そうした観点から、私はこのキーホルダーの

事業が適切ではないかというふうに思っているわ

けです。 

 そこで、他の市町で特徴的な見守り事業の実施

状況等ありましたら、紹介をしていただけません

か。 

○深町治応認定審査課長兼給付課長 

 構成市町の中で、それぞれ事業をやっていただ

いておりますけれども、事例としまして佐賀市の

事例を御紹介させていただきたいと思います。 

 佐賀市の各地域包括支援センターにおきまして

は、高齢者見守りネットワーク事業を実施されて

おります。 

 これにつきましては、地域全体で高齢者を見守

るために、警察署や消防署などの協力機関、地域

の関係団体、そして、地域の医療機関、薬局、理

美容室、新聞販売店、郵便局など、協力事業者と
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して登録していただいている事業です。 

 協力事業者等が地域において気になる高齢者を

見つけた場合にセンターに連絡していただき、連

絡を受けたセンターが訪問等により高齢者の状況

を確認するシステムとなっております。 

○松尾義幸議員 

 最後の質問になります。 

 私はできるだけ策定委員会を傍聴しようと思っ

ているわけですけど、会議が重なりますと傍聴も

できませんので、議事録を見たりしているわけで

すけれども、第６回策定委員会は参加をしており

ません。 

 そこで、第６回策定委員会の議事録をホーム

ページで見たところ、認知症になっても安心して

暮らせるようなまちづくりが必要だということで、

小城市から出ておられる委員から最後の策定委員

会で出されておりました。 

 それを見まして、テレビ等では大牟田の例を筆

頭にいろいろ放映をされているわけですけれども、

佐賀中部広域連合として、今申し上げましたよう

に、認知症になっても安心して暮らせると、そう

いうまちづくりについてどのような考えを持って

おられるのか、質問をいたします。 

○深町治応認定審査課長兼給付課長 

 本広域連合におきましては、認知症サポーター

養成など、地域の認知症理解の促進に努めており

ます。 

 また、認知症高齢者が住みなれた地域において

安心して暮らしていただけるように、地域包括支

援センターを核として、医療機関や福祉、介護

サービスの提供等を行う関係機関との連携を図り、

地域における認知症高齢者やその家族を支援する

体制づくりに努めております。 

 各センターでは、地域ケア会議を開催いたして

おります。この会議自体は、個別の事例を検討す

るものでありますけれども、事例検討を通しまし

て、認知症高齢者を近所の住民が見守るきっかけ

となった事例もあります。 

 このような取り組みの積み重ねが高齢者に優し

いまちづくりにもつながるものだと考えておりま

す。 

 厚生労働省は、警察庁、金融庁、消費者庁、法

務省、文部科学省など、関係府省庁と共同して策

定した認知症施策推進総合戦略、いわゆる新オレ

ンジプランをことし１月に公表いたしております。

この新オレンジプランは、平成24年９月に公表さ

れました認知症施策推進５か年計画、いわゆるオ

レンジプランの改訂版として策定されたものです。 

 新プランの基本的な考え方は、認知症の人の意

思が尊重され、できる限り住みなれた地域のよい

環境で自分らしく暮らし続けることができる社会

の実現を目指すものです。 

 対象期間は、いわゆる団塊の世代が75歳以上と

なります2025年までとなっております。７つの柱

に沿って施策を総合的に推進していくものとなっ

ております。 

 認知症高齢者に優しい地域の実現には、国を挙

げた取り組みが必要であり、関係省庁の連携はも

とより、行政だけでなく、民間セクターや地域住

民など、さまざまな主体がそれぞれの役割を果た

していくことが求められております。このため、

現在の具体的な事業実施はオレンジプランをベー

スといたしておりますが、これからの事業検討は

新オレンジプランをベースとすることになります。 

 現時点では各施策に関する実施主体や事業実施

に関する財源など詳細は示されておりませんが、

本広域連合といたしましても、県や構成市町と連

携し、介護保険者として担う役割を果たせるよう

努めていきたいと考えております。 

○松尾義幸議員 

 これをもちまして、空き家についてと認知症に

ついての質問を終わらせていただきます。 

○野副芳昭議員 

 神埼市の野副です。通告をしていました２項目

について質問をさせていただきます。 

 まず、介護保険関係であります。 

 2015年度から社会保障費抑制のため介護報酬が

引き下げられますが、介護報酬改正の要点、ポイ

ントは何なのか。引き下げられることによって、

事業者や利用者、介護職員にもたらされるさまざ

まな問題について質問をします。 

 続いて、ドクターヘリについて質問します。 
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 重要な空の救急として、2001年、厚生労働省が

導入を進めてきた救急医療用ヘリコプター、通称

ドクターヘリが運航開始をしています。安全運航

をして、全国で約10万人を達成したそうでありま

す。それは、運航会社や医療機関、消防など、関

係者の方々の努力の結果だというふうに聞いてお

ります。 

 我が神埼市千代田町内でも昨年、2014年、農作

業中にコンバインに腕が巻き込まれ、午前、午後

と１日に２回出動していただき、驚きと緊急対応

で救命された消防署に感謝いたした次第でありま

す。 

 そのような中で、佐賀県のドクターヘリの運航

開始はいつごろなのか。佐賀県での出動回数は消

防本部別にどのようになっているのか。運航時間

と夜間時の格納はどうしておられるのか。また、

このような緊急を要する事故に対応するドクター

ヘリの救命率と、より多くの人にドクターヘリの

現状を知っていただくための広報活動はどうなっ

ているのか、質問いたします。 

 あとは一問一答にて質問します。よろしくお願

いします。 

○廣重和也副局長兼総務課長兼業務課長 

 介護報酬改定の概要について御説明いたします。 

 介護報酬改定に係る基本的な考え方は、2025年

に向けて、医療、介護、予防、住まい、生活支援

が包括的に確保される地域包括ケアシステムの構

築を実現していくため、平成26年度制度改正の趣

旨を踏まえ、第１に、中重度の要介護者や認知症

高齢者への対応のさらなる強化。第２に、介護人

材確保対策の推進。第３に、サービス評価の適正

化と効率的なサービス提供体制の構築といった基

本的な考えに基づいて見直しを行うこととされて

おります。 

 まず、第１の中重度の要介護者や認知症高齢者

への対応のさらなる強化につきましては、次の４

点上げられております。 

 まず、地域包括ケアシステムの構築に向けた対

応として、在宅生活支援サービスの充実を図るこ

ととされており、特に、中重度の要介護状態と

なっても在宅生活を継続できるよう、定期巡回・

随時対応型など、一体的にサービスを組み合わせ

て提供する包括報酬サービスの機能強化等を図る

こととしております。 

 次に、活動と参加に焦点を当てたリハビリテー

ションの推進として、リハビリテーションマネジ

メントの充実などを図ることとされております。 

 次に、看取り期における対応の充実として、施

設等における本人、家族、サービス提供者との十

分な意思疎通を促進する取り組みを評価すること

とされております。 

 最後に、口腔・栄養管理に係る取り組みの充実

として、多職種による支援の充実を図ることとさ

れております。 

 第２の介護人材確保対策の推進につきましては、

介護職員処遇改善加算のさらなる充実とサービス

体制提供強化加算の拡大を図ることとされており

ます。 

 第３のサービス評価の適正化と効率的なサービ

ス提供体制の構築については、各サービス提供の

実態を踏まえた必要な適正化を図るとともに、

サービスの効果的、効率的な提供を推進するとし

ております。 

 これらの方向性に基づき、介護職員の処遇改善、

物価の動向、介護事業者の経営状況を踏まえた上

で、改定率は全体で2.27％引き下げとなっており

ます。 

 この内訳といたしまして、処遇改善に係る部分

はプラス1.65％、加算等の介護サービスの充実と

してプラス0.56％、その他としてマイナス4.48％

となっております。 

○野田登美男消防副局長兼消防課長 

 佐賀県が所管するドクターヘリの運航開始及び

出動要請状況についてお答えします。 

 平成26年１月17日から佐賀県ドクターヘリの運

航が開始されました。 

 運航時間は、原則として午前８時30分から日没

30分前までとなっております。 

 運航体制としましては、佐賀大学医学部附属病

院救命救急センターを基地病院とし、また、佐賀

県医療センター好生館救命救急センターを連携病

院として運航が実施されております。 
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 ドクターヘリの待機場所につきましても、毎週

日曜日から木曜日が佐賀大学医学部附属病院から

の出動、金曜日と土曜日が佐賀県医療センター好

生館からの出動となっております。 

 なお、運航終了後には佐賀大学医学部附属病院

の地上ヘリ格納庫に収納されております。 

 出動要請状況につきましては、運航開始から平

成26年12月31日までに佐賀県内各消防本部が佐賀

県ドクターヘリを要請した件数は320件でした。 

 ちなみに、消防本部別に見ますと、佐賀広域消

防局は72件であり、杵藤地区広域市町村圏組合消

防本部は 123件、唐津市消防本部は 69件、伊万

里・有田消防本部は36件、鳥栖・三養基地区消防

事務組合消防本部は20件要請しています。 

 佐賀広域消防局の構成市町別における要請件数

につきましては、佐賀市28件、多久市13件、小城

市４件、神埼市17件、吉野ヶ里町10件でした。 

 続きまして、ドクターヘリによる救命率の向上

についてお答えいたします。 

 本局救急隊が佐賀県ドクターヘリと同時出動し、

救急隊が佐賀県ドクターヘリへ収容した患者を見

てみますと、運航開始から平成26年12月31日まで

に52名であり、このうちドクターヘリの搬送先病

院から回答があった初診時傷病程度の割合は、軽

症が３名で６％、中等症が27名で52％、重症が21

名で40％、回答待ちが１名という結果でした。ド

クターヘリで搬送された患者で初診時に亡くなら

れた方はいなかったという結果が出ております。 

 ドクターヘリは佐賀県内全域を 15分以内でカ

バーできる機動性を持ち、いち早く患者に救命医

療を行い、短時間で病院へ搬送することができる

ことから、救急車による搬送よりも明らかに救命

率が高いと考えられます。 

 次に、佐賀県ドクターヘリ運航に伴う広報活動

についてお答えいたします。 

 佐賀県ドクターヘリは佐賀県の所管となってお

ります。 

 佐賀県のホームページにおいて、「ドクターヘ

リ運航開始のお知らせ」や「ドクターヘリの概

要」、また、県民に向けての「ドクターヘリに関

するＱ＆Ａ」が掲載されております。 

○山本義昭議長 

 これより休憩いたしますが、本会議は午後２時

55分に予鈴いたします。 

 しばらく休憩いたします。 

          午後２時45分 休 憩   
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○山本義昭議長 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 広域連合一般に対する質問を続行いたします。 

○野副芳昭議員 

 休憩の後の質問ということで、ちょっと中身を

少し精査しておりました。 

 そこで、介護報酬の削減ということで、特別養

護老人ホームにちょっとこだわりたいというふう

に思っておりますが、この特別養護老人ホームの

利益が高かったということで、基本料金──基本

的な料金を引き下げることが一応決められたわけ

でありますが、この特別養護老人ホームの基本料

金がどれぐらい下がるのか。 

 その上にまた、多床室のほうにおいては、８月

からさらに引き下げられる内容がありますが、そ

こら辺をお尋ねいたします。 

○廣重和也副局長兼総務課長兼業務課長 

 特別養護老人ホームにおける介護報酬改定は、

基本的な考え方に加えまして、特別養護老人ホー

ムを経営する社会福祉法人については、内部留保

の状況を踏まえた適正化という観点で介護報酬が

改定されております。 

 平成27年４月からの改定分は、御質問の多床室

につきましては、１日当たりの報酬単価で平均

5.87％の減となっております。 

 次に、今回の改正により引き上げられた主な加

算について、その内容を御説明いたしたいと思い

ます。 

 看取り介護加算は、死亡日以前４日以上30日以

下の間の１日当たり80単位から144単位となりま

す。 

 次に、日常生活継続支援加算は、算定要件の見

直しを行うとともに、１日当たり23単位から、従

来型施設の場合36単位、ユニット型の場合は46単

位にそれぞれ改定されております。 

 そのほかにも、経口移行加算と経口維持加算及

び療養食加算の算定方法の変更、評価の見直し、

サービス提供強化加算の加算区分の創設などがあ

ります。 

 次に、平成27年８月からの改定でございますが、

１日当たりの報酬単価で平均6.45％の減となり、

要介護１から５まで全て47単位の減となっており

ます。これは現在、特別養護老人ホームが事実上

の生活の場として選択されていることを踏まえ、

在宅で生活する人との均衡を図るため、現在、多

床室の介護報酬に室料相当分が含まれております

が、平成27年８月からは除かれます。そして、新

たに多床室について、利用者に室料相当分の負担

を求めることとなります。しかし、これは一定以

上の所得者に限られており、利用者負担第１段階

から第３段階までの方については、補足給付の支

給によって負担を増加させないものとされており

ます。このため、住民税課税世帯の方だけ室料を

負担することになります。 

 なお、従来型個室やユニット型個室の利用者に

ついては、既に室料相当分は利用者が負担をして

おります。 

○野副芳昭議員 

 ありがとうございました。 

 特別養護老人ホームにおいて、介護５の方です

ね、重度の方ですけれども、この方の場合に、夜

勤職員を手厚くし配置した定員80人の施設に対し

ては、簡単に言えば今現在３万 3,000円の介護

サービス費がかかっておるわけですね。３万3,000

円が今回の引き下げによって２万 9,670円になる

わけです。これは実質的には 630円の割引と、報

酬が下がるというふうなことになります。また、

８月になると、この３万300円が２万8,170円、実

質的には2,130円の低下というふうになって、特

別養護老人ホームにおいては収入がマイナスにな

るというふうな形になるわけですね。 

 そこで、この特別養護老人ホームの中には多く

の事業所が減収になりはしないかというふうな懸

念を持っているわけです。この事業所の減収に

よって人員が確保できないとかサービスの低下に

つながりはしないかというふうなことを思ってい

るんですが、そこら辺をお尋ねいたします。 

○廣重和也副局長兼総務課長兼業務課長 

 今回の介護報酬改定の方向といたしまして、介

護人材確保対策の推進が掲げられております。今

後も増大する介護ニーズへの対応や質の高い介護

サービスを確保するものとされております。 
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 これは、介護人材は地域包括ケアシステムの構

築に向けた不可欠な社会資源で、その確保は重要

な課題であります。 

 また、将来的なマンパワー減少を見据え、質の

高い人材を確保するとともに、効果的かつ効率的

に配置するという観点も重要とされております。 

 さらに、サービス評価の適正化と効率的なサー

ビス提供体制の構築という観点から、介護保険制

度の持続可能性を高めるため、各サービス提供の

実態を踏まえた必要な適正化を図るとともに、

サービスの効果的、効率的な提供を推進するもの

としております。 

 このため、介護報酬改定では、基本報酬の引き

下げが目立ちますが、加算の新たな創設や見直し

が行われており、また、事業所の運営費用の多く

を占める人件費につきましても、人員基準の緩和

などが行われております。 

 今回の介護報酬改定を含めた介護保険制度改正

においては、そういった着眼点によって行われて

おりますので、人員不足の問題とか質の低下など

により事業所のサービス低下につながるものでは

ないと考えております。 

○野副芳昭議員 

 質の低下とか人員不足にはつながらないという

ふうなことでございますが、事業所にしてみれば、

やはり収入が減るということは何かを削減しなく

てはその事業母体自体が成り立っていかないとい

うふうな考え方は持っておられると思うんですね。 

 今回の改定の中においては、報酬の引き下げに

よって加算をいろいろな面でつけてあります。そ

の加算のとり方によって、利用者の負担とか、事

業所の中身とか、介護職員の手当が考えられてあ

りますが、その中で、特別養護老人ホームの多床

室の中身についてちょっと言いますと、相部屋で

すね、多床室の場合。先ほど言いましたように、

今現在支払っておられる方の大まかなものを言い

ますと、介護サービス費、これは３万 300円、こ

れに光熱水費、これが 9,600円、それと、食費が

４万1,400円、合計の８万1,300円が今現在かかっ

ているような状態なんですよ。そして、今回、平

成27年８月からの利用者負担はどうなるのかとい

うようなことを考えた場合、先ほど言いましたよ

うに、介護サービス費が、８月からですから３万

300円から２万8,170円になり、2,130円下がりま

す。そして、光熱費、これが現行は 9,600円だっ

たんですよね。それが１万1,100円になるわけで

す。これは1,500円プラスになります。それと、

食費は変わりません。同じく４万 1,400円のまま

です。これに部屋代がつくわけですよ、部屋代が。

１万4,100円がつきます。そうなると、利用者負

担の合計金額は９万4,770円になるわけですね。

今まで８万1,300円やったのが９万4,770円に、１

万3,470円支払いを多くしなくてはならんごとな

るわけですよ。 

 もちろんこれは、先ほど副局長が言われました

ように、第１段階の方を除いてというふうなこと

になりますけれども、こういうふうな状態で、部

屋代が高くなる、光熱水費が上がるというふうな

ことで、介護者負担は高くなるんですね。ここら

辺がこの難しいところなんです。今度の介護保険

の改定で、引き下げ、引き下げと言っておられま

すが、何かを引き下げる反面、利用者には高くな

るところもあるわけです。これは加算によってそ

ういうふうな仕組みが今度組まれてあるわけです

ね。 

 そこで、こういうふうな状態の中において、

サービス事業者の事業経営は成り立っていくのか、

お尋ねしたいというふうに思います。 

○廣重和也副局長兼総務課長兼業務課長 

 さきに申し上げましたとおり、今回の４月の報

酬改定では、基本報酬は引き下げとなっておりま

すが、加算の新たな創設や見直しが行われており、

また、事業所の運営費用の多くを占める人件費に

つきましても、人員基準の緩和などが行われてお

ります。 

 また、８月の報酬改定では、特別養護老人ホー

ムの多床室に係る基本報酬の引き下げにより、事

業所は収入源となります。しかしながら、その相

当額は、補足給付の増額、または本人からの室料

受領で補われますので、収入の総合計というのは

変わらないものとなります。 

 ４月の報酬改定は全体的に引き下げとなってお



佐賀中部広域連合 平成27年２月定例会 ２月17日（火） 

 

 

- 50 - 

りますので、事業所の総収入というのは下がる可

能性はございますが、国が考えた報酬改定では、

事業所の収支比率なども勘案して行われておりま

す。 

 個別の事業所運営では、加算の仕組みや利用者

の利用状況などもありますので、事業所の経営努

力などを考えますと一概には言えません。制度的

には、国の考え方は事業所経営が成り立っていく

ことを前提として報酬改定はなされているものと

私どもは考えております。 

○野副芳昭議員 

 ぜひ事業者の立場になって物も考えていかなく

てはいかんというふうなことを思うんですね。も

ちろん儲けにばかり走っても、またいけませんけ

れども、まずはサービスの低下につながらないよ

うにお願いしたいというふうに思います。 

 そこで、先ほど言いましたように、現行よりも

利用者負担は高くなるように私は思うんですが、

そこら辺は利用者の負担はどうなるのか、お尋ね

したいというふうに思います。 

○廣重和也副局長兼総務課長兼業務課長 

 特別養護老人ホームの多床室の利用者につきま

しては、介護保険給付の利用料が下がることにな

ります。ただし、事業所に支払う総費用は、議員

が言われるとおり、住民税課税世帯の方は上がる

ことになります。 

 利用者は、介護保険給付の自己負担額１割、そ

れから、居住費、食費、その他の実費を事業者に

支払います。 

 特別養護老人ホームの多床室につきましては、

これまでの居住費が介護報酬に組み込まれており

ました。これが８月から利用者負担となります。

ただし、低所得者を支える多床室と、こういう御

指摘もあることを踏まえまして、低所得者に配慮

する観点から、利用者負担、これは第１段階から

第３段階までの方については補足給付を支給する

と。これによりまして、利用者負担を増加させな

い仕組みとなっております。 

 この結果、住民税の課税世帯に属さない方は利

用者負担の増はないものと考えております。 

○野副芳昭議員 

 今、副局長が言われたように、多床室のほうは

利用者の負担が少なくて済むような形に持ってい

きたいというふうなことで理解できましたけれど

も、それでは、部屋の中においてはユニット型個

室もあると思うんですが、要介護５の方のユニッ

ト型個室はどうなるのか、お尋ねしたいというふ

うに思います。 

○廣重和也副局長兼総務課長兼業務課長 

 ユニット型個室の単価改定の状況について御説

明いたします。 

 ４月の報酬改定によりまして、１日当たりの報

酬単価は平均5.64％の減となっております。 

 参考に申しますと、平成17年10月の介護保険法

の改正によりまして、ユニット型個室の室料につ

きましては既に見直しが行われており、利用者負

担となっております。多床室とは異なりまして、

８月の改正というのは行われません。 

○野副芳昭議員 

 改正は行われないというふうなことであります

が、新聞の中に載っていた分をちょっと言います

と、これも比較をしています。現在、報酬引き下

げの前は３万 1,530円、これが引き下げによって

３万720円になるということで、個室の場合は810

円引き下げられるというふうなことが言われてお

りました。ここら辺は、先ほども言いましたよう

に、引き下げによって特別養護老人ホームの基本

的な料金が引き下がるということの中身になるの

かなというふうに思います。 

 そして次、介護報酬改定の要点といたしまして、

認知症、中重度向けサービスの充実というふうな

ことで質問に入りたいと思いますが、利用者から

見ると、施設サービス料金は下がるということな

んですが、介護の必要性が高い中重度、また、認

知症の人が介護サービスを使う場合は加算によっ

て利用料が上がるケースもあるわけですね。そこ

ら辺の数的なものを具体的に教えてください。お

尋ねします。 

○廣重和也副局長兼総務課長兼業務課長 

 中重度の認知症向けの加算ということでござい

ますが、小規模多機能型について、それで御説明

したいと思います。 
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 小規模多機能型居宅介護は、日額ではなく月額

の包括報酬というふうになっております。その１

割が利用者負担となります。 

 加算につきましては、包括報酬外となり、加算

相当分についても、その１割が利用者が負担する

ことになります。 

 今回の改正で、中重度の要介護者や認知症高齢

者への対応のさらなる強化といたしまして、次の

加算が創設をされております。 

 １つは、訪問サービスの強化として、訪問体制

強化加算、それから、介護看取り期における評価

の充実として、看取り連携体制加算、最後に、利

用者が在宅での生活を無理なく継続できるよう積

極的な連携体制整備に係る評価として、総合マネ

ジメント体制強化加算があります。 

 ほかにも、小規模多機能型居宅介護の加算につ

いては、看護職員配置加算、サービス提供体制強

化加算や介護職員処遇改善加算の見直しが行われ

ております。 

○野副芳昭議員 

 加算がいろいろつけ加えられて、この加算に対

する報酬というのがなかなか中身がわかりにくい

んですね。 

 それで、先ほど言われました訪問強化加算、こ

れが内容は、１カ月の訪問回数が 200回以上なら

ば事業者に１カ月１万円加算をするというような

ことになっておるわけです。この場合、もちろん

利用者さんは加算であっても１万円の１割負担は

しなくてはなりません。これは１割負担は原則で

す。 

 それと、さっき言われました看取り連携加算、

これは自宅での看取りの体制を整えるということ

で、看護師と連携体制を24時間確保していた場合、

事業者に１日640円加算をしますというようなこ

とになっております。これももちろん１割負担に

なります。 

 それと同時に、先ほど言いました小規模多機能

型の利用定員の上限も引き上げられております。

今まで25人が29人、通いの15人が18人ということ

に引き上げになっております。 

 ただ、問題は、加算はそういうふうになってお

りますが、基本的な料金、これは全てが引き下げ

になっております、要支援１から要介護５まで。

これは現行と比べると、要支援１は 1,095円、要

支援２、1,170円、要介護１、1,185円、要介護２、

1,265円、要介護３、1,377円、要介護４、1,415

円、要介護５、1,456円と、全ての部屋が月の基

本料金が下がっております。これは利用者にとっ

てはとてもいいことだというふうに思うんですね。 

 そこで、利用者さんにとっては加算によって上

がる場合が出てくるとさっきも言いましたけれど

も、もちろん全体に対しての報酬は下がるかもわ

かりませんが、加算によって上がるというふうな

ことをしっかり利用者さん、もしくは事業者のほ

うに訴えなくてはいかんわけですね。ここら辺が

一番わかりにくいところなんです。私たちさえ

ちょっと難しいところがありますので、ここら辺

をよく理解しておかんと、安うなると言いよった

ばってん、高うなったやなかかいというふうなこ

とがありますので、よろしくお願いしておきたい

と思います。 

 続きまして、介護職員に対する質問に入りたい

と思いますが、ちょっと済みません、その中で、

介護報酬が引き下げられるが、サービス事業者の

経営が厳しくなるのに、介護職員に対する処遇改

善のための加算は上がるというふうなことになっ

ておりますが、その仕組み等をお尋ねいたします。 

○廣重和也副局長兼総務課長兼業務課長 

 最初に、介護職員処遇改善加算について、平成

27年度介護報酬改定により示されました基本的な

考え方について御説明いたします。 

 この加算につきましては、介護職員の処遇改善

が後退しないよう、現行の加算の仕組みは維持し

つつ、さらなる資質向上の取り組み、雇用管理の

改善、労働環境改善の取り組みを進める事業所を

対象として、さらなる上乗せ評価を行うための区

分を創設するというものでございます。 

 介護職員の処遇を含む労働条件につきましては、

本来、労使間において自律的に決定すべきもので

ございます。他方、介護人材の安定的確保及び資

質の向上を図るためには、給与水準の向上を含め

た処遇改善が確実かつ継続的に講じられることが
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必要であります。 

 平成24年度介護報酬改定におきましても、この

ような考え方のもとで、例外的かつ経過的な取り

扱いとして設けられましたが、賃金体系等の人事

制度の整備等について、依然として改善の余地が

あるということにより引き続くことになりました。 

 なお、対象サービスの変更はあっておりません。 

 次に、加算の算定要件につきましては、第５期

から引き続き、処遇改善の計画書の作成・提出、

実績報告の提出や職員周知などがあります。 

○野副芳昭議員 

 今、言われたように、加算についてはいろいろ

な仕組みがあるわけですね。先ほどのもの以外に

も、介護職員の資格、勤続年数による賃金体系を

定める、それとか研修などの機会を設ける、出産、

子育て支援の強化、賃金以外の待遇改善を行う、

この中の３条件を満たせば現在の２倍程度の加算

が支給されるとか、デイサービスの中においては、

加算のポイントの中には、今まで12時間が14時間、

訪問介護は20分未満の利用がしやすくなったとか、

いろんな面で加算の中身が入っております。グ

ループホームにおいては夜間の宿直職員が増え、

安心してできるようにというふうなことも含まれ

ておりますので、こういうふうな介護職員の待遇

には十分に注意されながら処遇改善を行っていた

だきたいというふうに思っております。 

 それと同時に、介護職員の処遇改善のため、介

護報酬の引き下げで、先ほど言いましたように、

施設に入るお金は減りますが、現場で働く職員に

はお金を増やせると厚生労働省は試算しておりま

すが、国が直接職員の賃金を払うわけではありま

せん。介護職員の賃金はどのようにして上がるの

か、その点についてどのように反映できるのか、

そこら辺をお尋ねします。 

○廣重和也副局長兼総務課長兼業務課長 

 介護職員処遇改善加算は、介護職員処遇改善計

画書を添付した介護処遇改善加算届出書を事前に

提出することになっております。 

 また、各事業年度ごとに指定権者である佐賀中

部広域連合に対して、処遇改善の内容や期間を記

載した介護職員改善実績報告書を提出することと

されております。 

 また、介護職員処遇改善加算を算定する事業所

が算定要件を満たさなくなった場合や虚偽、また

は不正により加算を受けた場合は、既に支給され

た加算の一部、もしくは全部を不正受給として返

還させること、または加算を取り消すことができ

るとされております。 

 このことによりまして、他の加算とは違って実

績報告書の提出や加算の停止の措置が講じられて

いるため、適切に介護職員に対して反映されてい

るものと考えております。 

○野副芳昭議員 

 今度の改定によって加算が上乗せされるわけで

すね。いろんな加算がありますけど、まだいろん

な加算が追加されておりますが、この加算の上乗

せ分については、全て賃金に使うよう施設側に義

務づけてあるわけです。ただ、お金が確実に職員

の手元に渡っていかんといかぬわけですね。先ほ

ど副局長が言われましたように、これはちゃんと

広域連合のほうで調べますので、間違いはありま

せんよというふうなことでできますので、そこら

辺は全ての介護職員の方に加算の分が行くように

お願いしたい。ただ、そこの事業所がその加算分

をするかしないかはそこの事業所の判断になって

きますので、そこら辺が不透明なところでもある

わけです。 

 今回、介護職員には１万2,000円程度上がると

いうふうなことも入っております。そこで、事業

所、利用者、介護職員等において、まず、サービ

ス事業所があってこそ介護保険事業も成り立って

いるというふうに思うわけです。また、こういう

ふうな複雑な中身ですので、サービス事業者への

丁寧な指導と利用者へのわかりやすい説明等を

行っていただき、また、介護職員の賃金アップに

つながる処遇についてサービス事業者への説明を

どのような形で行われるのか、お尋ねいたします。 

○廣重和也副局長兼総務課長兼業務課長 

 改正内容の周知につきましては、社会保障審議

会資料が公表されたときに、佐賀中部広域連合の

ホームページに新着情報として掲載をし、管内事

業所に対し、ホームページに掲載していることを
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お知らせしております。 

 事業者に対しましては、３月上旬に佐賀県と保

険者合同で制度改正説明会を開催する予定であり

ます。 

 また、利用者への説明にはサービス利用が前提

となりますので、ケアマネジャーが改正内容につ

いて熟知することが必要であります。前述の制度

改正説明会によってケアマネジャーに制度理解を

していただき、ケアプラン作成時に必要なサービ

スについて説明をしていただくこととなります。 

 事業所の職員に対しましては、事業所の責任に

おいて、内部研修によって周知をお願いすること

になります。 

 ほかにも、平成27年度においては、介護保険制

度が改正ということになりますから、制度全般の

広報といたしまして、べんり帳を改正して全戸配

布を行うこととしております。 

○野副芳昭議員 

 私たち全員ですが、年をとれば誰もが介護を受

ける時期が来るというふうに思うわけですね。そ

の中で、国が目指す介護が必要になっても住みな

れた地域で暮らし続けられる体制づくりというこ

とを目指して今後も頑張っていっていただきたい

というふうに思いまして、介護報酬に関する質問

を終わります。 

 続きまして、ドクターヘリの再質問、一問一答

であります。 

 ドクターヘリのことは先ほど総括のほうでお聞

きしましたが、ドクターヘリを現場に急行させる

ということは誰の判断が必要なのか、お尋ねいた

します。 

○野田登美男消防副局長兼消防課長 

 要請判断についてお答えいたします。 

 現場で要請する場合は、救急隊の判断となりま

す。また、119番通報時における出動については、

通信指令員の判断となっております。 

○野副芳昭議員 

 ドクターヘリの運航というものは、救急現場だ

けじゃなくて、病院から病院への搬送というふう

なこともあると思うので、そこら辺の中において

は、病院から病院への搬送は医師がドクターヘリ

の判断をするというようなことも含まれるという

ふうに思っております。 

 続きまして、現場に行くときには、大体 119番

に電話をするわけでございますが、先ほど言われ

ましたように、指令室での判断は誰が行うんです

か。 

○野田登美男消防副局長兼消防課長 

 お答えします。 

 119番通報時の判断につきましては、119番通報

を受信した通信指令員が通報内容から、佐賀県ド

クターヘリ出動要請基準に記載されたキーワード

に該当した場合、ドクターヘリと救急隊を同時に

出動させます。 

○野副芳昭議員 

 そのドクターヘリが現場に向かうわけですが、

そのドクターヘリの中には誰が搭乗するのか、お

尋ねしたいと思います。 

○野田登美男消防副局長兼消防課長 

 お答えいたします。 

 ドクターヘリの最大搭乗人数は７名であり、通

常搭乗するのは、操縦士１名、整備士１名、フラ

イトドクター１名、フライトナース１名、患者は

１名から２名となっております。 

 また、状況に応じてフライトドクターが２名搭

乗する場合もあります。 

○野副芳昭議員 

 今、ドクターとかナースとか、いろんな７名の

方が乗っておられるんですが、その中にいろんな

救急措置を講じられなくてはいけませんが、どの

ようなものが乗っているのか、お尋ねいたします。 

○野田登美男消防副局長兼消防課長 

 搭載器材についてお答えいたします。 

 ドクターヘリに搭載している器材は、患者を寝

せたまま機内に収容できるストレッチャーを初め、

酸素ボンベ、心電図モニター、除細動器、人工呼

吸器、吸引器等、救急治療用機器が搭載されてい

ます。 

 また、フライトドクターやフライトナースが持

ち込むバッグには各種薬品も収納されており、現

場や機内で救命医療を行うことができます。 

○野副芳昭議員 
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 ドクターヘリの中にはそういうような救急器具、

医療機器、医薬品等が入っておりますが、今、佐

賀の中にはドクターカーというふうなのもありま

すが、ドクターカーとドクターヘリ、どういうふ

うに使い分けをしてあるのか、お尋ねいたします。 

○野田登美男消防副局長兼消防課長 

 違いについてお答えいたします。 

 ドクターヘリ及びドクターカーの出動は、それ

ぞれの出動要請基準におけるキーワードに該当し

た場合に要請を行っていますが、医師による早期

治療を要する事案といった点では、双方の出動要

請基準に大きな違いはございません。しかし、重

症患者で搬送に長時間を要する場合には、佐賀県

内全域を15分以内でカバーできるドクターヘリを

活用したほうが有効であると考えられます。 

○野副芳昭議員 

 ドクターヘリは、一般的には病院までの搬送が

早いだけでなく、医師による治療が早急に現場で

開始され、機内でも続行でき、救命の可能性が高

まるというふうなことが言われております。ドク

ターヘリで搬送された人のうち、少なく見ても搬

送された人の１割は、救急車などのほかの手段で

は現場や搬送途中で亡くなられた可能性が高いと

いうふうなことで、有効な救急医療システムであ

るというふうに言われております。 

 消防局のほうから資料をいただいた中において、

救急車の時間がどれぐらいかかるのかというふう

なことをですね、現場から病院までの搬送時間を

お尋ねいたしましたところ、神埼市で発生した救

急事案における現場から病院までの平均時間は、

神埼町から佐賀大学医学部附属病院までは平成25

年度は19.9分、千代田町からは18.2分、脊振町は

37.1分であります。今のとは佐賀大学医学部附属

病院ですね。次、佐賀県医療センター好生館まで

は神埼町からは23.6分、千代田町からは18.7分、

脊振町からは37.5分なんですね。そういうような

ことで、脊振においては時間が35分以上かかって

おるわけです。 

 それで、お尋ねしたいんですが、脊振からの時

間は、やはり山間地ということで、病状にもより

ますけれども、山間地域ではドクターヘリの活用

が有効であるというふうに思いますが、そこら辺、

どういうふうな認識をお持ちなんでしょうか、お

尋ねします。 

○野田登美男消防副局長兼消防課長 

 お答えいたします。 

 佐賀県ドクターヘリが運航開始される前年の平

成25年における脊振町で発生した救急事案で、救

急車で現場を出発してから病院に到着するまでの

平均時間を見てみますと、佐賀大学医学部附属病

院までが約37分でした。 

 一方、ドクターヘリを使用した場合は、現場か

らヘリポートまで患者を救急車で搬送する必要は

ありますが、ヘリポートがある脊振山頂から佐賀

大学医学部附属病院へ搬送するまでの所要時間だ

けを見ますと５分から６分でありますので、山間

部で発生した重症患者におけるドクターヘリの活

用は大変有効であるのは明らかでございます。 

 佐賀広域消防局管内で発生した救急事案で、佐

賀県ドクターヘリ出動要請基準のキーワードに該

当した場合には、山間部はもちろんのこと、全て

の地域に積極的にドクターヘリを要請しておりま

す。 

○野副芳昭議員 

 脊振においては五、六分ということで、約30分

の差があるということで、とても有効であるとい

うふうに思います。 

 そこで、これを維持するのが大変だというふう

に思うんですけれども、ドクターヘリの重要性は

明らかでありますが、維持費はどれぐらいかかっ

ているのか、お尋ねいたします。 

○野田登美男消防副局長兼消防課長 

 お答えいたします。 

 ドクターヘリのランニングコストでありますが、

佐賀県ドクターヘリは佐賀県の事業であり、佐賀

県の予算によりますと、ドクターヘリ費用の年間

総額は約２億2,000万円であるとのことです。 

○野副芳昭議員 

 維持費が２億円以上ということで、もちろん国

と自治体が２分の１ずつ負担はしてあるでしょう

けれども、大変な維持費がかかるというふうに思

いますので、何機も用意しておくわけにはいかな
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いでしょう。 

 県内にドクターヘリは１機あると聞いておりま

すが、例えば、１機しかありませんので、故障を

しているとか、今、出動しているとかいうときに

は佐賀県のドクターヘリは空になってしまいます

ね。そのときにはどのような対応をしてあるのか、

お尋ねいたします。 

○野田登美男消防副局長兼消防課長 

 お答えいたします。 

 ドクターヘリの故障、点検時の対応につきまし

ては、予備のドクターヘリで対応するということ

になっております。 

 また、佐賀県と福岡県においてドクターヘリの

相互応援協定が締結され、平成26年12月26日から

運用が開始されております。 

 相互応援協定の概要といたしまして、重複要請

や機体故障等によって自県のドクターヘリが出動

できない場合に、相手県のドクターヘリを要請で

きるというものです。その他にも、多数傷病者が

発生し、自県のドクターヘリのみでは対応できな

い場合や相手県のドクターヘリのほうが地理的に

近い場合に相手県のドクターヘリを要請すること

ができます。 

○野副芳昭議員 

 ドクターヘリの重要性がわかった次第でありま

すが、先ほど言いましたように、神埼でいえば、

脊振町からの搬送時間は長い。特に、脊振以外で

も山間部においては、やっぱりドクターヘリの役

割はとても重要だというふうに思います。ぜひド

クターヘリの有効利用を考えていただき、救命率

の向上、それと、１機しかありませんので、隣の

県との連携体制の構築と同時に、ドクターヘリの

広報活動をもっともっと充実していただきまして、

市民の方への周知徹底をお願いし、質問を終わり

ます。 

○中山重俊議員 

 お疲れさまです。佐賀市の中山です。それでは、

通告しております２つのテーマで質問いたします。 

 第１に、国の介護報酬削減にかかわる諸問題に

ついてです。 

 先ほどの野副議員の質問と若干重複するところ

もあるかと思いますけれども、御容赦いただきた

いと思います。 

 政府は昨年６月の通常国会で、医療介護総合法

を可決強行しました。この法律は多くの高齢者を

介護サービスの対象から除外し、入院患者の追い

出しをこれまで以上に強化し、公的介護、医療保

障を土台から掘り崩す大悪法というものです。 

 そういう中で、介護保険サービスの値段であり

ます介護報酬について、４月からの新価格が２月

６日に決まりました。この介護報酬の見直しは３

年に一度行われ、今回は全体で2.27％のマイナス

改定となりました。 

 介護報酬の削減で、主に施設サービスについて

は先ほど野副議員の質問がありました。私は主に

在宅サービスについて、今回の介護報酬改定の概

要について質問をいたします。 

 以上で総括質問といたします。 

○深町治応認定審査課長兼給付課長 

 議員の御質問にお答えいたします。 

 今回の介護報酬改定につきましては、社会保障

審議会介護給付費分科会において、平成26年４月

より17回にわたって審議を重ねられるとともに、

事業団体ヒアリングを経て取りまとめられたもの

であります。 

 今回の介護報酬改定は、次のような状況等が背

景とされております。 

 2025年以降、介護保険制度を支える40歳以上の

人口は減少に転じるとともに、既に減少の局面に

入っている15歳から64歳のいわゆる生産年齢人口

についても全体的に減少が続くといった、これま

で経験したことのない環境に直面することが見込

まれていること。このため、2025年に向けた地域

包括ケアシステムの構築とともに、介護保険制度

の支え手や介護ニーズに対して質の高い介護人材

を確保し、より効果的なサービスの提供体制をい

かに構築していくかといった2025年以降を見据え

た対応も考慮すべき時期に差しかかっていること

が掲げられております。 

 そして、地域包括ケアシステムを着実に構築し

ていくという観点から、基本的な考え方を３つの

点に整理、集約しています。 
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 この基本的な考え方は、１つ目が中重度の要介

護者や認知症高齢者への対応のさらなる強化、２

つ目が介護人材確保対策の推進、３つ目がサービ

ス評価の適正化と効率的なサービス提供体制の構

築です。 

 今回の介護報酬改定は、賃金や物価の状況、介

護事業者の経営状況等を踏まえ、全体で2.27％の

マイナス改定となっております。 

 改定率2.27％の内訳について御説明をいたしま

す。 

 まず１つ目は、介護サービスの充実として、プ

ラス0.56％の改定です。 

 これは中重度の要介護者や認知症高齢者になっ

たとしても、住みなれた地域で自分らしく生活を

続けられるようにするという地域包括ケアシステ

ムの基本的な考え方を実現するために、引き続き

在宅生活を支援するためのサービスの充実を図る

ものとして改定されたものです。 

 ２つ目が介護人材確保対策の推進に係るものが

プラス1.65％の改定となっております。 

 これは今後も増大する介護ニーズへの対応や質

の高い介護サービスを確保する観点から、介護職

員の安定的な確保を図るとともに、さらなる資質

向上への取り組みを推進するためのものです。 

 ３つ目は、サービス評価の適正化と効率的な

サービス提供体制の構築として、マイナス4.48％

の改定となっております。 

 これは平成26年度経営実態調査の結果に基づく

全介護サービスの収支差率の加重平均が 7.8％で

あることを踏まえ、サービスごとの介護報酬での

設定においては、各サービスの収支状況、施設の

規模、地域の状況等を反映した適正化等でめり張

りをつけて配分を行うためのものです。 

○中山重俊議員 

 お答えいただきましたが、では、サービスごと

に利用者負担がどうなるのかということについて

質問いたします。 

 まず、訪問介護、ホームヘルプについて、例え

ば、20分以上30分未満の身体介護を月７回以上、

そしてまた、45分以上の生活援助を月８回利用し

た場合の利用者負担は、現行の基本報酬額と改定

後の基本報酬額とを比較した場合どうなるか。ま

た、新たな加算額及び利用者数はどうなるか、お

答えいただきたいと思います。 

○深町治応認定審査課長兼給付課長 

 議員の御質問にお答えいたします。 

 現行の基本報酬の単位数と改定後の基本報酬の

単位数、また、今回、新しく設けられた加算単位

数について御説明を申し上げたいと思います。 

 訪問介護についてですが、まず、基本報酬の単

位数を比較いたしますと、身体介護が中心の場合、

所要時間20分未満が171単位から165単位、所要時

間20分以上30分未満が255単位から245単位、所要

時間30分以上１時間未満が404単位から388単位と

なっております。 

 生活援助が中心の場合、所要時間が20分以上45

分未満が191単位から183単位、所要時間45分以上

が236単位から225単位となっております。 

 また、通院等乗降介助は101単位から97単位と

なっており、基本報酬の単位数は下がることにな

ります。 

 新しく設けられた加算について御説明いたしま

す。 

 訪問介護につきましては、今回、見直された加

算はありますが、新しく設けられた加算はありま

せん。 

 以上です。 

○中山重俊議員 

 利用者数とか、そこら辺については、今、答弁

がなかったようですけれども、それはいかがです

か。 

○深町治応認定審査課長兼給付課長 

 失礼いたしました。利用者数は、平成26年12月

実績で申し上げますと、2,172人です。 

○中山重俊議員 

 それでは、次は訪問看護についてお尋ねいたし

ます。 

 例えば、30分以上60分未満の訪問看護を月７回

利用した場合の利用者負担は現行と比べてどうな

りますか。また、新たな加算額及び利用者数はど

うなるか、お答えください。 

○深町治応認定審査課長兼給付課長 
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 訪問看護についてですが、まず、基本報酬の単

位を比較いたしますと、指定訪問看護ステーショ

ンの場合、20分未満の場合が318単位から310単位、

30分未満の場合が474単位から463単位、30分以上

１時間未満の場合が834単位から814単位、１時間

以上１時間30分未満が1,144単位から1,117単位と

なっており、基本報酬の単位数は下がることにな

ります。 

 新規の加算を申し上げますと、在宅における中

重度の要介護者の療養生活に伴う医療ニーズへの

対応を強化する観点から、充実したサービス提供

体制の事業所に対する評価を行う加算として、看

護体制強化加算が設けられました。この加算の単

位数は一月当たり300単位です。 

 利用者数は、平成26年12月の実績は288人です。 

○中山重俊議員 

 それでは次に、通所介護、いわゆるデイサービ

スについてですね。要介護３の人が１日８時間の

サービスを月10日利用した場合の現行と改定後の

基本報酬額、これは比べてどうなるのか及び利用

者数についてお答えください。 

○深町治応認定審査課長兼給付課長 

 通所介護についてですが、小規模型通所介護費

の場合で申し上げますと、所要時間７時間以上９

時間未満の介護度別での１日当たりの基本報酬の

単位を比較いたしますと、要介護１の場合が 815

単位から735単位、要介護２が958単位から868単

位、要介護３が1,108単位から1,006単位、要介護

４が1,257単位から1,144単位、要介護５が1,405

単位から1,281単位となっており、基本報酬の単

位数は下がることになります。 

 新しく設けられた加算について申し上げますと、

在宅生活の継続に資するサービスを提供している

事業所の評価を行う加算として認知症加算が設け

られ、１日60単位が加算されます。また、中重度

ケア体制加算として、１日45単位の加算が設けら

れております。 

 利用者数は、平成26年12月の実績では 4,295人

です。 

○中山重俊議員 

 今、３つのケースで言いましたけれども、やは

り１つ目のホームヘルプについても、基本は負担

増というふうになっていくと思いますし、２つ目

の訪問看護についても、基本は負担増になってい

くというふうに思うわけです。３番目は、今、言

われましたように、基本負担としては減額になる

のではないかというふうに考えるわけです。 

 それでは次に、定期巡回・随時対応型訪問介護

看護については、例えば、要介護３の人が１カ月

間利用した場合は、先ほどの例でいいますとどう

なるか、お答えください。 

○深町治応認定審査課長兼給付課長 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護についてで

すが、訪問看護サービスを行わない場合で要介護

度別の一月当たりの基本報酬の単位数で比較いた

しますと、要介護１が6,707単位から5,658単位、

要介護２が１万1,182単位から１万100単位、要介

護３が１万7,900単位から１万6,769単位、要介護

４が２万2,375単位から２万1,212単位、要介護５

が２万6,850単位から２万5,654単位となっており、

基本報酬の単位数は下がります。 

 新しく設けられました加算について申し上げま

すと、一体的なサービスを適時・適切に提供する

ために、利用者の生活全般に着目し、主治医や看

護師、他の従業員といった多様な主体と適切に連

携に取り組むなどの積極的な体制整備について評

価を行う加算として、総合マネジメント体制強化

加算が設けられました。この加算の単位数は、一

月1,000単位です。 

 利用者数は、平成26年12月実績で８人です。 

○中山重俊議員 

 それでは次に、複合型サービスですね、いわゆ

る看護小規模多機能型居宅介護ということですが、

ちょっと長くなりますけれども、要介護３の人が

１カ月間利用した場合の負担は先ほどの例でどう

なるのか、お答えください。 

○深町治応認定審査課長兼給付課長 

 複合型サービスについてですが、要介護度別の

一月当たりの基本報酬の単位数で申し上げますと、

要介護１が１万3,341単位から１万2,341単位、要

介護２が１万8,268単位から１万7,268単位、要介

護３が２万5,274単位から２万4,274単位、要介護
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４が２万8,531単位から２万7,531単位、要介護５

が３万2,141単位から３万1,141単位となっており、

基本報酬の単位数は下がります。 

 次に、新しく設けられました加算について申し

上げますと、看護体制の機能に伴う評価見直しと

して、利用者の在宅生活を継続する観点から、利

用者の医療ニーズに重点的な対応をしている事業

所に係る加算として、訪問看護体制強化加算が設

けられました。単位数は、一月2,500単位です。 

 また、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と共

通の加算になりますが、総合マネジメント体制強

化加算が設けられております。単位数は、一月

1,000単位です。 

 利用者数は、平成26年12月実績で申し上げます

と、13人です。 

○中山重俊議員 

 ちょっと私が調べたといいますか、新聞等で見

たことと若干お答えが違うような感じもいたしま

す。 

 これまで５つのケースを質問いたしましたが、

全体として、国は介護報酬を2.27％減らすと言わ

れておりますけれども、利用者負担が減ると考え

ていいのかなというふうに思っていましたが、そ

うでもないというふうな状況なんですが、そこら

辺についてもう少しお答えいただければと思いま

す。 

○深町治応認定審査課長兼給付課長 

 先ほど各サービスで申し上げましたとおり、基

本報酬額は今回の改定では下がっております。し

たがいまして、利用するサービス提供事業所の体

制が変わらず、かつ利用者が改定前と同じサービ

スを同じ利用方法で受けた場合、基本的に利用者

の負担も下がります。 

 ただし、今回の報酬改定では、介護人材確保対

策の推進に係る加算や中重度要介護者や認知症高

齢者への対応のさらなる強化のための加算が新設、

拡充されております。 

 したがいまして、サービス事業所の体制や利用

者のサービスの利用方法が変わり、その結果、各

種加算が上乗せされた場合は利用者負担額が改定

前より増えるケースもあり得ると考えております。 

○中山重俊議員 

 はい、わかりました。 

 それでは次に、先ほども質問があっておったよ

うですけれども、介護職員、昨晩、テレビを見て

おりましたら、そういう番組があっておりまして、

全国的には70万人少ない、不足するというふうに

言われておったわけですが、佐賀中部広域連合は

どのような状況でしょうか。 

○深町治応認定審査課長兼給付課長 

 本広域連合域内においては、今のところ人員不

足によって休止した事業所や閉鎖した事業所はあ

りません。また、実施指導においても、介護職員

の社会的な人員不足により人員基準違反となった

事業所もありません。 

 このようなことから、現状といたしましては、

介護職員の人員が不足している状況ではないと考

えております。 

○中山重俊議員 

 私は時々新聞に挟まっている求人広告を見てお

りますと、いろんな介護サービス事業所が介護職

員急募とか、そういうのがたくさんあるんですよ

ね。現実には管内でも結構足らない分があるのか

なというふうに思ったりするわけですけれども、

それはそれとして、介護職員の処遇改善について

お尋ねをいたします。 

 私は昨年の２月定例会で、介護職員の給与は一

般の労働者と比べても７万円から８万円低いとい

うことを指摘したところです。つまり全国平均で

いうと、三十二、三万円の一般事業者の給与。と

ころが、介護職員、中部広域連合では、この前、

出された数字では25万円前後だったというふうに

思うわけですね。 

 そういうことで、介護職員の処遇改善について

指摘をしたところでございますけれども、先ほど

から言われております来年４月からの介護報酬全

体でマイナス2.27％となる中で、介護職員の処遇

改善加算が１万2,000円アップすると、このよう

に厚生労働省は言われておるわけですけれども、

介護職員の処遇改善についてはどのようにお考え

でしょうか、お答えいただきたいと思います。 

○深町治応認定審査課長兼給付課長 
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 今回の介護報酬改定では、介護人材確保対策の

推進に関する基本的な考え方の中で、介護人材の

さらなる資質向上や雇用管理改善等の取り組みを

通じて、介護人材の専門性が高まることで社会的、

経済的評価が高まり、結果として、安定的な処遇

改善につながるものと考えられております。 

 このため、介護職員処遇改善加算については、

介護職員の処遇改善が後退しないよう現行の加算

の仕組みは維持しつつ、さらなる資質向上や雇用

管理の改善、労働環境の改善の取り組みを進める

事業所を対象とし、さらなる上乗せ評価を行うた

めの区分が創設されました。 

 具体的には、介護職員処遇加算におけるさらな

る上乗せ評価の算定要件では、キャリアパス要件

として、介護職員の職位、職責、職務内容に応じ

た任用要件と賃金体系の整備や資質向上のための

計画策定、研修実施、または研修機会の確保が要

件とされております。 

 さらに、定量的要件として、平成27年４月以降

に賃金改善以外の処遇改善への新たな取り組みを

実施することが算定要件とされております。 

 国は、新設の加算は職員１人当たり月額１万

2,000円相当の給与引き上げの効果があると試算

いたしております。 

 このようなことから、介護職員処遇改善加算は、

職員の給与への反映等、処遇改善に寄与するもの

と考えております。 

○中山重俊議員 

 では次に、今回の介護報酬の改定が、先ほど野

副議員も質問されておりましたけど、介護施設、

事業者に与える影響についてどう考えられている

のか。例えば、先ほど答弁があって、私の理解で

は介護施設や介護事業者に入る報酬はマイナス

4.48％というふうに思うわけですが、この間、事

業者にとっては消費税の５％から８％への増税と

か、あるいは４月からの物価高とか、いろんな形

でそういうのも考慮すれば、過去最大の引き下げ

になっていくんじゃないかというふうに思うわけ

ですね。 

 それで、事業者にとっては、賃上げをせろと、

先ほど言われました１万2,000円、いろんな幾つ

かの縛りはあるようですけれども、賃上げ計画と

かあるようですけれども、これは賃上げしろと言

われても、事業者にとっては手足を縛って泳げと

言われているようなものだという声もあるわけで

すね。ですから、そういう声についてどのように

お考えでしょうか。 

○深町治応認定審査課長兼給付課長 

 国は、介護報酬改定の基本的な考え方の一つで

あるサービス評価の適正化と効率的なサービス提

供体制の構築において、各サービス提供の実態を

踏まえ、必要な適正化を図るとともに、サービス

の効果的、効率的な提供を推進するといたしてお

ります。 

 介護福祉施設サービスを初めとする各サービス

につきましては、各サービスの運営実態も勘案し

つつ、評価の適正化を図ったものと示されており

ます。 

 また、国はマイナス2.27％の改定率は、賃金、

物価の状況、介護事業者の経営状況等を踏まえた

ものであると示しております。 

 事業所の経営に与える影響につきましては、各

事業所の運営方針等もありますので、個々の事業

所にどのように影響するのかは一概には言えませ

ん。しかしながら、制度的には、国の考え方では

事業所経営が成り立っていくことを前提として報

酬改定がなされているものと考えております。 

○中山重俊議員 

 事業所が引き続いて事業ができるように、やは

り中部広域連合としても気を使っていただきたい

なというふうに思うわけです。 

 では次に、介護保険料の引き下げについて質問

をいたします。 

 第６期、2015年から2017年の佐賀中部広域連合

の保険料は、基金の繰り入れ９億 5,400万円に

よって、前期の第５期の保険料に据え置くとの方

針が示されております。しかしながら、４期から

５期に移るときに大幅な引き上げ、基本額で4,292

円から5,270円との影響もあって、日本共産党佐

賀市議団が取り組んだ市民アンケート、あるいは

また佐賀県政アンケートには、介護保険料が高過

ぎて払いたくても払えないとの声も大きいものが
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あるわけです。国の負担割合を増やすことや、ま

た、一般会計からの繰り入れを行って介護保険料

を抑制している自治体もあるというふうに聞いて

おります。 

 そこで、質問ですけれども、第１点として、第

５期、つまり平成24年度、25年度の介護保険料の

収納状況について答弁を求めます。 

○廣重和也副局長兼総務課長兼業務課長 

 平成24年度の現年分は、特別徴収は調定額47億

815万円、収納額47億815万円、収納率は100％で

あります。 

 次に、普通徴収は調定額４億 7,346万円、収納

額３億9,574万円、未納額は7,772万円、収納率は

83.59％。 

 全体で調定額51億8,161万円、収納額51億389万

円、未納額7,772万円、収納率は全体で98.50％で

あります。 

 また、滞納繰越分については、調定額１億2,366

万円、収納額2,493万円、未納額6,804万円、不納

欠損額は3,069万円、収納率20.16％であります。 

 平成 25年度の現年分、特別徴収は調定額 48億

5,252万円、収納額 48億 5,252万円、収納率は

100％です。 

 普通徴収では調定額４億9,165万円、収納額４

億1,337万円、未納額7,828万円、収納率は84.08％。 

 全体では調定額が 53億4,417万円、収納額52億

6,589万円、未納額は7,828万円、収納率は98.54％

であります。 

 また、滞納繰越分につきましては、調定額１億

4,562万円、収納額3,222万円、未納額8,237万円、

不納欠損額は3,103万円、収納率22.13％でありま

す。 

○中山重俊議員 

 いろいろ御答弁いただきましたが、過年度滞納

とか、あるいは普通徴収ですね、この部分につい

ては、やはり不納欠損等も増えているように伺っ

たわけですけれども、介護保険制度について、次

に、介護保険制度には災害、あるいは火事などで

被災したときは減額免除制度があるというふうに

言われておるわけですが、減免の状況はどうなっ

ているのか、お答えいただきたいと思います。 

○廣重和也副局長兼総務課長兼業務課長 

 平成24年度の減免状況は、生活困窮者５件、４

万2,993円、東日本大震災で１件、３万565円、収

監によるもの３件、５万60円、合計で９件の12万

3,618円であります。 

 次に、平成25年度の減免状況は、生活困窮者３

件、３万 348円、収入減によるもの２件、１万

8,538円、収監が１件、３万1,620円、火災５件の

８万2,696円、合計で11件、16万3,202円でありま

す。 

○中山重俊議員 

 介護保険料の減免制度がどれくらい生かされて

いるのかなと思って、今お尋ねしたわけですが、

例えば、いただいた資料の26年度を見ましても、

生活困窮が３件、収監が１件、収入減が２件、災

害が４件、全体で10件、13万9,000円という形で、

非常に少ないというふうに私は思うわけですね。

もっと保険料の減免基準等を考慮していくべき

じゃないかなというふうに思うわけであります。 

 では改めて、次に、給付費の財源、公費や保険

料の負担割合について伺いたいと思います。 

○廣重和也副局長兼総務課長兼業務課長 

 介護給付に必要な費用は、50％を国、県、市町

による公費で、残る50％を第１号被保険者と第２

号被保険者の保険料によって賄われております。 

 公費の内訳は、居宅給付費につきまして国が

25％、県が12.5％、市町が12.5％であります。 

 施設等給付費については国が20％、県が17.5％、

市町が12.5％であります。 

 また、第１号被保険者と第２号被保険者の負担

割合は全国ベースの人口の構成比率により案分さ

れ、第６期におきましては、22％を第１号被保険

者、28％を第２号被保険者が負担するとされてい

るところでございます。 

○中山重俊議員 

 今、聞いておりますと、国が保険料の負担をし

ている割合の中で、国の費用、国費を増加させれ

ば保険料の率を下げることはできるわけですし、

また、利用者の１割負担に国費を導入していくと

いうことになれば、また１割より負担は減ること

になるわけですが、全体とはいかないと思うわけ
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ですけれども、低所得者に対しての減免という制

度、この点についてはどうなのか、お答えいただ

きたいと思います。 

○廣重和也副局長兼総務課長兼業務課長 

 まず、保険料及び利用料への国費負担を増額さ

せれば、保険料、利用料を下げることはできると

考えております。 

 しかしながら、保険料の財政構成や利用料は介

護保険法で定められております。保険給付の負担

割合の変更は法改正が必要であり、一保険者が勝

手に変更できるものではございません。これは国

政の場で議論されるべきであると考えております。 

 しかし、第６期からは介護保険の１号保険料の

低所得者軽減強化として、給付費の５割負担の公

費とは別枠で公費を投入し、低所得の高齢者の保

険料軽減が強化されることになっております。 

○中山重俊議員 

 今の答弁と若干関連するかもわかりませんが、

保険料の減額免除に対して、厚労省ができないと

いう理由を次の３つ言っているわけですね。保険

料の全額免除、２つ目に収入のみに着目した一律

の減免、３つ目に保険料減免分に対する一般財源

からの繰り入れを不適切とする三原則、これを示

していたわけです。 

 ところが、2002年３月19日の参議院厚生労働委

員会で、当時、日本共産党の井上美代参議院議員

は、この三原則は助言にすぎず、自治体がそれに

従うべきものではないということを当時の坂口厚

生労働大臣との質疑で明確に答弁をさせておりま

す。 

 議事録から再現しますと、井上議員は自治事務

である介護保険料の減免制度に対する国の３つの

原則は、地方自治法上、国の関与の仕組みの中で

何に当たるのかというふうに質問しますと、政府

参考人の堤氏は、地方自治法第 245条第１号のイ

に規定する助言、あるいは勧告に当たると。これ

に対して井上議員は、助言、もしくは勧告の場合、

自治体はそれに従う義務があるのかと。政府参考

人の堤氏は、法律上の義務はないというふうに解

釈していると。そして、井上議員は、減免制度の

実施など、自治体が福祉の増進のために頑張ると

いうことは自治法にも明記されている。厚生労働

省が指導している３つの原則は自治体を圧迫して

いるし、いろいろ矛盾を起こしている。３つの原

則は撤回すべきと思うがどうかということを尋ね

たところ、坂口厚生労働大臣は、自治体の中で３

つの原則を乗り越えてやるというところも百幾つ

あるわけで、それでもなおかつその三原則を乗り

越えてやるというのを、それは私たちの言うこと

からはみ出ているからそれは絶対だめだと、やめ

ろということまで言っていないと。３つの原則を

超えてやることを私たちは奨励していないが、皆

さん方、自治体の主体性を尊重しているとのやり

とりもあっているわけでございます。 

 そういう点では、低所得者への減免制度という

か、これについてももっともっと広域連合として

も、あるいは加盟されている構成団体といいます

か、そこでもそういう問題を検討する必要がある

んじゃないかなというふうに思うわけですけれど

も、そこら辺について御答弁いただければと思い

ます。 

○廣重和也副局長兼総務課長兼業務課長 

 先ほど言われた介護保険料の減免に係る、いわ

ゆる国の三原則でございますが、改めまして御紹

介いたしますと、保険料の全額免除、それから、

収入のみに着目した一律減免、それと、保険料減

免分に対する一般財源の繰り入れについては行わ

ないとするものでございます。 

 これについては、今回の介護保険制度改正に係

る全国課長会議、また、それに係る事務連絡にお

いても、この三原則を遵守し、適正に対応するよ

う厚生労働省のほうから連絡があっております。

本広域連合はこの趣旨に従い、これまで同様、国

の方針どおり対応していきたいと考えております。 

 また、議員が言われる国が禁止をしていない、

罰則を設けていないという御趣旨は、何らかの特

殊な事情において国は地方の自主性を重んじると

いうことであろうと思われます。厚生労働大臣や

老健局長も、介護保険制度の趣旨に従い、まずは

三原則の遵守を求めているものであり、本広域連

合は今までどおり社会保障制度である介護保険制

度を運営する上では、全国的に遵守されるべき秩



佐賀中部広域連合 平成27年２月定例会 ２月17日（火） 

 

 

- 62 - 

序に従い、適切な事務執行を行うべきであると考

えております。 

○中山重俊議員 

 今、そういう答弁もされましたけれども、これ

をいつまでやっても問題解決はしませんので、具

体的に、例えば、国に対して国庫負担の増額を佐

賀中部広域連合としても求めていくべきではない

かというふうに考えるわけですけれども、これま

でどのような取り組みをなされてきたのか、御答

弁いただければと思います。 

○廣重和也副局長兼総務課長兼業務課長 

 本広域連合といたしましては、今までも全国介

護保険広域化推進会議、それから、全国市長会の

重点提言事項として、次の３つを要望しておりま

す。 

 １つは、急激な保険料上昇を抑制するため、国

庫負担割合の引き上げ、新たな財政措置を行うこ

と。次に、介護保険料の減免、利用料の軽減など

の低所得者対策については、各保険者の負担とす

ることなく、国の責任と負担のもと統一して行う

こと。３つ目に、各保険者に対し、給付費の25％

を確実に配分し、現行の調整交付金は別枠化する

ことなどを国に対して要望しておりまして、引き

続き国に要望していきたいと考えております。 

○中山重俊議員 

 以上で一応質問は終わるわけですけれども、保

険料の減免基準というのも改めてやっぱり検討を

していただきたいなと思います。 

 震災等による本人、生計中心者の財産の著しい

減少とか生計中心者の死亡、障がい等による収入

の著しい減少、あるいは生計中心者の失業等によ

る収入の著しい減少ということで、一定の減免額

は免除額とか示されておりますし、低所得者に対

する保険料減免基準もここにあるわけですけれど

も、これをさらに充実していただいて、低所得者

に対する対応をもっときめ細かにしていただけれ

ばと思います。 

 そのことを発言いたしまして、質問を終わりま

す。 

○山本義昭議長 

 以上で通告による質問は終わりました。 

 これをもって広域連合一般に対する質問は終結

いたします。 

◎ 議案の委員会付託 

○山本義昭議長 

 これより議案の委員会付託を行います。 

 第１号から第12号議案、以上の諸議案は、お手

元に配付いたしております委員会付託区分表のと

おり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたしま

す。 

 

委員会付託区分表 

○介護・広域委員会 

 第１号議案 平成27年度佐賀中部広域連合一般

会計予算 

 第２号議案 平成27年度佐賀中部広域連合介護

保険特別会計予算 

 第４号議案 平成26年度佐賀中部広域連合一般

会計補正予算（第３号） 

 第５号議案 平成26年度佐賀中部広域連合介護

保険特別会計補正予算（第２号） 

 第７号議案 佐賀中部広域連合包括的支援事業

の実施に関する基準を定める条例 

 第８号議案 佐賀中部広域連合指定介護予防支

援の事業者の指定及び事業に関す

る基準を定める条例 

 第９号議案 佐賀中部広域連合職員の給与に関

する条例の一部を改正する条例 

 第10号議案 佐賀中部広域連合介護保険及び障

がい支援区分認定審査会条例の一

部を改正する条例 

 第11号議案 佐賀県市町総合事務組合を組織す

る地方公共団体の数の増加及び同

組合規約の変更について 

 

◯消防委員会 

 第３号議案 平成27年度佐賀中部広域連合消防

特別会計予算 

 第６号議案 平成26年度佐賀中部広域連合消防

特別会計補正予算（第２号） 

 第12号議案 佐賀広域消防局南部消防署改築（建

築）工事請負契約の締結について 
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◎ 散  会 

○山本義昭議長 

 本日の会議はこれで終了いたします。 

 本会議は２月20日午前10時に再開いたします。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

          午後４時28分 散 会   
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平成27年２月20日（金）   午前10時01分 開議 

 

出  席  議  員 

 

１．平 間  智 治 

４．松 尾  義 幸 

７．伊 東  健 吾 

10．松 永  憲 明 

13．池 田  正 弘 

16．山 口  弘 展 

19．堤    正 之 

２．飯 守  康 洋 

５．野 副  芳 昭 

８．馬 場    茂 

11．山 田  誠一郎 

14．川 崎  直 幸 

17．山 本  義 昭 

20．中 山  重 俊 

３．堤    克 彦 

６．白 石  昌 利 

９．宮 﨑    健 

12．白 倉  和 子 

15．重 松    徹 

18．武 藤  恭 博 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方自治法第121条による出席者 

 

広 域 連 合 長  秀 島  敏 行 

副 広 域 連 合 長  松 本  茂 幸 

副 広 域 連 合 長  御 厨  安 守 

監 査 委 員  久 保  英 継 

事 務 局 長  松 尾  安 朋 

副局長兼総務課長兼業務課長  廣 重  和 也 

消防副局長兼消防課長  野 田  登美男 

予 防 課 長  永 石    理 

佐 賀 消 防 署 長  大 島  勝 政 

副 広 域 連 合 長  江里口  秀 次 

副 広 域 連 合 長  多 良  正 裕 

広 域 連 合 理 事  渕 上  哲 也 

会 計 管 理 者  田 﨑  大 善 

消 防 局 長  吉 岡  孝 之 

消防副局長兼総務課長  田 原  和 典 

認定審査課長兼給付課長  深 町  治 応 

通 信 指 令 課 長  鷲 崎  徳 春 
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◎ 開  議 

○山本義昭議長 

 おはようございます。これより本日の会議を開

きます。 

◎ 委員長報告・質疑 

○山本義昭議長 

 日程により会期の決定を議題といたします。 

 

介護・広域委員会審査報告書 

 平成27年２月17日佐賀中部広域連合議会におい

て付託された第１号、第２号、第４号、第５号及

び第７号から第11号議案審査の結果、 

 原案を可決すべきものと決定しました。 

 以上報告します。 

  平成27年２月20日 

介護・広域委員会委員長  伊 東 健 吾  

佐賀中部広域連合議会 

 議長  山 本 義 昭 様 

 

消防委員会審査報告書 

 平成27年２月17日佐賀中部広域連合議会におい

て付託された第３号、第６号及び第12号議案審査

の結果、 

 原案を可決すべきものと決定しました。 

 以上報告します。 

  平成27年２月20日 

消防委員会委員長  重 松   徹  

佐賀中部広域連合議会 

 議長  山 本 義 昭 様 

 

○山本義昭議長 

 付託議案につきまして、お手元に配付いたして

おりますとおり審査報告書が提出されましたので、

委員長の報告を求めます。 

○伊東健吾介護・広域委員長 

 おはようございます。介護・広域委員会委員長

の報告をいたします。 

 介護・広域委員会に付託された議案の主な審査

内容について、補足して御報告申し上げます。 

 第10号議案 佐賀中部広域連合介護保険及び障

がい支援区分認定審査会条例の一部を改正する条

例について、委員より、保険料の改定について、

基金を取り崩して保険料の上昇を抑えたことは評

価するが、第１段階から第３段階までのうち、第

５期の保険料より増額となっている段階があるが、

増額をしなくてよい検討はできなかったのかとの

質問がありました。これに対して執行部より、第

１段階から第３段階までは、消費税増税により公

費負担による軽減措置が行われる予定であった。

消費税増税が延期になったため、平成29年４月ま

では、一部の段階において保険料が増額という結

果になってしまったとの答弁がありました。 

 また、地域支援事業が経過措置により順次、総

合事業に移管されるが、市町格差が出ないように

してほしいが、その検討方法はどうなるのかとの

質問があり、これに対して執行部より、施策の検

討方法や内容については介護保険運営協議会にお

諮りしていく。その際に、運営協議会の傍聴や議

会への情報提供などを行い、予算等の審議で議会

での検討をいただくことになるとの答弁がありま

した。 

 以上の審査を経て、採決に際し、第２号議案 平

成27年度佐賀中部広域連合介護保険特別会計予算

について、委員より、介護報酬引き下げにより事

業所の収入減となり、処遇改善加算の措置がなさ

れても職員の処遇改善がなされるのか疑念がある

こと、減免施策の拡充がなされていないこと、加

えて、平成29年度からの消費税実施が前提とされ

ていることなどから、可決することに反対である

との意見があり、また、第10号議案 佐賀中部広

域連合介護保険及び障がい支援区分認定審査会条

例の一部を改正する条例について、委員より、第

４期から第５期に至る際に大きな介護保険料増額

が行われていることが背景にあり、また、低所得

者に対する施策が不十分であるとのことから、可

決することに反対であるとの意見がありましたが、

採決の結果、第１号、第４号、第５号、第７号か

ら第９号及び第11号議案は全会一致で、第２号、

第10号議案は賛成多数でそれぞれ原案を可決すべ

きものと決定いたしました。 

 以上で介護・広域委員会の報告を終わります。 

○重松 徹消防委員長 
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 おはようございます。それでは、消防委員会に

付託されました議案の主な審査内容について、補

足して御報告申し上げます。 

 第 12号議案  佐賀広域消防局南部消防署改築

（建築）工事請負契約の締結について、委員より、

南部署の改築工事請負契約については、指名停止

を受けるなど問題がある事業者と契約して大丈夫

なのかという不信感を住民が持つのではないか、

適正な手続によるものであるとの説明があったが、

考え方について確認したいとの質問があり、執行

部より、手続を含め入札については適正に行われ

ているため、本議案を提出したものであるとの答

弁がありました。 

 また、委員より、入札が適正に行われている場

合に仮契約の解除を行ったときに、法的な問題は

どうなるのかとの質問があり、執行部より、入札

が適正に行われた上での仮契約なので、仮契約の

解除は行えないことを前提として議案を提出して

いるとの答弁がありました。 

 また、委員より、今回の契約における契約内容

について、指名停止などの場合の契約解除の条項

は契約書に記載されていなかったのかとの質問が

あり、執行部より、仮契約書にはそういった旨の

記載はないとの答弁がありました。 

 以上の審査等を経て、採決の結果、当委員会に

付託された全ての議案について、全会一致で原案

を可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で消防委員会の審査報告を終わります。 

○山本義昭議長 

 これより委員長報告に対する質疑に入ります。

御質疑はございませんか。 

    （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。これをもって質疑は終結

いたします。 

◎ 討  論 

○山本義昭議長 

 これより第２号議案 平成27年度佐賀中部広域

連合介護保険特別会計予算及び第10号議案 佐賀

中部広域連合介護保険及び障がい支援区分認定審

査会条例の一部を改正する条例について、一括し

て討論に入ります。 

 なお、討論についての議員の発言時間は10分以

内といたします。 

 討論の通告がありますので、発言を許可いたし

ます。 

○中山重俊議員 

 おはようございます。佐賀市の中山重俊です。 

 私は、第２号議案 平成27年度佐賀中部広域連

合介護保険特別会計予算及び第10号議案 佐賀中

部広域連合介護保険及び障がい支援区分認定審査

会条例の一部を改正する条例について、反対討論

いたします。 

 政府は、昨年６月の通常国会で医療介護総合法

を可決強行しました。今、介護保険はこの３年間

で大きく変えられようとしています。この法律の

一番大きな問題は、要支援１、２の生活支援・訪

問介護とデイサービス・通所介護を介護保険から

外し、徐々に市町村の事業に移すというものです。 

 要介護認定の要支援とは、何とか自分でできる

ことがあるものの、重い物を持つ、しゃがむなど

負担のある動作が難しく、誰かの支援が必要な状

態のことを言います。全国的には、2014年１月現

在で160万人余り、佐賀中部広域連合では、昨年、

平成26年12月現在で6,136人と、要介護認定者の

約34％が影響を受けます。このように、多くの高

齢者を介護サービスの対象から除外するものです。 

 また、特別養護老人ホームへの入所は、要介護

３以上に限られることです。現在入所している要

介護１、２の人を追い出すことはないと言われて

いますが、４月から申し込みをする人は要介護３

以上が原則となります。これまでになかった法的

介護、医療保障を土台から取り崩す大改悪法と言

わねばなりません。 

 そういう中で、介護保険サービスの値段である

介護報酬について、４月からの新価格が２月６日

に決まりました。この介護報酬の見直しは３年に

一度行われ、今回、介護報酬全体で2.27％のマイ

ナス改定となります。 

 このことで介護事業者はどうなるか。処遇改善

加算などの上乗せを除けば、介護事業者に入る報

酬はマイナス4.48％です。消費税増税や物価高を

考慮すれば過去最大の引き下げです。 
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 介護職員はどうでしょうか。介護職員の処遇改

善加算といいながら、事業者への報酬全体の引き

下げがある中で、どうして介護職員の処遇改善が

できるでしょうか。 

 政府は、介護施設の収支差率、利益率が良好だ

から報酬削減にも耐え得ると言っていますが、果

たしてそうでしょうか。月給は１万 2,000円上が

ったけど、経営悪化でボーナス減、また、経営悪

化で人員が削減され、仕事がかえってきつくなっ

たなど、報酬削減によってこうした事態も当然に

予想されます。介護事業者は、賃上げしろと言っ

ても手足を縛って泳げというものではないかと批

判的です。 

 次に、介護保険料の問題です。 

 第６期──2015年から2017年の佐賀中部広域連

合の保険料は、基金からの繰り入れ９億 5,400万

円により前期の第５期の保険料に据え置くとの方

針が示されています。しかしながら、４期から５

期に移るときに、基準月額は4,292円から5,270円

と大幅な引き上げが行われました。 

 この影響もあり、日本共産党佐賀市議団が取り

組んだ佐賀市民アンケートや佐賀県政アンケート

には、介護保険料が高過ぎて、払いたくても払え

ないとの声も大きいものがあります。国の負担割

合を増やすこと、また、一般会計からの繰り入れ

を行って介護保険料を抑制している自治体もある

と聞いています。この点の努力が足りないことも

指摘します。 

 介護保険制度は、生活困窮、災害や火事などで

被災したときには減額・免除制度がありますが、

減免状況は、平成26年１月時点でも生活困窮３件、

収入減２件、災害４件、収監１件など、わずか10

件、金額にして13万9,466円であり、低所得者に

対する減免施策の拡充が行われていないことは問

題です。また、全体として平成29年度からの消費

税10％増税の実施が前提とされていることにも反

対です。 

 また、第10号議案については、基金を取り崩し

て保険料の上昇を抑えたことは認めますが、特例

第３段階では 0.66から第６期における第２段階

0.75と、第５期の保険料よりも増額になっている

段階があり、問題であることを指摘し、反対討論

といたします。 

○山本義昭議長 

 以上で討論は終結いたします。 

◎ 採  決 

○山本義昭議長 

 これより第２号議案を起立により採決いたしま

す。 

 お諮りいたします。本案は委員長報告どおり原

案を可決することに賛成の方は起立願います。 

    〔賛成者起立〕 

 賛成者多数と認めます。よって、第２号議案は

委員長報告どおり原案は可決されました。 

 次に、第10号議案を起立により採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は委員長報告どおり原

案を可決することに賛成の方は起立願います。 

    〔賛成者起立〕 

 賛成者多数と認めます。よって、第10号議案は

委員長報告どおり原案は可決されました。 

◎ 討  論 

○山本義昭議長 

 次に、第12号議案 佐賀広域消防局南部消防署

改築（建築）工事請負契約の締結についてについ

て討論に入ります。 

 なお、討論についての議案の発言時間は10分以

内といたします。 

 討論の通告がありますので、発言を許可いたし

ます。 

○松尾義幸議員 

 小城市の松尾義幸です。第12号議案 佐賀広域

消防局南部消防署改築（建築）工事請負契約の締

結について、反対をいたします。 

 この契約の締結議案は、昨年12月19日、入札が

行われ、株式会社上瀧建設が税抜きで３億1,304

万円で落札をしたものです。 

 反対理由の第１は、唐津市発注の漁港工事の入

札に絡み、上瀧建設の副社長が贈賄容疑でことし

１月14日に逮捕されたことです。 

 第２は、不正入札事件に役員がかかわった業者

と仮契約を結んで議案が上程されましたが、中部

広域連合を構成する４市１町のうち４市が、１月
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17日以降、上瀧建設の指名停止処分を行っていま

す。このような状況の中で、入札にかかわる手続

は適正だったということでこの議案を認めること

は、住民に説明ができません。 

 第３は、今後の対応が明確でないことです。山

口県では、請負契約議案の可決前に指名停止を受

けた業者について、仮契約自体を解除することを

入札時に明らかにしており、既に実施した例もあ

るということです。 

 以上の３つの理由により反対いたします。 

○山本義昭議長 

 以上で討論は終結いたします。 

◎ 採  決 

○山本義昭議長 

 これより第12号議案を起立により採決いたしま

す。 

 お諮りいたします。本案は委員長報告どおり原

案を可決することに賛成の方は起立願います。 

    〔賛成者起立〕 

 賛成者多数と認めます。よって、第12号議案は

委員長報告どおり原案は可決されました。 

 次に、第１号、第３号から第９号及び第11号議

案を一括して採決いたします。 

 お諮りいたします。本案は委員長報告どおり原

案を可決することに御異議ございませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。よって、第１号、第３号

から第９号及び第11号議案は委員長報告どおり原

案は可決されました。 

◎ 議決事件の字句及び数字等の整理 

○山本義昭議長 

 次に、議決事件の字句及び数字等の整理につい

てお諮りいたします。 

 本定例会において議案等が議決されましたが、

その条項、字句、数字その他の整理を必要とする

ときは、会議規則第43条の規定により、その整理

を議長に委任されたいと思いますが、これに御異

議ございませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。よって、条項、字句、数

字その他の整理は議長に委任することに決定いた

しました。 

◎ 会議録署名議員指名 

○山本義昭議長 

 次に、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第88条の規定によ

り、議長において野副議員及び重松議員を指名い

たします。 

◎ 閉  会 

○山本義昭議長 

 これをもって議事の全部を終了いたしましたの

で、会議を閉じます。 

 佐賀中部広域連合議会定例会を閉会いたします。 

          午前10時23分 閉 会   
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      会議に出席した事務局職員 

 

 議 会 事 務 局 長  増 田 耕 輔 

 

 議 会 事 務 局 副 局 長  手 塚 大 介 

 

 議 会 事 務 局 書 記  石 橋 祐 次 

 

 議 会 事 務 局 書 記  熊 添 真一郎 

 

 議 会 事 務 局 書 記  本 村 哲 也 

 

 議 会 事 務 局 書 記  池 田 和 博 

 

 議 会 事 務 局 書 記  貝 野 文 洋 
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  地方自治法第123条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

 

      平成  年  月  日 

 

 

  佐賀中部広域連合議会議長    山 本  義 昭 

 

 

  佐賀中部広域連合議会議員    野 副  芳 昭 

 

 

  佐賀中部広域連合議会議員    重 松    徹 

 

 

  会 議 録 作 成 者 
                    増 田  耕 輔 
  佐賀中部広域連合議会事務局長 
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（資料）議案質疑項目表 

  ○ 議 案 質 疑 

佐賀中部広域連合議会  

平成 27年２月定例会   

質疑順 氏   名 質   疑   事   項 

１ 川 崎 直 幸 第10号議案 

佐賀中部広域連合介護保険及び障がい支援区分認定審査会条例の一部を改正

する条例 

 第６期介護保険料の段階設定について 

２ 松 尾 義 幸 第12号議案 

佐賀広域消防局南部消防署改築（建設）工事請負契約の締結について 
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（資料）一般質問項目表 

 

  ○ 一 般 質 問 

佐賀中部広域連合議会  

平成 27年２月定例会   

質問日 質問順 氏   名 質問方式 質   問   事   項 

17日 

(火) 

１ 川 崎 直 幸 一問一答 １ 救急搬送における「たらいまわし」を防ぐためにつ

いて 

 (1) 広域消防局内での過去３年間における救急出動

の推移は 

 (2) その内５回以上の連絡で搬送先病院が決まった

のはどのくらいの数字になるのか 

２ 有明海沿等における水難救助の連絡体制について 

 (1) 前々回の議会での一般質問のつづき 

２ 白 石 昌 利 一問一答 １ 消防行政について 

 (1) 広域化に伴う懸案事項の改善と今後 

 (2) 佐賀広域消防局昇任試験（平成 26年 12月実施）

を巡る経過と対応 

３ 白 倉 和 子 一問一答 １ 介護保険について 

 (1) 介護保険制度の改正においての要支援者に対す

る佐賀中部広域連合と構成各自治体での事業のすみ

分けについて 

 (2) 要支援者に対して、市町格差は出ないようにす

るための広域連合の役割 

 (3) 県の介護保険事業支援計画の内容と、その連携

について 

 (4) 介護保険制度の施行後、介護職員数は増加し、

10年間で倍以上になっている。また、制度改正に伴

い、2025年には介護職員数は更に 1.5倍以上必要と

されているが、人材の確保をどう考えているか 
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質問日 質問順 氏   名 質問方式 質   問   事   項 

17日 

(火) 

４ 松 尾 義 幸 一問一答 １ 火災の危険性がある空家対策について 

 (1) 木造建物空家調査結果について 

 (2) 空家等対策の推進に関する特別措置法の成立に

伴う対応について 

 (3) 消防局と各自治体の連携による火災予防対策に

ついて 

２ 認知症対策について 

 (1) 認知症になりにくい対策の推進について 

 (2)  小城市北部包括支援センターで推進している

キーホルダーの普及について 

 (3) 認知症になっても安心してくらせるまちづくり

について 

５ 野 副 芳 昭 一問一答 １ 介護報酬の引き下げによってどうなるのか 

 (1) 事業者 

 (2) 利用者 

 (3) 職員 

２ ドクターヘリの運航状況は 

 (1) 救急率 

 (2) 広報活動 

６ 中 山 重 俊 一問一答 １ 第６期介護保険制度・事業について 

 (1) 国の介護報酬削減（2.27％）にかかわる諸問題につ

いて 

 (2) 国庫負担の増額で保険料・利用料の減額措置につい

て 

 


